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午前９時００分開議

○議長（足立 喜義君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（足立 喜義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、次の２人を指名いたします。

７番、赤井廣昇君、８番、青砥日出夫君。

⋞ ⋞

日程第２ 議事日程の宣告

○議長（足立 喜義君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第３ 町政に対する一般質問
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○議長（足立 喜義君） 日程第３、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

初めに、９番、細田元教君の質問を許します。

９番、細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） おはようございます。９番の細田でございます。

久しぶりに１番で一般質問させていただきます。質問事項は２点でございます。町長の出馬に

ついてと、保育園の改築についての、たった２つでございますが、１番目の町長出馬の件につい

ては、３月議会に、我が同僚の青砥議員から出馬の一般質問がございました。そのとき、町長は

後援会とかいろんな役員の人と相談して早期に発表いたしますという返事でありまして、そのと

き発表ありませんでした。３月、４月、５月と待っていましたけど、一向にああいう動きがあり

ませんでした。そしたら、この間、地方紙にスクープが出まして、町長、出馬されるようだと。

町長は、ノーコメントということでありましたが、議会に言う前に後援会に言うのは筋だとは思

いましたが、で、どうも後援会で同意を得られたんじゃないかなと推測いたしました。けども、

町民に対して、またマスコミ各社に対して、正式な出馬の発表はまだでございます。なぜ、私が

ここで坂本町長にもう一度出て頑張っていただきたい思う気持ちはありまして、それをるる言い

まして、本当に決意を固めていただき、再度、南部町の町政をかじ取っていただきたいと思って

おります。

１つ目には、来年、天皇陛下をお迎えしまして、花回廊において植樹祭がございます。そこに

は、国の宮内庁長官を初めその関係の方、衆参両院の、たしか議長さんも来られると思います。

総理大臣も来られるんかな。そういう感じで、国の大きな流れでこっちに、めいめい、そうそう

たる人が参られます。そういう国のパイプや強いパイプを持っておられる今の町長に、ぜひとも

これは仕切っていただけなければならないじゃないかと思います。それが、第１点でございます。

次は、合併以来の大きな課題であります水道統合事業がございます。これも、今、着々と進ん

でおりますけども、これからもいろんな問題が起きると思います。こういうときには、経験豊か

な今の坂本町長以外にこれはリーダーシップとって、両、旧会見町、旧西伯町との融和を図った

水道事業統合を完成していただきたいと思っております。それが、私が思ったとこの、第２番目

の大きな問題じゃないかと思う。ここで新しい町長になられたときには、こんなのは最初からの

いきさつもありますので、これはよくわかった人がやられた方がいいと判断いたしております。

次は、地域振興協議会のさらなる発展についてでございますが、これ地域振興協議会、地方自

治法にうたわない南部町独自の条例に基づいた地域独自の振興協議会であります。５年経過をも
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いたしました。もう南部町の行政をそのようにかじを切っております。この振興協議会、今、独

自の活動しておられまして、地域に住む住民のすごい活動が少しずつでもありますけども、出て

まいっております。４年前の町長選挙においても、これが大きなテーマになっておりました。振

興協議会についておかしいという選挙と、これは正しいという選挙が４年前でありました。４年

前、この診断は下されました。皆さん方も御存じのように、振興協議会をテーマにした選挙は坂

本町長が勝ちました。それから４年たって、着実に各地域の振興協議会、地域力と住民力を、今、

少しずつでありますがつけております。私が住んでおります東西町地域振興協議会、もうみんな

で地域独自の戦いをして、県から表彰を受けたりしております。このように、まだ、７つの地域

振興協議会がありますけど、さらなる地域力と住民力を育てるためにも、これを考え、条例化さ

れた坂本町長のさらなる力が私は必要だと思います。今現在、２集落がまだ未加入であります。

そういう課題もございますので、ぜひともこれに地域のためにも頑張っていただきたいという思

いであります。

それと、ことしの４月に、ここにおられる、壇上におられます執行部ごろっとかわられまして、

若い人にバトンタッチがされております。この若い職員の、人材育成といいますか、今のような

多大な問題がある中で、新しい町長も選んでもいいですけども、こういうところで安心した力、

仕事ができるよう、どんと構えた今の坂本町長を出ていただき、若い職員をさらなるアップにつ

ないでいただきたいと思っております。

一番要望したいのは、これから我が南部町、本当にみんなが住んでよかった、ここで生活して

よかった、特に高齢者がこの我が南部町でここで一生送られるような施策、これは地域医療、地

域福祉であります。これに、最たる施策とか実行力は、全国広しといえども坂本町長以外にはご

ざいません。これは、福祉の南部町の名前のとおり、介護保険始まって以来、全国切って頑張っ

ておられます。介護保険制度も、ことしの４月改正されました。今の改正は、本当に都会型の改

正なんです。このままでは高齢者福祉大変だな思っていたところに、県と協力していろんなモデ

ル事業が取り組めれる、これは地域力があるからできることなんです。今後、我が町南部町、高

齢化率が３０％を超えました。この中で高齢者が安心して、医療や介護や受けながら、自分の生

まれたところで生活ができる施策というのは、この福祉の心がわかった坂本町長以外に全国広し

といえども、私もいろんなとこに行ってまいりますが、おられません。首長のリーダーシップ一

つで、この地域の福祉が変わります。今、高齢化が３０％を超えた我が町、住んでよかった、一

生私はここに住みたいという、こういう人を地域力と住民力で守っていかれるような施策ができ

ると、私は確信しております。こういうすごい町長、ぜひとも頑張っていただきたい、またこれ
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をモデルとして、日本国じゅうの町村、市町村にこの波動を広げていただきたいと思っておりま

す。国もそれを望んでおられます。ぜひとも、再度、私の方からではございますが、出馬してい

ただきたいことを第１点にお願い申し上げます。

第２点の保育所の改修問題でございます。

この件に関しましては、我が、町小学校、中学校すべて耐震補強ができました。他町により、

先んじて耐震をしてすばらしい小学校、中学校になっております。ほっと我に返ってみれば、そ

ういえば保育園どうだったかなと思いました。保育園は、改修費はたくさん毎回の議会でよく上

がっております。要は、継ぎはぎ、継ぎはぎで、入られたらわかると思いますけど、はっきり言

ってぼろなんです。築４０年以上たっているとこもございます。これは、やっぱり子供を守る観

点から、私は保育園の改修が必要ではないかと思います。我が町に４つの保育園がございます。

２つは指定管理に出しておりますが、あと２つは公的な保育園でございます。これらの保育園を、

今後、耐震対応のまた減災対応の保育園等に改修される予定があるかどうかお聞きしたいと思い

ます。

以上２点、壇上から質問しまして、町長の英断を期待しております。以上であります。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 細田議員の御質問にお答えをしてまいります。

最初に、出馬要請ということでございます。大変心強い質問をいただきました。

ただいまからお答えを申し上げてまいります。１０月に予定されている町長選挙への出馬につ

いてのお尋ねでございますが、この件については、３月議会で青砥議員さんからも質問をいただ

きましたが、その折にははっきりとした答弁はできず、余り先にならない時期に最終的な判断を

して、公式に発表したいと旨の答弁をしてまいりましたが、この間、一日たりともこの件が頭か

ら離れずに、積んだり崩したり逡巡する毎日で過ごしておりました。悩みの原因は、１０月で南

部町長として２期の任期を迎えますが、長期在職はいかがなものかという思いがあるからであり

ます。以前にも、西伯町長としての経歴がございます。とかく長期に及ぶとほころびが生じやす

いということが古今東西、人間社会の姿と歴史が教えておりますので、私はそのような仲間入り

をしてはならないという思いから、今秋を機に後任のお方にバトンタッチをしようと考えました。

そのような思いで町政に懸命に取り組みまして、合併協議で話し合った多くの事業や町長マニフ

ェストの実現などにそれなりの成果をおさめることができました。これは、議員各位の御指導の

たまものと感謝しておりますし、職員の皆さんの御努力や町民各位の御理解、御協力があったか

らこそでありまして、ここに改めてお礼と感謝を申し上げる次第でございます。
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このような町政の状況や私の思いを後援会役員の皆さんを初め、親しいお方に打ち明けまして

御相談をしたところ、共感をしていただくお方も一部ありましたけれども、今日までの町政のさ

らなる発展を望む声や、一層深刻となってきた政治、経済、社会情勢の中にあって、安定的な町

政継続の必要性を強調される声が圧倒的に多くございました。また、数々の事業に取り組んでま

いりましたが、行き届かない点や不備の御指摘もあり、さらなる努力を求めるとの声もいただき

ました。町長の政治に対する美学は美学として、今は町政を投げ出す時期ではないという御指導

をいただく中で、みずからに問い直してみる毎日を過ごしてきたのであります。そして、みずか

らの至らなさを認めながらも、この局面で必要な人材であると言っていただく皆様の声を意気に

感じ、このような私で役に立つなら、町民の皆様の御支援をいただくならば、初心に返って再度

挑戦者として出馬の思いを持ったところでございます。

御指摘のように、町政には数多くの課題が山積し、加えて新たな課題が次々と沸き起こってま

いります。１期目は合併協議会長としての責任感から立候補しましたが、２期目には進めてきた

町政の是非を問うということで対抗馬もあらわれ、引くに引けない状況の中で出馬し町民の皆さ

んに選択をしていただきました。

次期町政においては、今まで進めてきた町政の一層の発展と、東日本震災、福島原子力発電所

の放射能漏れ事故などを受けて、変わらなければならない、変わらざるを得ない我が国の政治、

経済、社会など新たな潮流への誤りない道筋をつけるという難しい町政であろうと思います。町

民の皆様の御支援をいただくならば、私の今日までの知識や経験、人脈など渾身の力を発揮いた

しまして、この困難な時代のかじ取りを果たしていく気持ちになったことを披瀝を申し上げまし

て答弁といたします。

次に、保育所の改築についてでございます。

昭和５６年の建築基準法の改正により、新耐震基準が施行され、さらに、平成１７年度には改

正耐震改修促進法により、指導、助言の対象となる建築物の範囲が拡大され、保育所では、２階

建て５００平方メートル以上の建物が対象となりました。現在、町には４つの保育所があり、こ

のうち昭和５６年以前に建築されたものは、すみれ保育園が昭和５０年度、さくら保育園が昭和

５５年度となっており、いずれも鉄筋コンクリート構造で平家建てであり、建築基準法及び建築

物の耐震改修の促進に関する法律においては、耐震診断、耐震改修の対象施設ではなく、設置主

体の判断に基づき、耐震診断、耐震改修を進めるべき施設となります。

国が実施しました平成２２年４月１日現在の社会福祉施設などの耐震化に関する状況調査結果

では、鳥取県内の保育所における耐震化率は７割となっております。これには、国の三位一体改
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革により平成１８年度から公立保育所の建設や施設改修などの施設整備費が、完全に一般財源化

され交付金の対象外となったこと、また本町のような建築物の耐震改修の促進に関する法律の対

象とならない施設には、耐震診断の費用も補助金対象とならないなどが原因となっていると考え

ます。

しかしながら、保育所施設は、多くの乳幼児等が一日の大半を過ごす生活の場であり、地震や

災害などの発生の折には、地域住民の避難所にもなっております。近年、東日本震災を初め、日

本各地で地震が発生し、大きな被害をもたらしており、いつ地震が発生してもおかしくない状況

にあり、地震発生時における子供たちの安全⋞安心を確保するためには日ごろから避難訓練など

を繰り返し実施するなど、できる限りの対策を講じるとともに、保育所施設の耐震化を図ること

は重要であると考えております。

昭和５６年以前の旧耐震基準は震度５強程度の揺れでも倒壊しない補修可能な基準となってお

りますが、建築後３０年以上が経過しており、施設の老朽化も考慮し、今後の町財政の状況を見

ながら、まず、耐震診断を実施することにより、建てかえ、改修への対策を検討していきたいと

考えております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 今の町長答弁をお聞きしまして、最初の出馬要請のことですが、

自分の口から出馬するという４文字が聞こえてまいりませんでした。そういうにおいはいたしま

したが、はっきりと出馬すると言っていただきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。先ほども申し上げましたように、町民の皆さん方の

御支持がいただくことができるならばと、こういうことでございます。支持がないのに、出馬、

これはできないわけでございまして、御支持をいただくならば、再度先頭に立って頑張っていき

たいとこういう気持ちでございます。告示にもなっておりませんので、よろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） 細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） わかりました。出馬するというように考えます。

続きまして、保育所の問題ですが、今、聞きましたら、耐震診断もまだ、要はこれは重要であ

ると認識されているようでありますね。で、交付金の、こちらもちろん交付金、一般財源化にな

っちゃって交付金の対象外、これに耐震診断また改修について補助金も対象外って、今、答弁が

ありましたが、そのほか交付金とか補助金が出るのは、どういうものが出ますでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、仲田磨理子君。
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○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長です。公立保育所には、補助金は、もう今はなく

なっておりまして、あとは社会福祉施設等、民間の事業者がされるところに補助金が出るように

なっております。で、公立が民間にお願いしているところも補助金は出ませんので、あとは認定

こども園とか、統合してつくる場合に交付金というか交付税の対象として出るようになっている

ようです。以上です。

○議長（足立 喜義君） 細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 要は、今のまま、町立の運営している保育園、町立の関係のは補

助金の対象外。それで、国が進めている、まあちょっとね、国もころころ変わってわけがわから

んですけど、認定保育園だって、幼保一元化から認定保育園になって、総合こども園になって、

厚労省管轄が文部科学省管轄なって、今度は内閣府管轄になって、何か迷走しておりまして、は

っきりわからんですね、これが。これが、もし、はっきりわかりましたならば、町といたしまし

てはこの認定保育園、総合こども園、そのような方向に持っていかれるような考えはございます

でしょうか。

○議長（足立 喜義君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長です。認定こども園についてですけども、認定こ

ども園というのは、今、待機児童の解消ということが大きなねらいというか目的でされてる事業

だと思います。で、南部町の場合は、待機児童っていうのが、今現在ないという考えをしており

まして、現在５月３１日現在で、６歳以下の子供さんの人数ですが、ちょっと待ってくださいね、

５月３１日で６歳以下の子供さんの人数は５８３人おられます。そのうち、保育園に入っておら

れる、今入所しとられる子供さんの数は３４３人、５８３人のうちのゼロ歳児が６８人、１歳児

が７５人おられまして、ゼロ歳児、１歳児は少ないと思われますので、２歳から６歳までのお子

さんの数４４０人となっています。南部町では、待機児童の方はおられないという考え方をして

おりますので、認定こども園のとか、総合保育園というのは考えていないところです。

○議長（足立 喜義君） 細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） これ、ちょっと変な考えになるかもしれませんけど、例えば今の

保育園４つありまして、改修するのにも一般財源、改築するのにも一般財源、で、耐震診断する

のも一般財源、これは今後の町政の方針にもよりますが、お金の問題もありますが、４つをする

のと、２つを一つにしたり、合併したりしたら一つで終わるというような考えもありますが、こ

れは今後の方針みたいなものですけども、これについて担当課は難しいかと思いますが、現時点

では町長はどのように考えておられますか。
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○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。先ほど申し上げましたように、保育所の施設が随分

古くなったということで、毎年多額な修繕費がかかっているような状況であります。したがって、

耐震もいいんですけれども、新しい保育所の建設も視野に入れなければならないような時期に来

ておると、こう思っております。で、そういうことを考えたときに、現在４つ、４園ありますけ

れども、４園でいくのか、あるいは統合して２園程度にするのかですね、あるいは１園にしてし

まうのか。どの程度にするのかということが一つあろうと思います。

もう一つは、さっきも答弁いたしましたけれども、町が行うと補助金が全くない状況でござい

ます。ないのでいけんということでもないでしょうけれども、民間事業所が行えば国の補助金が

たくさんつくと、特に、今、都会地の待機児童対策などで非常に子育て関係は潤沢な予算を持っ

とります。そういうことで、私の聞いてる限りでも、立派な一元化施設をつくったというような

話も聞いておりまして、これも一つの選択肢になるだろうなというように思っております。

私はちょうど手元に、養老孟司さんと宮崎駿さんの、「虫眼とアニ眼」という本を持っており

ますけれども、ここにですね、本当に楽しい保育園の、夢のような保育園のことが書いてござい

ます。私やっぱり、こういう、何ていいましょうか、民間の発想になる、新しい形の保育所とい

うものが、南部町にあってもいいのではないかなというように思うわけです。この、ここで説か

れておりますのは、とにかく自然の中で子供たちを育てるということであります。で、森のよう

ちえんというのが今、智頭町で行われて、ＮＨＫでも放映されるなどして、自然との体験の中で

非常に成果をおさめておられるというわけなんですけれども、実際それをやるという人が町内に

もう移住しておられまして、森林公園などを使って森のようちえんをやったらどうかというよう

な発想をなさる方もありまして、現にもう南部町民でございますから、そういういろいろな人の

御意見を聞きながら、新しい、やるとすればですね、新しい形の保育園、一元化施設ですね、幼

稚園と保育園の一元化施設こういうものを構想して、それに国の支援を受けながらやるというの

がいいのではないかなというようなことを今頭の中ではちょっと考えております。

○議長（足立 喜義君） 細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） 今度、町民がぜひとも町長というのがあれば、ぜひとも出馬して

いただき、マニフェストでその件をぜひのせていただきたいと思います。今言われました森のよ

うちえん、たしか智頭がやっておりますし、私はそのまっと三、四年前に、１回、愛知県のたい

ようの杜という施設がございまして、これは社会福祉法人でございまして、特養を持っておられ

まして、養成学校持っておられまして、幼稚園も持っておりました。そこは、今みたいに、森が

－９－



幼稚園でした。泥んこだらけで、もう何しようが遊んで終わりという感じでして、そこでお年寄

りとまじ合わせて、この森の中、この山の中、谷ん中、川があったり、そこでもう泥だんごで遊

んじょったとこを見に行ってまいりましたが、ああ、こういうのもおもしろいなって言ったのが

三、四年前でして、それが智頭町やって、そういう人が南部町に来ておられるってことをお聞き

しました。

ぜひともこれは、どうしてもお金の、財源の問題がございますので、一足飛びにできんと思い

ます。これが、財源と、あとは町立にするのか、民間に委託するのか、いろんなのがあろうと思

いますが、これは町長、再出馬されたときのぜひともマニフェストにのせていただき、今後の４

年間のうちに道筋をつけていただきたいという要望でございますが、町長いかがでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。そういう運びになれば、私もぜひ取り組んでみたい

課題だというように思って、夢を膨らませておるところでございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） 細田元教君。

○議員（９番 細田 元教君） １番目の問題と２番目の質問について、私の意のするところの答

えをいただきました。再出馬されるということと思いますし、保育園の問題についても次のとき

にマニフェスト等にのせられ、財源を含めた、ぴしっとした新しいこんな保育所ができることを

期待いたしまして、私の一般質問終わります。

○議長（足立 喜義君） 以上で９番、細田元教君の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 続いて、６番、杉谷早苗君の質問を許します。

６番、杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） おはようございます。きのうは南部町にとって、記念すべき日で、

本当に古事記１３００年の記念イベントである吉本新喜劇、関係者の方の御努力によって盛大に

開催され成功裏に終わりました。町長もお疲れさまでございましたとともに、関係者の方々のこ

れまでの御努力、本当に感謝申し上げます。

改めまして、６番、杉谷早苗でございますが、議長のお許しをいただきましたので、通告に従

って、４項目について質問をいたします。

初めに、あいのわ銀行の今後の活用についてお尋ねいたします。

あいのわ銀行事業は、皆様御承知のとおり旧西伯町時代始まった制度でございます。この制度

は当時、今後避けて通れない高齢化時代をおもんばかり、介護保険制度よりも早期に先進的に取
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り組まれたものです。目的としては、家庭における介護サービスを行うため、住民の自助、互助

互恵の精進をよりどころとして、住民が幸せで安心して暮らせる福祉の町づくりに寄与すること

となっています。しかしながら、現在の状況では、時代とともに変容し、とても残念に思ってい

ます。

一方、鳥取県においては介護支援ボランティア制度の普及に力を入れておられるようです。こ

の制度は、ボランティア活動で得たポイントが換金されるなど、初期のあいのわ銀行と似通った

点が見受けられます。時代がやっと追いついてきた感じがしてなりません。県内の自治体におい

ても、既にこの制度の実施や、導入予定などが見受けられます。

そこで、先ほど述べました我が町の先進的であったあいのわ銀行の取り組みのよいところを残

し、新たな制度に乗ることができないかとの思いで質問をいたします。あいのわ銀行事業に介護

支援ボランティア制度を導入し、事業の拡充ができないかをお尋ねいたします。そして、この介

護支援ボランティア制度の導入は、ぜひ検討していただきたいことを強く要望いたします。

さりながら、介護支援ボランティア制度は６５歳以上が対象となっています。あいのわ銀行事

業では、年齢の制限がございません。そこで、ボランティアの対象年齢に制限を設けない町独自

での制度ができないか重ねてお伺いいたします。

次に、教育長にお尋ねいたします。学校教育の現場は、次代を担う人材育成のために常に未来

を見据えて取り組む姿勢が求められているものと認識しております。

そこで、２項目めとして、小中一貫教育についてお尋ねいたします。

議会では、行政調査にて小中一貫教育についての見識を深めるために、京都のモデル校である

御池中学校の視察をいたしております。このときは、教育長さん、そして総務⋞学校教育課長さ

んのお二人も御一緒していただきました。このように、小中一貫教育への取り組みが本格的に検

討されるようになってから、数年経過しております。私は平成１６年１２月議会において、ミニ

小中一貫教育の提案をしたこともあります。これは、小⋞中教員の相互の乗り入れにより、学校

間の連携を深め、授業に幅と一体的な教育を展開するというものでした。このようなこともあり、

今回の質問に至りました。そして、加えて、今議会において関連の議案も上程されております。

そこで、より深く我が町ではどのような姿を描いておられるのかと思い、次の質問をいたします。

全国における小中一貫教育の取り組みは学校施設の実情に合わせて、それぞれに違っているよ

うですが、本町ではどのような姿を描いておられるのでしょうか。そして、目的としている到達

点があるとしたならば、現在はどの段階にあるのかお伺いいたします。

次、３項目めは、教育振興協約についてお尋ねいたします。
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教育の世界は奥深く、素人にはわからないことが多々あります。新聞報道にて、県知事と県教

委との間で教育振興協約が締結されたことを知りました。この協約とは、我が南部町の教育行政

に制限が発生するのではないかとの思いを感じましたので、次の質問をいたします。

この協約内容はどのようなものかお伺いいたします。そして、本町の教育にどのような影響を

及ぼすかお尋ねいたします。

４項目め、最後の質問は子供の交通事故安全対策についてお伺いいたします。

最近、交通事故における痛ましい報道が多くされています。総務省がまとめました４月１日現

在では、１５歳未満の子供の数は前年比１２万人減の１，６６５万人と３１年間連続で減少との

ことです。鳥取県では７万７，０００人で、前年比１，０００人減とのことです。子供は未来で

す。毎日健やかに無事であることは、私たちみんなの願いです。我が町では、登下校時にはボラ

ンティアの方々のお世話になったり、防災無線や地域の放送での呼びかけなどで見守りをしてい

ただいております。そこで、このたびは小⋞中学校への取り組みについてお伺いいたします。

教育委員会では、このような最近の頻繁する事故報道に接し、各学校への対応はどのようにさ

れておられるのかお伺いいたします。

以上、４項目についてお尋ねし、壇上での質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 杉谷議員の御質問にお答えをしてまいります。

最初に、あいのわ銀行についてでございます。

あいのわ銀行事業は、地域の住民の方々がお互いに助け合い、みんなが幸せで安心して暮らせ

る町づくりを目指しまして、平成８年度より旧西伯町で発足をいたしました。福祉サービスやボ

ランティア活動をした人の労力を、賃金ではなくて点数で銀行に積み立てるというものでござい

ます。サービスの内容といたしましては、食事、洗濯、買い物、通院や外出の付き添いなどでご

ざいます。会員の種類でございますが、１対１でボランティア活動を行う協力会員、団体でボラ

ンティア活動を行う記録会員、サービスを利用する利用会員、活動の趣旨に賛同し、会費を納め

る賛助会員の合計４種類でございます。利用会員の登録をされますと１００点が基礎点数として

付与され、サービスを利用できますが、点数がなくなりますと１時間１００円の利用料をお支払

いいただきます。

制度発足後、１６年間で、延べ２万７，６５９件、３万６，７７９名のボランティア活動を推

進してまいりました。平成２４年３月末時点で、協力会員が７１５名、記録会員１，０９４名、

賛助会員２名の合計１，８００名余りが現在ボランティア登録をされております。また、利用会
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員は１４２名が登録をされております。制度が発足してから１６年が経過し、その間、制度の見

直しを行いまして、１対１で行うサービスをする場合のみを預託点数とし、将来サービスを必要

とするときに利用できますが、それ以外の活動は記録点数のみという形に変更したために、利用

点数、預託点数ともに実績は減少しております。また、平成１２年度より介護保険制度が導入さ

れると、訪問介護員による買い物や掃除、食事の調理といった介護サービスを受けることができ

るようになったために、利用者が減少したものと考えられます。

御質問にあります介護支援ボランティア制度は、介護保険法に基づく地域支援事業のうちの任

意事業としての位置づけとなります。６５歳以上の高齢者を対象として、市町村が指定したボラ

ンティア受け入れ施設において、レクリエーションの指導や食事の配ぜん補助、話し相手などの

ボランティア活動を行うと１時間１００円程度のポイントを付与し、そのポイントを現金に換金

したり、特産物や地域通貨などに交換する制度でございます。

平成１９年９月より、東京都稲城市が全国で初めて実施しておりまして、厚生労働省の調査に

よると平成２３年３月末現在、全国４７市町村で実施中、そのほか１３市町村で今後実施予定と

いう状況でございます。

鳥取県では、平成２４年３月に、高齢者におけるボランティア活動の円滑な制度導入を支援す

るために、介護支援ボランティア制度市町村導入ガイドラインが策定され、市町村に配布された

ところでございます。現在鳥取県内で、介護支援ボランティア制度を導入している市町村は、平

成２３年度から日南町の一部地区でモデル的に実施しているほか、今年度から鳥取市や倉吉市で

も実施をされているところでございます。

今後も、町民の皆様が積極的にボランティア活動を行っていただけるように、あいのわ銀行と

介護支援ボランティア制度の双方の特徴を生かした制度の導入に向けて検討していきたいと思っ

ております。

６５歳以上という年齢制限を設けない町独自の制度での対応ですけれども、ポイントを換金す

る場合には財源が必要となります。介護保険法の地域支援事業での実施は、介護保険料に影響す

るために保険者との調整が必要でありますし、６５歳未満の方の換金につきましては一般財源の

投入や６５歳未満の方は換金ができない制度にしている例もあるようでございまして、今後の課

題としていきたいと思います。

小中一貫教育など教育関係につきましては、教育長の方から答弁を申し上げます。

○議長（足立 喜義君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 杉谷議員さんの御質問にお答えしてまいります。
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まず、小中一貫教育について、本町ではどのような姿を描いているのかというお尋ねでござい

ます。

本町では、平成２２年度より、具体的に教育行政施策の一つとして、小中一貫教育の推進を重

点項目として位置づけ取り組んでおります。また、昨年度からは保育園との連携により、就学前

から中学校までの１５年間の一貫した保育⋞学校教育の確立を視野に施策の充実を図っていると

ころでございます。保⋞小中一貫を推進していく背景としましては、これまでもお答えをいたし

ておりますが、中学校に入学した生徒の中に小⋞中の接続ギャップから生じる基礎学力の定着に

関する問題や不登校問題、さらには社会的スキルの育成など、今日的な児童生徒の指導上の課題

が浮き彫りになっております。また、小学校に入学した児童が、小学校生活にうまくなじめなか

ったり、保育園でできていたことができなくなったりするなど、戸惑いを感ずる子供たちが少な

くないという実態がございます。

本町では、こうした課題の解決を通して、保育園から小学校へ、小学校から中学校への円滑な

接続を確立をし、すべての幼児、児童生徒が戸惑いなく安心して過ごせ、地域に開かれた、地域

から信頼され、期待される保育園や学校の姿を目指して取り組んでまいりたいと考えております。

次に、現在はどのような段階の状況なのかという御質問でございます。

保育園から小学校への接続については、その保育内容や教育内容を互いに共有化していくこと

が大切でございます。具体的には、接続が円滑に行われるための保小接続プログラム、「スター

トプログラム」と呼んでいますが、既に作成をいたしました。このプログラムの作成により、保

育園での保育内容が、小学校生活のどこにつながるのか、そのためにはどんな力をつけておかな

ければならないのか。また、小学校では、保育園で培った力をどう受けとめ、それをどう伸ばし

ていけばいいのか等々、保小が共通した視点で子供と向き合える仕組みづくりが確立しつつある

と考えております。

小学校から中学校への接続につきましては、小⋞中学校がそれぞれお互いの指導観や評価観の

共有化を図り、小⋞中の連携⋞協同の取り組みを一層促進することが、小⋞中間の接続ギャップ

から生じる基礎学力の定着に関する問題や不登校問題等の課題解決につながると考えております。

具体的には、１つ、相互の授業参観。２つ、小⋞中合同による学習指導案の作成。３つ、中学

校教員による小学校での出前授業の実施。４つ、小学生の中学校行事への参加。５つ、９年間の

教科別系統表の作成。６つ、不登校や特別支援教育に係る小⋞中合同による児童生徒支援会議の

開催等々、実施いたしておるところでございます。さまざまな場面を通じて、連携強化が図られ、

着実に前進をしつつあると認識をいたしております。
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しかしながら一方では、取り組みの難しさや課題も明確になってきております。最大の課題は

小中一貫カリキュラムの作成でございます。教職員の日々の多忙感や小⋞中どちらが中心となる

のかなど、具体的な場面での総論賛成、各論足踏みの状態と認識をいたしております。その上に、

小学校では昨年度から、中学校では今年度より、新しい学習指導要領に移行していますので、そ

の対応に追われ、一貫を見据えた調整着手に手間取っているという側面もございます。そのため、

現在作成が進みつつあります教科別系統表の全教科への拡大を足がかりにして、一貫カリキュラ

ムの作成促進を指導してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、引き続きコミュニティ⋞スクールを基盤とした、保⋞小中一貫教育

の実現に向け、教職員とともに汗をしっかりかいてまいりたいと思っております。

次に、教育振興協約のお尋ねについてお答えをしてまいります。

これは、正式には鳥取県の子どもたちの未来のための教育に関する協約という名称であり、一

般的に教育振興協約と言っているものでございます。ことし３月２８日付で、平井知事と県教育

委員会との間で締結されており、こうした協約が締結されるのは全国で初の試みと伺っておりま

す。

まず、協約の内容はどんなものかというお尋ねでございます。

具体的には、基本的には、年度ごとの締結とするとされておりまして、５つの項目に大別され

ております。１つには、重点施策の概要。２つ目には、施策の着実な推進。３つ、課題への迅速

な対応。４つ、県民の願いや思い、現場の声の反映。５つ、取り組みの検証となっております。

さらに、１項目めの重点施策の概要としましては、学びの質の向上⋞不登校対策⋞特別支援教

育の充実⋞心身の健やかな育ちの４つが示されております。また、この４つの施策につきまして

は、別記としまして、具体的な取り組みが示されているほか、不登校出現率が全国平均を下回る

ことや、学校給食用食材の県産品利用率を６０％以上とするなど、数値目標も示されております。

次に、この協約が本町の教育にどのような影響があるのかというお尋ねであります。

まず、本町を含め県内市町村教育委員会の受けとめ方でありますが、私はこのように推測をい

たしております。先ほど申し上げました、学びの質や不登校対策等、４つの重点施策はいずれの

課題においても、各市町村教育委員会と共有できる課題であり、知事との共通認識のもと、県教

委と地教委が連携して取り組む方向性がより強化されたものと受けとめられていると考えており

ます。したがいまして、御質問の要旨は、本町教育への影響を御心配をいただいているのではな

いかと思っていますが、マイナスとなる影響は基本的にはないと考えております。ただ、近年の

県教委と地教委との間で、さまざまな課題について意見交換をしてきた経過を踏まえたときに、
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協約で示された具体的な施策の推進において、県教委と地教委との連携や役割分担のあり方に、

一部、十分な共通認識ができていない施策もございますので、今後そういった施策の推進につい

ては相互理解を深めながら、熟議を重ねていく努力が必要であると考えております。

本町では、毎年の予算編成期に合わせ、新年度の重点施策とその概算予算額を教育行政施策の

意見書としてまとめ、町長に提出するとともにその内容について、町長と５人の教育委員が意見

交換をする場を設けております。まさにこのたびの、県の教育振興協約締結の趣旨と合致すると

考えており、町長と教育委員会との適度な緊張感ある連携につながっていると考えております。

最後に、子供の交通安全対策に係る御質問にお答えいたします。

ことし４月、京都府や千葉県、愛知県で登校中の児童の列に車が飛び込むという悲惨な事故が

相次いで発生いたしました。学校教育にかかわる者として、持っていき場のない憤りと心の痛み

を感じないわけにはなりません。国では４月２７日付で文部科学大臣緊急メッセージを発すると

ともに、５月に入り、国及び県は相次いで、学校の通学路の安全確保に努める旨の通知を出しま

した。

本町では、こうした動きと連動しながら、改めて通学路の安全点検を各学校に指示し、危険箇

所について再確認を進めているところでございます。また、県教育委員会は、このたび全県で実

施いたしております通学路のチェックや危険箇所の洗い出しを踏まえ、道路管理者及び警察等関

係機関に、所要の改善策や予算措置を要請するといたしておりますので、その方向性についても

情報を共有しながら、連携をした安全対策に取り組んでまいりたいと考えております。

本町教育委員会では、悲惨な事故があったからということではなく、日常的に地域の皆様にも

御協力をいただきながら、児童生徒の安全な登下校という観点から歩行や自転車の乗り方、バス

停でのバスの待ち方等について、学校へ指導の徹底を指示いたしているところでございます。

しかしながら、このたびの事案は、そういった指導の範疇を超えたところで発生しているとい

う側面もございます。運転をされる方への啓発活動や注意喚起の一層の工夫や改善は当然のこと

といたしまして、先ほど申し上げました道路管理者や警察等関係機関の動きとも連携をしながら、

具体的な取り組みにつなげられるよう努力をしてまいりたいと思います。以上で答弁とさせてい

ただきます。

○議長（足立 喜義君） 杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 杉谷です。それぞれに、御丁寧に答弁いただきまして、さらなる

質問ということもないようなことではございますが、初めにあいのわ銀行のことについてでござ

います。町長がおっしゃってることはごもっともだと思って納得して聞いております。この介護
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支援ボランティア制度のもと、これには介護保険法の中でっていうことでございます。私はちょ

っと素人なりに見てた資料によりますと、システムが市町、保険者となっておりましたので、南

部箕蚊屋広域連合と我が町は切り離して、町独自でもできるのではないのかなというふうに簡単

に思っておりました。しかしながら、この連合をつくっているのは南部箕蚊屋広域連合だけなん

ですよね、県内で。ですよね。そう考えますとそこのところで、やはり広域連合の意思というも

のはとても大事に尊重しなければいけないなということも思いました。

このたび、市町村別の介護保険料を考えてみますのに、我が町は安い方から２番目なんですね。

本当に一番安いのは江府町で、次が我が町の４，８５０円、これは一番安いところとの１２５円

の差、一番高いところは境港市の５，９８０円、１，１３０円の差。これが毎月のことになりま

すと、この南部箕蚊屋広域連合さんがこのたび判断をしてくださって、このようなところで抑え

てくださったいうことに対しては、本当に敬意を表しております。説明会にも行かせていただき

ましたが、本当に多大な努力をなさったと思っております。そういうことを考えますと、この我

が町が何としてでも、ちょっとこういうことしてくれっていうことは私としてもなかなか言えま

せんが、せっかくの先進的なあいのわ銀行という取り組みがございますので、町長が今後考えて

いくとおっしゃいました。そして、来年度の出馬もほぼ私たちは期待しているとおりになってほ

しいと思っておりますので、さらなる検討をしていただきたいと思いますが、町長いかがでござ

いましょうか。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。南部箕蚊屋広域連合が、このたびの事業計画をつく

るに当たりまして、法改正が行われてこのような任意事業でやることができるということがわか

っておりましたけれども、やっぱりこの、今、喫緊の課題は保険料の上昇をとにかく抑えること

だということが一番大きな課題として取り組みまして、できるだけそういう部分を抑えたわけで

あります。で、私のもくろみの中では、南部町にはこのあいのわ銀行の制度がありますから、介

護保険とは別建てで、もう一度そのきちんと手入れをして対応すれば、よその町にはないような

仕掛けができるんだろうというように考えまして、あえてその任意事業での選択をしなかったわ

けです。したがって、先ほど、御指摘になりましたように、県下では本当に安い介護保険料を実

現することができたということなんです。

で、そうは言いましても、やっぱり保険ですから、あらゆることに保険を適用しますと、もう

莫大な保険料になってまいります。したがって、やっぱり保険とはきれいに切り離したところで、

別建てで私はやるのがいいのではないかというように思っているわけです。あれは保険ではあり
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ませんよと、あれはあいのわ銀行のサービスで対応していますよと言った方が、きっと御理解も

得やすいのではないかというように思っているわけです。と加えて、ボランティア活動が必要な

人は子供からお年寄りまで幅広い。介護保険でいいますと６５歳以上というようなことになっと

りますから、私はやっぱり将来的にも、我が町のこのあいのわ銀行の制度はこれはこれで、幅広

い町民を対象にして別建ての組織として動かしていった方がきっといいのではないかと、やれば

やるほど保険料にはね返ってくるような仕掛けはなかなか難しいわけでありまして、そういうよ

うに考えております。いろんな人からうちの制度をうまく生かせば介護保険もうまくいくのにな

というようなお話も伺うわけですけれども、先ほど申し上げたような気持ちでおりまして、別建

てで障がい者や子育てやいろんなことにも使える制度として、残いといた方がいいのではないか

と、このように考えております。

○議長（足立 喜義君） 杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） 御丁寧な説明で、本当に私が思っている以上のところをお考えの

ようで安心いたしました。私はただ、高齢者の方がふえる中で同じボランティアをするならば、

やはり少しはそこに生きがいというか、何かそういうものもあればというようなところで、今回

の質問をしたようなことでございます。また、新しい仕組みというものを考えていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

次に、教育委員会の方にお尋ねします。それこそ、初めに申し上げましたように、再質問をし

なくてもいいぐらいに御丁寧に答弁していただきました。最後の方から行きたいと思っておりま

す。

交通安全につきまして、県、国の方から何か通達があったのではないでしょうかということの

再質問で考えておりましたら、それも御答弁いただきました。それと、改めて、そういうことも

確認をそれぞれとっているということもお聞きいたしました。本当に、今さらとは思いながらも、

一応こういう項目で質問してどのようになってるかいうことをきちんと聞いてみたいというとこ

ろで、このような質問をさせていただきました。日々のことでございます。十分に今後もお願い

したいと思っております。

それと、道路のあり方っていうものも、今後ますますいろいろな、何ていいますか、試みでな

るべく安全にというふうには思いますが、我が町のような余り道路幅の広くないところでは、な

かなか難しいかなと思いますので、町民全員が安全っていうことについての認識を新たにしてい

くということで、啓発の方もお願いしたいと思います。

次の教育振興協約についてでございます。
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このことにつきましては、県教委の範囲と地教委の、我が町の小⋞中学校に責任を持つ教育委

員会と、その間でちょっと違うんじゃないのかなというような気もいたしましたので、こういう

質問させていただきました。それで、教育長も御指摘のように、ちょっと間が、間ってすき間が

あるのじゃないかっていうようなところに、中学校から高校に上がるところの連絡系統というも

のがないように感じております。そういうところっていうのも今後どのようなこと、検討課題と

して上がっておりましたら教えていただきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長でございます。中⋞高のつなぎといいましょうか、その情報共

有といいましょうか、今、議員さんおっしゃられるように、ここのあたりがなかなかかゆいとこ

ろに手が届きづらいという状況があるっていうのは事実であります。で、このあたりもこの協約

にかかわらず、いわゆるその義務教育といわゆる県立っていう、ここのギャップがあるわけでし

て、ここのところはいわゆる県教委と地教委との相互理解をさらに進めて、それがきちっと現場

の方に伝わって、一度前にも事案があったんですけど、県の教育委員会の方に要請すると、いや

こうですよっていう話はいただいて、現場の方に高校サイドに話をすると、そりゃ知りませんみ

たいな事案も、実はあったりした経過もございますので、御指摘の点についても一つの課題とし

て、県教委と連携を深めてまいりたいいうぐあいに思っております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） この協約の中身の中で、ちょっと資料の中で、新たな幼児教育の

取り組みやというような文言がございまして、一番初めの少人数学級全面的実施を機に、幼稚園、

保育園から高校までのきめ細かな教育というところで、保育園、我が町では保育園でございます

が、そして、今、保育園、小学校、中学校連携をとってっていうことも始めておられますので、

それはそれとして我が町の取り組みとしてですが、県が言っている新たな幼児教育っていうもの

の取り組み、幼児の教育っていうのは、生活のためのものなのか、知識のためなのかっていうと

ころ、また問題があるんですが、何をねらってこのようなことがあったんでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） ちょっと今、新たなっていうところが、よく確認ができていませんが、

私の方の認識では、先ほど申し上げましたように保育園にしても、幼稚園にしましても、いわゆ

る幼児教育の段階と小学校のところが、うまくこうきちっとかみ合ってきていなかったっていう

のが正直な状況でございますので、先ほど申し上げましたように、そのあたりのところをしっか

りと相互理解をして、きちっと子供たちにとっては積み上がっていく保育から教育へと、こうい
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うつながりをしっかりつくりましょうというのが、現段階での約束事だろうというぐあいに私は

認識をいたしております。以上です。

○議長（足立 喜義君） 杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） この協約が我が町に対して、一番ちょっと制約ができてくるので

はないかというようなことを考えましたのの、考え方が払拭されましたので、この件につきまし

ては終わらせていただきます。

次に、小中一貫教育の取り組みについてでございます。

先ほどおっしゃいました保育園と小学校のつながり、それから中学校へのつながり、本当に大

事なことでございます。しかしながら、我が町のその辺のところ、本当にきめ細かに、まだまだ

課題を持ちながらも、しっかりとされているお姿っていうことは十分に受けとめれました。しか

しながら、子供たちのその中学までっていうのは、生涯における前半の幸せのためにしっかりと

基礎知識というものはしていただきたいと思います。しかしそうして、送り出すっていう高校、

大学っていうことの方も、やはり見据えて小中一貫教育っていうものもあるべきではないかと思

います。

今、社会が大きく変わっておりまして、昨年の暮れでしたでしょうか、東大が９月の秋入学っ

ていうものをするんではないかっていうようなニュースが流れました。それに伴ってほかの国立

大学も検討を始めた、それに伴って今度は私立も検討し始めている。そういう流れがある中で、

高校の方も飛び級、今まで高校２年で大学行った場合は退学となっていたのが、高校２年で卒業

もできるっていうようなことの、まだ法案が出されて可決はされておりませんが、そういうニュ

ースもちらちらと聞こえてまいります。そういう中で、平井知事が教員採用に対して、中学校と

高校でも通用するっていうのか、高校の教諭を中学校にっていうのか、その辺のところをただ耳

で聞いただけですので、その辺のところにも県の採用の仕方も変わってくるっていうようなこと

を四、五日前の報道で耳にしたことがあります。

小中一貫教育を進めていく上のその先に見えてくるものも考えていかなければならないのでは

ないかなと思うこのごろでございますが、その県の教員採用についてお尋ねするというのは甚だ

筋は違うとは思いますが、何か情報を持っていらっしゃいましたら教えていただきたいと思いま

す。

○議長（足立 喜義君） 総務⋞学校教育課長、野口高幸君。

○総務⋞学校教育課長（野口 高幸君） 総務⋞学校教育課長でございます。今、杉谷議員さんの

御質問の中で、県議会の中で平井知事がっていうことのようですけども、多分県の教育長さんの
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方が答えられたんじゃないかなと。ちょっとまた確認はしたいと思いますけども、今、県教委が

優秀な先生方をぜひ採用したいということは、これはもうかなり前から優秀な先生の確保という

ことで動いておりますけども、基本的に採用試験につきましては、一般の採用試験っていいます

か、教員免許状を持った方であれば受験ができる一般の教員採用試験と、もう一つは特別選考と

いうのが用意してあります。この特別選考といいますのは、鳥取県が優秀な先生を確保したいと

いう趣旨の一環で、他県で教員を３年以上されて採用された方については、特別に選考方法を変

えて採用したいというのをまず一つ設けております。これは、鳥取県出身で、他県で先生されて

る方の中で鳥取に帰りたいという部分については、今まではもう完全に一般試験と同じだったん

ですけども、その他県での実績も考慮した、経験年数を考慮した選考方法でやっていきましょう

というのが、ここ何年か行われています。

それからもう一つ、新しいやり方としては、スポーツ、芸術に秀でた方を確保していきたいと

いうことで、これも特別選考の一つであります。中身的には、スポーツについては、全日本代表

クラスであるとか、全国大会以上でベスト４以上の成績を得た人については、先ほど言った特別

選考という枠の中で採用していきましょうと。それから、芸術については、海外、国内問わず各

種のコンクール、大会で、かなり上位の成績をおさめた方についても、特別選考という枠で採用

していきましょうというような形で、広く優秀な先生を確保したいという意味で取り組んでおり

ます。

鳥取県は、以前、かなり古いんですけども、私の年代のときには２９歳という年齢制限があり

ました。２９歳以上の人は、採用試験はもう受験資格はありませんというのがあったんですけど

も、これが今、４９歳まで延びました。というので、かなり広い経験の方を採用したい。それに、

さらに今、申し上げた特別選考という枠をとって優秀な方をきちんと採用して、鳥取県の児童生

徒のためにきちんと指導ができる方っていうことで、今、そういった形でされていますし、それ

から中高も併願がかなりできてきています。高校で受験したんだけども、中学校の免許を持って

いる場合については併願ができるという制度もありますので、そういった意味では、鳥取県教育

委員会としても、広くそういった先生の確保ということで御尽力されているというふうにとらえ

ております。以上です。

○議長（足立 喜義君） 杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） やはり子供たちには優秀な先生に教えていただきたい、そういう

いろんなノウハウを持った先生に来ていただきたいという思いは、保護者の一人として本当に思

うことでございます。
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そうしましたら、前のときにもゆとり教育からの考察でしたでしょうか、そういうことでお尋

ねしたときに、だんだんと、先ほどおっしゃいましたように、小学校は去年からで、今年度は中

学校から新しい指導要領でということでございましたので、それの対応が大変だとおっしゃって

おりました。本当に私、それで随分と解決していくのだなと思っておりましたが、ある教育評論

家の方が、大学入試があるのは日本だけで、何ていいますか、授業料があるのは日本とどこだか

もう一つの国だけで、世界じゅうがもう今は学力、教育に力を上げて、そのようなことが落ちる

と国力、国の破滅になるんだというような、ちょっとびっくりするような発言のことをおっしゃ

っていたのを聞いたことがあります。それで、オランダではもう４歳から、韓国では５歳から、

その年齢に達したらその翌月から学校に入学をさせる、そして、できなかったらもっとしっかり

と勉強させて、学校ではただ生活をしていくっていうんじゃなくて、しっかりした学力をつけて、

それで卒業していくというようなことに力を注いでいるというようなことを聞いたことがござい

ます。

今回のこの、あれですね、予算事業別説明の中においても出ておりますですね、全額補助対象

になって、何です、思考力や判断力や表現力、これをつけるということの生徒の学びの質を向上

させる。今までの受験、学力というのは暗記が主でございましたが、これからは物事の情報を処

理する力、考える力、そうしたものが大いに要求される時代になってまいります。そのようなこ

とで、こうして積み重ね、積み上げてきていらっしゃることを十分にわかった上であえてお尋ね

いたしますが、大学の秋入学になる、それから高校が２年でもう卒業できる飛び級になっていく

というこの状況の中で、もっともっと教育現場としては、一番のもとである保育園からのそうい

うことについて力を注いでいただきたいと思いますが、その辺について教育長はどのような覚悟

を持っていらっしゃるのか、ちょっと厳しい言い方ではございますが、お尋ねしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長であります。覚悟という話でございますが、先ほどの御質問も

踏まえながら、少し感じたことをお話をさせていただこうと思います。

飛び級だとか大学の秋入学の話題も出していただきました。これはまたこれの話でして、国際

化の中での一つの対抗策といいましょうか、対策だろうというぐあいに位置づけており、そのも

のとその小中一貫の話とはちょっとまた、これは別の話になってまいりまして、今、県レベルで

意識をして施策の方向性として想定をいたしておりますものは、いわゆる保⋞小⋞中⋞高⋞大、

これをきちっと意識をして、ここをしっかりとつなげていくということを、県全体としての一つ

の方向性としては意識をした施策が取り組まれているという側面が、一つはございます。
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それから、職員採用の話も出たわけでございますけれども、詳しいことは別にして、やはりこ

のたび知事の御英断で、少人数学級、全国に先駆けてということにはなったわけではありますけ

れども、やはり一番大事なことは、その少人数の学級の中で子供たちの学びをどれだけしっかり

と保障ができるのか、数さえ少なくなればいいのかというところ、実はあるわけで、そこのとこ

ろが一番の原点であります。そういたしますと、やはり教員あるいは学校そのものの指導力、授

業力というものがきちっとしてないと成果になかなかつながりづらい。そうしてくると、もとも

と学校教育の世界といいますか、結構がちがちなところが、私から見るとあるわけでして、職員

採用、教員採用、あるいはいろいろな仕組みをいま一度やっぱり点検をしながら、スピード感を

持って改善するところは改善をどんどんしていかないと、これまであったものを是とするような

形だけでは、今日の子供たちを取り巻く教育課題というものは時間がかかっちゃうというぐあい

に私は認識をいたしております。

そういう意味で、最後の覚悟の話なんですけれども、保育園あるいは学校、あるいは高校も含

めて、大学も含めて、そこの狭いエリアの中だけで子供たちは育っているわけでもないし、子供

たちの課題がすべて解決できるようになるとは私は全く思っておりません、そこまで教員に期待

をしても無理でございます。やはり地域社会の中で子供たちをしっかり育てていく、地域社会が

責任を持って育てるんだという、こういうやっぱり仕組みっていいましょうか、住民の体制とい

いましょうか、そういうものをやはり最終的な行き着くところはつくり上げていかないけんだろ

う。それがいわゆる、たらたらっと言ってしまいますと、生涯学習のある町ですよという言い方

になるわけですけれども、そういう形の中で学校が位置づけられていかないと、本当の学びの保

障をするということにはならないのではないのかなというぐあいに思っています。

そういう方向性を胸に持ちながら、努力をしてまいりたいというぐあいに思っております。以

上です。

○議長（足立 喜義君） 杉谷早苗君。

○議員（６番 杉谷 早苗君） きちんと総括していただいてよかったと思っておりますが、その

中で一番私が思いますのは、職員の先生方同士の信頼感、保護者との信頼感、地域の方との信頼

感、お互いにそこのとこの信頼感を大切にしていくのが根本に流れなければいけないなと思いま

すので、そこのところも十分に押さえていただきたいと思います。

以上で質問を終わらせていただきます。

○議長（足立 喜義君） 以上で６番、杉谷早苗君の質問を終わります。
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○議長（足立 喜義君） ここで休憩をいたします。再開は１０時５５分であります。

午前１０時３２分休憩

午前１０時５５分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

続いて、１０番、石上良夫君の質問を許します。

１０番、石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 議長のお許しを得ましたので、２点について質問をいたします。

４月２５日、鳥取市におきまして、エネルギー政策点検のプロジェクトチームの中間報告会が

ありまして、参加の機会を得ましたので参加してまいりました。このＰＴは、政府から内閣官房

国家戦略室、また学識経験者としまして、東大、一橋大、千葉大の専門教授によりますプロジェ

クトチームの検討会です。その中でエネルギー政策点検についてお話がありましたので、町長の

所見を伺うものでございます。

大飯原発再稼働について、関西広域連合は政府に最終判断をゆだねました。これは１６日に再

稼働が決定しております。今夏の電力不足予想に対応するため、再稼働を事実上容認と理解して

おります。原発の設置状況は、廃炉となりました４基を除いて、今５０基であり、今後の運転の

あり方につきましては、立地県のみならず日本国民全体の議論が必要と認識しています。５月３

０日、平井知事は、島根原発を例にとらえ、周辺県における問題につきましても国に提起しまし

た。短期的、中長期的にも、福島の事故の教訓として、今後のエネルギー政策は原子力エネルギ

ー依存度の低減、分散型エネルギーシステムの開発をさらに進める必要もあります。直近に島根

原発もあり、新たな安全対策、防災対策も、県、町村会、また専門部会等で議論も始まっている

と思いますが、町長としてエネルギー政策に対する理念、その他、次の点を伺うものでございま

す。

１つに、これは１年から２年、短期的に安定的なエネルギー供給を図るためにはどうすればよ

いのか。２つ目に、中長期的、これは３年から３０年を想定しておりますけど、これはどうか。

３つ目に、原子力エネルギーの依存度低減に伴う企業力の低下等による雇用問題等。４つ目に、

島根原発再稼働について、近い将来、全町民で大きな議論、これが予想されます。単町で合意決

定できるものではなく、県単位または中国地方単位となると思いますが、今の認識はどうか。５

つ目に、新たな安全対策、これは協定等も含みますが、それと防災対策の議論は始まっているの

か。以上でございます。
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次に、教育委員会に伺います、障がいのある人の人権について。これは、南部箕蚊屋広域連合

で、５月の３１日と６月の１日、山口市の夢のみずうみ村を視察研修しました。その中で、デイ

サービスセンターの取り組みとしまして、障がいのある皆さんが朝１０時ごろから夕方の３時、

４時ぐらいまでかけて、入所してから自分の希望のメニューをこなしていくという画期的なもの

で、非常に私も、進んでいるなと、胸に感動したところがあります。ところが、視察の最終ぐら

いに、２０歳前後の、脳内出血でしょうか、脳障がいの若い方たちがかなりおられました。車い

す、または松葉づえ等をついて、いろんなリハビリの訓練をされておりまして、本当に若い世代

でもいろんな障がいがあるのかということを強く認識しました。

研修が済んで明くる日でございます、６月の２日に、西部地区人権⋞同和教育振興会議、小⋞

中⋞高⋞特別支援学校のＰＴＡの研修がありました。１０２名の参加がありまして、私も助言者

として出席して、皆さんのいろんな研修内容、またグループで分かれましたので、グループ間の

討議等も皆さんと一緒になって勉強しましたところでございます。

ところが、その会が済んでから、１人の保護者さんが私のところに来られまして、その保護者

は養護学校に子供さんをどうも通所、預けておるということでした。会が済んでから、私の子供

は障がい児だと、ところが、障がい児という呼び名ではなく、１つ字句を抜いて賤称語で呼ばれ

ているということで、私も大きな怒りを覚えました。特に５月３１日、６月１日と研修して、２

０歳前後の人の、体が不自由でも頑張っている姿を見て、本当にこういう、生まれつきなった方

もおられますし、事故に遭ってなった方もおられます、病気の方もおられます、そういう方を賤

称語で呼ぶということに非常に怒りを覚えました。

南部町ではそういうことは絶対ないと強く信じておるところでございますが、今後もこういう

ことが発生しない意味を込めて今回質問したものでございますので、どうぞ執行部も、また議員

の皆さんも、こういう事実があるということを認識していただいて、一緒な議論をしていきたい

と思いますので、ひとつよろしくお願い申し上げます。

以上。以下は発言席で再質問をさせていただきます。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 石上議員の御質問にお答えをしてまいります。

最初に、エネルギー政策についてでございます。昨年の東北大震災を引き金に、福島第一原発

がメルトダウンし、これまで安全神話としてうたわれてきました原子力発電が、大自然のエネル

ギーの前に崩れ去りました。これをきっかけに、エネルギー政策を改めて点検し再構築する動き

が出てきております。現在、多くのマスメディアで報道されているような脱原発、原発推進とい
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った対立の議論を行うのではなくて、総合的かつ客観的なデータによりまして、安心⋞安全、エ

ネルギーの安定供給、コスト⋞経済性、環境の視点から、短期、中長期的に分けた政策の具体化

が必要だと感じております。

お尋ねであります短期的に安定的なエネルギーの確保については、既存自家発電設備の有効利

用によるエネルギーの供給が考えられます。これは、昨年、関東地区を中心に行われた計画停電

時も、各企業を中心に、電力カット時も自家発電設備で対応した経過もありますし、ことしの夏

に予定されている全国的な節電政策を受けて、既に多くの企業は自家発電設備を用意していると

聞いております。しかしながら、自家発電は企業の自発的な暫定措置でありますし、燃料は化石

燃料を使用しますので、二酸化炭素排出量は増加します。この措置は、非常時と考えられる短期

的な代替政策としては有効だと感じます。

また一方では、各家庭での節電も重要だと感じています。具体的には、生活の質を落とさずに

省エネすることだろうと思いますけれども、省エネ型の建物の新築や改修及び省エネ型の電化製

品の普及など国が後押しをしていく必要があると思います。そこには新たな雇用も生まれるはず

ですので、経済の活性化にもつながると思います。

しかし、短期的に安定的に良質の電気を供給するためには、現状では原子力を使うしかないこ

とも事実だと思います。

次に、中長期的には原子力エネルギーに対する依存度を低減し、最終的には依存しない社会を

目指すことを目標にすべきではないかと思います。それには、やはり再生可能エネルギーに着目

をしております。太陽光などに関しては、本年７月から、施設で発電した全量を電力会社が買い

取る全量買い取り制度が始まる予定でございますし、いろいろな規制緩和の措置がなされますの

で、着実に前進すると思います。そして、原子力エネルギーから見れば、再生可能エネルギーは

ささやかなものかもしれませんけれども、地道に積み上げることで、脱原発も決して夢ではない

と思います。

また、化石エネルギーについては、ゼロにするということではなくて、再生可能エネルギーの

非常時のバックアップ電源として確保する必要があると考えます。

中長期的な原子力エネルギーにかわるエネルギー源の確保については、エネルギーコストの低

減や人類全体の課題である温室効果ガスの排出削減などに取り組みつつ、新しいエネルギーのベ

ストミックスを考える必要があると思います。

３番目に、原子力エネルギーの依存度低減に伴う企業力の低下などによる雇用問題については

どうかという質問でございます。電力を多く使う業種はやはり製造業でございます。節電を５％
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行っても、製造出荷量は落とすことができません。現状では、企業努力で自家発電設備を都合し

て５％部分に対応しているところがほとんどでございます。また、原子力であろうが再生可能エ

ネルギーを使った発電であろうが、電気自体には変わりはなく、国内の電力需要に見合った電力

量を確保できさえすれば、企業にとってはさほど影響はないと思います。ただし、原子力をやめ

ることによって、代替エネルギーの発電に係る単価が高くなれば、おのずと電気代も高くなりま

すので、企業側にとっても死活問題となり、雇用問題も生ずるでしょう。エネルギー政策を見直

すことは、住民の生活や産業、雇用、働き方にも多大な影響を及ぼすことになりますので、今後

注視していく必要がございます。

次に、島根原発の関係でございます。現在、国会で審議中ではありますが、原子力規制庁の設

置などを内容とする関係法の改正が行われる見込みでございます。これにより、鳥取県自体がＵ

ＰＺ、緊急防護措置計画範囲、これは原発から３０キロの範囲ということでございますが、ＵＰ

Ｚの地域となりまして、関係道府県という新たな法的な地位を得ることとなります。このような

状況を踏まえて、鳥取県では、昨年１２月に中国電力と締結した安全協定により、現在でも実質

的には立地自治体と変わらない強い発言力を有していますが、さらに進んで、いわゆる立地自治

体並みの法的地位を、現協定中に明文で盛り込むよう努力されていると伺っております。

仮にその実現までに時間を要することとなっても、平井知事は、ことし２月の本会議の場にお

いて、島根原発再稼働について、溝口島根県知事が本県の意見を聞くと公の場で明言されたと答

弁されておりまして、仮にそのような状況になった場合には、島根原発に近い位置に立地する市

町村の意見を踏まえて意見を述べられるものと認識をいたしております。

去る５月１１日に、西部町村会で島根原子力発電所の視察を行いました。このたびの福島原発

の事故を受けて、現時点で考えられる限りの対策をとっておられることを確認しましたけれども、

意見交換会においては、私たち、町民の安全に責任ある立場の者としての質問に対し、そつのな

い回答ではございましたものの、期待するような前向きな回答ではなかったことが残念に思った

次第です。

現在、原子力以外に代替エネルギーがいろいろと模索されております。風力、太陽光など有力

な代替資源による発電が進んできてはいますが、すべてを代替するにはまだまだ長い期間を必要

としています。その間も私たちの暮らしを維持し、経済活動を支える根本のエネルギーとしての

電気を確保していくためには、当分の間の原発の稼働についてもやむを得ないところもあると感

じます。しかしながら、安全が確保されたというだけでの再稼働ではなく、必要最小限での稼働、

また原発自体の運転状況などの公表や、地元はもちろんのこと、影響が考えられる周辺自治体へ
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の説明責任が果たされなければなりません。

進むべきは、方向としては、運転面での安全性が確保されたと言われても、潜んだリスクはあ

るものですし、いざ事が起きたときには放射能という目に見えない厄介なものが表面に出てくる、

また寿命を迎えたときの施設の廃止や使用済み燃料の処分などを考えますと、エネルギーは脱原

発の方向に向かうべきであろうと考えています。そして、私たちも消費者の立場でエネルギーの

節約に取り組み、ともに進んでいくことが必要であります。

最後に、新たな安全対策、防災対策の議論は始まっているかという御質問にお答えします。

国の動きについてですが、環境省に原子力規制庁を設置、ＥＰＺの見直しなどが行われる予定

です。先ほども申し上げたとおり、現在、国会で審議中でございますが、順調にいきますと、７

月には原子力規制庁が設置され、新たな原子力安全対策が法律上の制度として実施される見込み

であり、鳥取県は関係周辺都道府県として新たな法的立場が与えられます。ＵＰＺについても、

原発より３０キロ程度とする安全対策などが順次決定し、構築されていくものと思います。

これを先取りする形で、県では、島根原子力発電所に係る原子力安全対策を講ずるための新体

制として、本年４月より県危機管理局危機対策⋞情報課内に原子力安全対策室を設置し、その室

を中心に原子力安全対策を全庁的に推進する組織ができております。また、原子力安全対策プロ

ジェクトチームは、５つのワーキンググループで構成されており、原子力防災体制全体整備計画

について検討されております。

被曝の医療機関については、現在、初期被曝医療機関として、西伯病院を含む１４施設、二次

被曝医療機関として２施設が指定されました。今後、必要な資機材の整備、研修会の開催などが

計画されています。

モニタリングポストについては、現在、県内に７基設置されておりまして、そのうちの１基は

法勝寺庁舎駐車場にございます。先月２８日より運用が開始されており、その測定結果について

は、町のホームページから確認ができます。

今後も、原子力防災専門家会議で検討された結果をもとに、さまざまな体制設備が推進される

と思います。本町においては、西部町村総務課長及び防災担当者で構成する検討会を立ち上げ、

原発より３０キロ圏内の避難者の受け入れや、それぞれの町村の避難方法についてなど協議、検

討を行っております。その結果をもとに、本町の地域防災計画にも反映させる予定です。

また、原子力防災に特化した事項ではございませんが、新たな取り組みとしては、災害時相互

応援協定を４月１３日には岩美町と、５月２９日には広島県尾道市と、いずれも県知事立会のも

と、締結をいたしました。これは、東日本大震災を受け、自治体同士の相互応援⋞相互連携の重
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要性を再認識し、距離的に同時被災をするおそれが少ない両自治体において、一方の自治体が被

災した場合において、迅速かつ的確に被災自治体への応急措置などの支援を行うため締結したも

のでございます。それぞれの自治体間の地理的メリットを最大限に生かした連携強化により、互

いの防災力の強化が図られるものでございます。なお、現在、自治体同士では、県と県内全市町

村、高知県佐川町と同様の災害時相互応援協定を締結しております。

いまだ国の体制など重要な事項が決定しておらず、不透明な部分や流動的な部分がたくさんあ

ります。今後も引き続き、県を初め西部市町村で連携して、原子力に対する安全対策、防災対策

を推進していきたいと考えております。

障がいのある人の人権につきましては、教育長の方から御答弁いたします。

○議長（足立 喜義君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 石上議員の御質問にお答えいたします。

まず、学校教育現場において、障がい者に対する不適切な発言が多く発生していると聞くが、

本町の実態はどうかとのお尋ねでございます。

本町におきましては、平成２２年の春、議員御指摘と思われる発言が小学校の集団宿泊学習中

に発生いたしております。発言内容は、障がいのある方を侮辱することにつながる言葉を、特別

支援学級児童とのかかわりにおいて使ったという事案でありました。発言を聞いた教諭は、その

場で本人を指導していますが、その際、他の児童も同様の言葉を知っていたことから、個別指導

はもとより学級指導、全校指導と、学校体制として重ねて指導いたしております。発言経緯の聞

き取りから、多くは中学生から聞いていること、使ってはいけない言葉であることの認識は、個

人差はあるものの、少なからずあることがわかりました。その後は、速やかに関係中学校と連絡

をとり、中学校においても指導いたしております。また、昨年度の春と秋、他の小学校２校でも、

子供たちの中で同様の発言があったことが判明をいたしております。

こうした状況を受け、町教育振興会の人権教育担当者部会では、５校の人権教育主任と事務局

人権教育担当者で、事案の共通理解、共通認識を図りながら、その背景や原因、今後の対応等に

ついて協議し、指導の方向性を確認いたしております。

１つ、発言をした児童の多くは、言葉の意味を十分理解しないまま使っている。その言葉が障

がいのある方への差別発言であるということを、まず理解をさせる必要がある。２つ、言葉の意

味合いから、特別支援学級に対する理解を一層深めさせる必要がある。３つ、小⋞中学校５校の

人権教育に係る年間指導計画に、必ず障がい者問題を盛り込むことを共通理解するなど、学校教

育における人権教育の一層の充実について確認をいたしました。
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なお、昨年の秋以降、同様の事案発生はないと聞いておりますが、引き続き、指導の充実や速

やかな対応に配慮させたいと思っています。

次に、人権教育のあり方についての御質問でございます。先ほどは、事案を受けての学校の動

きについてお答えさせていただきましたが、全町的な人権問題に係る学びも極めて重要でござい

ます。昨年度の第６回「気づく⋞知る⋞感じる人権のつどい」では、障がい者に対する固定観念

を払拭することを学びのねらいとして、障がい者問題を学習課題として取り上げました。また、

地域振興協議会ごとに開催していただいております人権問題交流懇談会等におきましても、他の

人権問題とあわせ、障がい者の人権について幾度となく取り上げていただいているところでござ

います。

平成２２年に発生しました事案は、家庭の中での日常的な会話に起因したものであり、課題解

決のためには、家庭や地域と学校が連携して取り組むことの必要性が改めて求められています。

子供たちを含め、私たちの日々の暮らしの中には、障がい者の人権、高齢者の人権、女性の人権

など、身近な人権問題が少なくありません。本事案に学びながら、これまで以上に学校教育と社

会教育の連携に配慮した学びを、さまざまな場面で展開してまいりたいと考えております。

以上でお答えとさせていただきます。

○議長（足立 喜義君） 石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） ５月５日に北海道の泊３号機、これが定検のため停止しました。

そのときに、もう全国の廃止となりました４基を除いて５０基、発電量が、発電能力ですね、こ

れ、４，６１４万８，０００キロ、これは東京電力の発電量の約９割だそうです。これが全部停

止しました。

このときに、原発立地県、または離れている県とで大きな意見の差がありました。今まで交付

金等によって潤ってきた当地の県と、または電力だけいただいて、原発の怖さ、放射能の恐ろし

さを知らずに生活してきた地域。特に調べてみましたら、日本で原子力発電所ができましたのは

１９６６年、東海発電所、これ商業用の１号機、２号機だそうです。その間、まあ私たちもです

けど、電気を使い放題、高度成長期にも重なって、何不自由なく、何を考えることなく電気を使

ってきました。確かに経済、また私たちの生活も格段に進歩したと思います。

町長が、先ほどの同僚議員の答弁の中で、原発の事故を受け、これから変わらざるを得ない政

治経済、生活、まさに私もそのとおりだと思います。この質問を出すに当たりまして、いろいろ

な方に意見を伺いました。まず、女性の方の大半は原発廃止論です、怖い、放射能が怖い。それ

と、今まで職場で勤めておられた方、もう定年で退職しておられますが、今、原発がなくなった
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ら、私たちの生活は成り行かない、もう電気に頼る生活に何十年もなれてしまっておる。そして、

今、新聞紙上等でも、企業の都合で原発は再稼働だということも報道されておりますけど、その

方は現実に、鳥取県、島根県は余剰の電力があるからいいけど、そういう目で見てはいけない、

やっぱり日本全部のことを思ったら、安全確認をしっかりして、最低限の原発を稼働して、これ

から先、何十年かかるかわからないけど、長い年月をかけて今の生活、今の社会構造の仕組みを

徐々に変えていかないと、今ゼロにしたら日本の私たちの生活、また企業、雇用、そして日本が

誇っていました自動車等の高度な技術、これが保てないのではないかという現実的な話を伺いま

した。

先ほど、短期的にはということで町長からお答えをいただきました。確かに自家発電装置、こ

れも特に病院等、緊急生命にかかわりますので、これを生産現場、また医療現場も持っておりま

すけど、この中で言われておることが、既存の自家発電装置の有効な活用は異存はないが、ほと

んどが旧式の発電設備で、これを稼働させれば、そこの企業、病院等も大きな負担がかかると、

赤字の垂れ流しになると。また、自社以外のところにそれを利用して、送電ですね、これをする

にしても大きな負担がかかるというようなことが言われております。また、自家発電装置はほと

んどが非常用ということで、燃料を補給したらいいわけですけど、今スタンドには電力で供給す

るということで、昔は手で回すのもありましたけど、今ほとんどないと思います。そういうとき

は、追加の燃料もなかなか補給が難しいという現実もあります。

今、自家発電、全国には約５，４００万キロワット発電量があると言われておりますけど、現

実にこれが全部稼働するということは不可能だそうです。また、先ほど答弁にもありましたよう

に、ＣＯ２ の排出量もあるということで、なかなか自家発電で短期的に電力を供給するというこ

とも困難だろうと思います。

中長期的にもなかなか、今の生活を変えない限り、電力需要、これからさらに厳しくなるだろ

うということで、今、このプロジェクトチームの中で、３つぐらい原発についての意見があるそ

うです。１つ目は慎重に原発を検査して廃止をする方向。また２つ目には点検、これは同じです

けど、しっかりして徐々に原発を減らしていく方法。そして３つ目には、積極的といいますか、

点検はもちろんですけど、今の原発をそのまま残すというような意見もあるそうです。この３つ

の意見。また、きょう西伯病院の方もおられますので、通告しておりませんけど、わかれば教え

ていただきたいと思いますが、西伯病院の非常用電源ですか、これの稼働時間が、もしわかって

おれば、執行部の答弁の後、お願いしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。
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○町長（坂本 昭文君） 先ほど御答弁を申し上げましたように、やはり原子力発電所をどんどん

つくっていくというようなことには、私はならないのではないかと思っております。あれだけの

放射能事故を受けて、現在、地元で暮らしておられない方、帰られない方ですね、１０万人、ざ

っとおられるそうでございますけれども、いつ帰ることができるのか、これのめども立たないわ

けであります。そういうことを、めどさえつかないのに、どんどんその原子力発電所をつくって

いくというようなことには、これちょっとならないのではないかなというように思っております。

それから、そうかといって直ちにやめてしまうと、今、例えば全部とまっております。このま

まとまったままでこの夏が乗り切ることはできるならば、これは原子力発電所がなくてもやれる

のではないかと、こういう理屈は成り立つわけですけれども、先ほど御指摘あったように、代替

の自家発などを使って無理やり乗り切っていくということだろうというように思うわけですが、

やっぱり産業が一定程度育成され、成長して暮らしを支えるためには、これは電気は必要であり

まして、私は最小限の再稼働ということについては、これは必要なことだろうというように思っ

ております。長期的には、脱原発という方向に行かざるを得んのではないかと思います。

それと、あんまり報じられてはおりませんけれども、福島のあの事故で、日本にはまだ神さん

がおったという話がございます。それは、あの４号機の工事の不手際から、偶然、水が１，００

０トンぐらい燃料の保管庫に流れ込んで、不手際からですよ、工事の不手際から流れ込んで大惨

事を免れておったということが朝日新聞の記事に載っておりまして、そういう人為的なミスが幸

いしたと。これはやっぱり日本にはまだ神様がおったということでしょうけれども、そういうこ

とがたまたまあって、もし万一のことがあっておれば、台湾のあたりまで放射能で大汚染が起き

ておったということのようでございます。

したがって、私は、やっぱり人間はミスを犯すものだという前提に立って、完璧はきっとない

と思いますので、地上では存在しないものを、核分裂を起こしてエネルギーを得るということで

すから、放射能の危険なども考えますと、あんまり手を染めない方がいいのではないかと。同時

に、そういうことを言ってばっかりおってもどうしようもありませんので、やっぱり代替となる

自然エネルギーの、再生可能エネルギーの開発や、それから暮らしを見詰め直して節電をすると

か、あるいは省エネ型の住宅の建てかえをするんだとか、そういう方向に社会を大きくシフトし

ていかなければいけんと、このように思います。あわせて、人口減少社会に入っております。２

０５０年ですか、８，０００万人ぐらいになるとかいう話もありますね、人口が今、どんどん減

っているわけですから。そういう人口減少に伴う消費電力の低減というようなこともあると思い

ますから、必ず右肩上がりでどんどん電力需要が伸びていくというばかりには考えられないとい
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うように思っております。

電気はその同時同量といいまして、必要なものをちょうどいいほど発電せんといけんというこ

とになっておるようでございまして、必要以上にどんどん発電しますと機械が壊れるというよう

なこともあります。そうしますと、やっぱり電気は意外と、いわゆる地産地消という言葉が案外

当てはまるエネルギーだろうというように思います。そうしますと、今進めている太陽光だとか、

小水力だとか、風力だとか、そういう地域で使うエネルギーは地域で生産していくと、同時同量

ということが原則であるようでございますから、そういうことに徐々にシフトしていかざるを得

んだろうというように考えております。以上です。

○議長（足立 喜義君） 病院事務部長、陶山清孝君。

○病院事務部長（陶山 清孝君） 病院事務部長でございます。病院の非常発電のことについてお

答えいたします。

病院の非常発電装置は、補給路が断たれた場合に３日間、発電をするという計画を立てており

ます。もちろん十分な体制はできませんけれども、我慢に我慢をしていただいて、最低の状態で

丸３日。最大のタンクが２万４，０００リットルですんで、満タンだった場合には約５日間。再

チャージ、もう一遍入れるところを１万４，０００リットルぐらいにしていますが、この場合で

約３日というぐらいの計画を持っておるところです。以上です。

○議長（足立 喜義君） 石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 御答弁ありがとうございました。

原子力発電、国民の中でもいろんな意見があります。中にはこういう意見もあります。これが、

何といいますか、普通の人の本音だと思います。脱原発社会の実現目指して、人類と原子力、核、

これは相入れない、人類は核、原子力をもう切り離すべきだという意見もありますし、将来的に

はそういう方向になったら一番いいと私も思いますが、中には、今、病院からもお答えいただき

ましたが非常用発電、これによって、停電になっても病院等、生命維持装置等が動いて、患者さ

んが不慮の死を遂げない対策ですね、こういうことにも役立つという面もありますし、現実的に

島根原発、１号機はもう３８年経過しておるということで、今４０年で廃止論もありましたけど、

これもまた国の議論でいろいろあやふやな問題が出て、なかなか決定にならないということで、

本来ならば国が責任を持って、きちんと安全確認、国民の皆さんが信頼できるような安全確認を

して、地域の皆さんに安心⋞安全をするのが本意ですけど、現実にできていないことがありまし

て、大きな問題となっております。５月５日の原発の全停止以来、メディアはもう原発の報道、

ずっとしております。私もずっと見ておりましたが、あんまりようけ出るもんで、まとまりませ
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んでした。結局、土曜日の再稼働の報道で結論が出たということで、なかなか厳しい問題。

しかし、今の町長の答弁を受けまして、町長の御意見は、どうも原発は将来廃止すべきだと、

今は皆さんの生活のために、最低限の原発稼働はやむを得ないのではないかというような御意見

だろうと思います。私も、最終的には原発はなくす、原発、核、もちろんですけど、なくすべき

だろうと思います。しかし、今の私たちの生活を私たち自身が変えていかなければできないし、

そのためには国が、または県が、また坂本町長が、時あるごとに町民の皆さんの御理解も得なけ

ればならないし、近い将来、島根原発の再稼働問題が出てきたときに、またしっかりとした対応

で町民の皆さんに、安全の面でいろんな意見を出していただきたい、このように思っております。

今の時点では、これはどうあるべきだ、これはだめだということにはならないと思いますので、

原発の問題は以上にしておきたいと思います。

先ほど教育長から、障がい児のことに対しまして、やっぱり賤称語の発言があったと聞いて、

ちょっと残念な気がしました。やっぱりどこの学校でも起きてるなというのが実感です。

３月２５日に、鳥取市で差別事象の報告会がありました。私も行政の皆さんに強く参加を呼び

かけました。南部町から、行政また教育委員会の方から２０名の方、たくさんの方に参加いただ

きました。マイクロバスで、県内で一番多く来ていただきまして、皆さんに勉強していただきま

して、私も何か胸がほっとしました。おととしはだめでした、２名の方だけでした。

私も強く要望しまして、出ていただきましたその中で報告がありました。この１点目は、県民

集会に報告されませんでしたが、県の中部の障がい者施設の撤去、これを地元の方が施設に飲酒

で来て、土足で上がろうとして、その職員にとめられ暴言を吐いたと。発言内容は、この議場で

言うべきものではございません。余りにひどい言葉で、この場で発言内容まで言うことはできま

せんけど、障がい者の施設を撤去せいという発言です。

そして、２つ目は、これは西部の学校です、中学校ですね、中学校まで言ってもいいと思いま

す。コンピューター室に落書きがあったと、障がい児の子供さんを、その障がい児という言葉の

字を１つ抜いて呼び捨てにした。これも私の言葉から、ちょっとこの場で言うことできません、

余りにもひどい言葉です。

そして、これは高校です、東部の高校。これも同じような内容ではありますけど、残念なこと

に落書きがあったけど、生徒がその落書きの事実を知らん顔しとったと、だれも言わなかったと

いうことで、これは大きな問題だろうと思います。

先ほども人権教育のあり方について答弁がありました。やはり普通というか、この冊子に書い

てある人権教育だけではだめだろうと思います。やっぱり事象を確認をして、しっかりとした人
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権教育、これをやっていく必要があると思います。

南部町の小学校、特に会見小学校の卒業式には、子供たちが卒業時に６年間の思い出と将来の

目標を、一人一人が大きな声で発表して卒業します。皆さん、御存じだと思います。どうぞ子供

たちの気持ちを大事にして、小学校でせっかく体験したきずな、人を差別してはいけない、そう

いう気持ちを大事にして、中学校、高校、そして一般社会へとつなげるような南部町独自の教育

のあり方をしていただきたいと思いますが、その点についていかがでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 教育長、永江多輝夫君。

○教育長（永江多輝夫君） 教育長であります。先ほど申し上げました３件の、実は昨年から一昨

年にかけて事案があっております。事案の３件ですので、それで傾向というようなことではない

のかもしれませんけれども、それぞれ聞き取りをしてみますと、特にはやはり上下関係といいま

しょうか、お兄さんから聞いた、あるいは中学生から聞いた、それを意味もわからずにぐっと使

っちゃうという、こういう縦の関係が一つは見えてまいります。それから、もう一つは横の関係

でして、例えばスポーツ少年団活動の中で他地域の子供たちとの交流、そういう場で聞くとか、

あるいは学校同士の交流の場、そういうところから、このたびの３件は入ってきておるというこ

とがわかっております。

そういうことを踏まえたときに、まず、やはり学校教育が果たさなければならない使命といい

ましょうか、再度見直しながら指導の授業といいましょうか、改善を図らせたいと思っておりま

すけれども、やはりその場でこれは使ってはいけないということを子供自身が判断ができる、そ

ういう子供をしっかりと、学校教育の中でそういう力をつけていかないけんということが、まず

基本だろうというぐあいに思っております。しかしながら、もう一方では、とはいうもののとい

うところがあるわけですけれども、やはりその言葉を聞いた、いわゆる大人がきちっとその場で

注意ができる、あるいは指導ができる、こういう大人でもあるということが大変必要なことだろ

うというぐあいに思っております。

そういう意味合いでは、先ほど答弁にもいたしましたけれども、学校内での人権教育の充実を

きちっともう一回点検をするということと、やはり全町挙げての学習、これについてもしっかり

と再点検をして、そういう問題意識を持ちながら、教育委員会としてその役割をしっかりと果た

してまいりたいということを思っております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 石上良夫君。

○議員（10番 石上 良夫君） 今回、この質問をいたしましたのは、先ほども壇上で申し上げま

したが、６月２日の研修会、そのときに研修の中で発言がありましたら、参加したＰＴＡの皆さ
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んが一緒な認識でしっかりと勉強できましたけど、残念なことに、会が済んでから、障がい児を

持つ保護者の方が私にそういうことを申されました。保護者の方、また関連する皆さんにも、研

修の中で発言できない、会が済んでからでなければ言われないという苦しみもあると思います。

どうぞ、これからも力いっぱい、子供たちのみならず全町民が、皆さんが楽しく自分の希望ど

おりに生きられる町、そういう町を目指して、しっかりと頑張っていただきたいと思います。

以上で質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 以上で１０番、石上良夫君の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） ここで休憩をいたします。再開は午後１時であります。

午前１１時５４分休憩

午後 １時００分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

続いて、１２番、秦伊知郎君の質問を許します。

１２番、秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） １２番、秦伊知郎です。議長のお許しを得ましたので、通告どお

り、３点につきまして質問させていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。

まず最初に、日野川と法勝寺川の堤防の点検であります。国土交通省日野川河川事務所は、梅

雨や台風が到来する出水期を控え、法勝寺川と日野川の堤防の点検を実施しています。新聞報道

によると、点検対象は国土交通省の管理区間で、法勝寺川は１１キロ、日野川は１７キロです。

点検結果は９２カ所で何らかの異常が見られたとのことですが、いずれも小さなくぼみや亀裂な

どで、緊急対策が必要な箇所はなかったと申しております。

９２カ所の内訳は、法勝寺川６１カ所、日野川３１カ所ですが、法勝寺川の２カ所、日野川の

３カ所では、直径、深さとも３０ないし４０センチの穴が人通りの多い場所で見つかり、土のう

でふさぐ等の補修を行った、また河川敷の点検においては、法勝寺川８カ所、日野川１８カ所の

計２６カ所で、何らかの改善が望まれるとの結果となっています。

河川事務所では、何らかの異常が見られた箇所については定期的に経過観察を行い、必要に応

じて補修をしていくとありますが、町には点検内容について、どのような説明があったのか伺い

ます。

次に、境地区の災害対策についてであります。昨年９月の台風１２号は、全国各地に大きな被
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害をもたらしました。本町でも河川、堤の決壊のおそれ、土砂災害のおそれから、住民に対して

の避難勧告が出されるなど、大きな被害を受けました。特に境地内においては、排水ポンプ車に

よる懸命な作業にもかかわらず、床上浸水５戸、床下浸水５戸と、大きな被害が発生しました。

この地区は過去幾度も被害がありましたが、最近でも平成１８年に住宅浸水があり、昨年５月に

は集中豪雨のため、排水ポンプ車による排水作業が行われています。

１２月議会には、仲田議員から、地域の防災対策をテーマとし、境地内の水位上昇、浸水被害

に対する対応として、２つの解決方法を上げて一般質問がなされています。答弁では、県道の冠

水、家屋の浸水被害の発生するメカニズムの理解、国土交通省中国地方整備局の対応、国の予算

を取り巻く状況等を説明され、次のように述べておられます。法勝寺川の河川改修は、要望して

すぐによい返事がもらえるとは思っておりませんが、この問題は南部町における防災上の最優先

の課題であると考えておりますので、間を置かず動こうと県や米子市と話し合ったところでござ

います。引き続き、堰の改修、寺内川のつけかえの可能性を探っていきたいと考えています。ま

た、国土交通省は、自分の責任でそれは改修しないということです。しかし、工事をしてもいい

ということを言われましたので、河川の内部に暫定的に可動堰、いわゆる風船堰をつくって内水

対策をやるのが描いている戦術です。今後この方法で進めていきたいと考え、早急に米子市との

連携をと思っていますと述べられ、事はそういうぐあいに動きかけておりますと締められており

ます。

今は梅雨の季節、あと３カ月もすれば、再び台風のシーズンとなります。事は動きかけている

と述べておられますが、１２月議会以降、災害対策について、どのような計画が進められている

のか、状況の説明を求めます。

次に、節電対策であります。政府がエネルギー環境会議の合同会合で、中国電力管内の家庭や

企業にも節電要請をすると決めたことを受け、鳥取県は政府が求める５％提示を、これは２０１

０年度比でありますが、５％以上の節電目標に協力していく方針を打ち出しました。県内企業に

具体的な節電方法を示しながら協力を求めるほか、各家庭にも効果的な方法を広報していくとし

ています。

昨年度、県は、一般家庭に対し、エアコンの温度を２８度に設定する、冷蔵庫の設定温度を強

から弱に設定する、不要な照明を消す、テレビを省エネモードに設定するなど、節電方法を新聞

広告で紹介しています。震災後の意識の高まりから、既に昨年、かなりの節電が実施されており、

５％の節電は相当高いハードルとされています。県の対応に対し、町としてどのような対策をな

され、住民に協力を求めていかれるのか、考えを伺います。
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次に、再生可能エネルギーでありますが、脱原発依存を目的に、県は県内全世帯や小規模工場

の消費電力のすべてを再生可能エネルギーで賄う将来構想を打ち出しました。２０２０年度の目

標達成を目指し、当面は２０１４年度末時点の到達数値を設定、２０１４年度末の消費電力の目

標は１６億２，２００万キロワット、これは２０１０年度比７．７％の減であります。再生可能

エネルギー発電量の目標は１２億３，８００万キロワット、これは９．４％の増とし、再生可能

エネルギー発電の増強と省エネ対策を同時並行させるとしております。発電量の増強策としては、

メガソーラー、小水力発電、風力発電とともに、１４年度末の住宅用太陽光発電を８，２５０戸、

これは１０年度は約３，５００戸とされています。事務所用３１０社、１０年度末は９１社であ

りますが、３１０社にふやし、一方で節電意識の啓発、これは発光ダイオードへの交換を進め、

消費電力量を下げるとしております。

県の構想に対し、町としての対応はどのように考えておられるのか伺います。

県のこの構想は、新たなエネルギー、再生可能エネルギー事業を生み出す大きなチャンスにな

ると考えます。７月には固定価格買い取り制度がスタートいたします。価格案は太陽光が４２円、

風力が２３円１０銭から５７円７５銭、小水力が３０円４５銭から３５円７０銭と、普及のため、

高値に設定されたのが特徴とされております。お金を生まないもの、つまり土地でありますが、

お金を生まないものが価値を生む、全国に計画地を含め、多くの太陽光発電が動こうとしており

ます。

県も、進出する業者に対し、発電施設と電力会社の送電線網を結ぶ系統連系の経費を１キロメ

ートル当たり５００万円、最大で５，０００万円の支援を検討しています。本町も、県に示した

候補地がありますが、町で事業に取り組む計画があるのか伺います。

最後になりますが、太陽光発電の実績の検証についてであります。各学校、庁舎等に太陽光発

電システムが導入され、学校では環境学習に役立てています。境港市は市内の全７小学校に太陽

光発電システムを導入し、２０１１年度実績では、全体で電気使用の約２４％を太陽光発電で賄

い、約４００万円の売電収入が得られた。全小学校への設備に投じた費用は４億２，８００万円、

そのうち国費が８８％、１２％が市債だが、交付税措置のある市債を充てているため、市の実質

的な持ち出しは２，５１５万円、当初計画より３年も早く、６年ぐらいで市の投資分を回収でき

そうと、教育委員会からの報告があったそうであります。

本町でもハイブリッド車、ＥＶ車の導入、木質ペレットだきボイラー、太陽光発電システム等、

環境に優しい、省エネ等の目的で、多様な事業がなされています。費用対効果の検証はなされて

いると思いますが、その結果についての説明が余りなされていないように思います。導入されて
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いる太陽光発電システムを例に、実績についての説明を求めます。

以上、壇上からの質問といたします。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 秦議員の御質問にお答えします。最初に、災害対策でございます。

国土交通省日野川河川事務所で実施された、日野川と法勝寺川の堤防で点検が行われたわけで

ございます。４月の２３日、２４日に、事務所職員延べ３０人で、日野川河川事務所管理区域の

日野川１７キロ、法勝寺川１１キロで実施された堤防の護岸やのり面の点検は、梅雨や台風が到

来する出水期を控えて、決壊や漏水につながるような穴や亀裂、破損などの異常箇所がないかを

点検するもので、毎年行われており、町には９２カ所で何らかの異常が見られたとの結果報告が

メールでございました。

内訳は、日野川が３１カ所、法勝寺川が６１カ所であったが、決壊や漏水につながるような大

きな異常や変状はなく、親水公園付近など、人通りの多い場所で見つかった堤防のり面や高水敷

などに見られた軽微な穴や陥没跡、日野川３カ所、法勝寺川２カ所、計５カ所については、土を

充てんし、土のうで押さえるなどの補修を行ったという内容でございました。電話で確認いたし

ましたところ、法勝寺川の２カ所はいずれも米子市内であるという回答でございました。

南部町地内で発見した異常箇所は３０カ所でありまして、内訳は堤防天端アスファルト舗装の

クラックが７カ所、護岸ブロックなどの部分的クラックやすき間などが６カ所、低水部河岸の部

分的侵食や洗掘などが３カ所、樋門及び周辺構造物の部分的破損などが９カ所、堤防や河道内の

樹木繁茂などが４カ所、その他が１カ所で、早急に対策を行わなければならない箇所はございま

せんでした。河川パトロールなどにより定期的に経過観察を実施し、状況変化に応じて必要な補

修や対策を行うという回答でございました。

質問いただきましたので、改めて日野川河川事務所に、町内で早急に対応しないといけないよ

うな異常がなかったのかということを確認いたしましたところ、国道１８０号福成橋の下流左岸

に、やや規模の大きな洗掘が見られたが、高水敷幅が５メートル以上あるので、すぐに決壊や漏

水につながるような異常ではないと判断し、経過観察する異常に含めているという説明でござい

ます。洗掘がさらに大きくなれば、増破を防ぐため、大型土のうなどで対策したいという回答で

ございました。

また、昨年の台風１２号豪雨によるような洪水の跡は特別に点検を実施しており、境地内の国

道１８０号バイパス上流右岸で、洗掘が原因の護岸ブロックの破損があり、災害復旧工事を実施

する予定であると聞いております。
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次に、昨年の１２号台風で大きな被害を受けた境地区の対策についてでございます。

１２月議会で仲田議員の質問にお答えしましたので繰り返しになりますけれども、１１月の２

２日に境地区の区長さんと副区長さんに同行していただきまして、米子市長、南部町長連名で、

国土交通省中国整備局長と同省日野川河川事務所長に法勝寺川の河川改修促進について、１つ、

日野川河川整備計画の早期策定と河川改修事業の促進、２つ、河川改修の整備に必要な予算の確

保、なお、河川改修を進める上で既存の取水堰などが支障になる場合は、河川管理者で対応願い

たい旨の要請を行いました。具体的な対策として、米子市青木地区の内水被害軽減のための四ケ

村堰改修と、南部町境地区の内水被害軽減のための米子市大袋の三ケ堰の可動堰への改修に絞っ

て意見交換を行いました。

要請活動の結果として、早速、米子市の安養寺橋下流部で河道掘削が行われております。平成

２３年度から平成２５年度にかけて、安養寺橋から大袋橋までの河道掘削を行う予定であると聞

いております。さらに、日野川河川事務所は５月１８日に日野川水系河川整備計画検討業務を発

注し、要望した河川整備計画が策定に向かって動き出しました。また、平成２４年度から四ケ村

堰の改修が事業採択になりまして、５月２４日には法勝寺川四ケ村堰詳細設計業務が発注されて

おります。

日野川河川事務所からいただいた事業概要書に、四ケ村堰は法勝寺川の青木地区に位置し、支

川小松谷川合流部の背割り堤というんでしょうか、流下能力は低く、計画高水相当の洪水が発生

した場合には、米子市街地に甚大な被害が発生するおそれがある。また、合流点付近では、過去

１０年のうちに４回、内水被害が発生し、河道掘削及び河積阻害になっている固定堰の改修を実

施することにより流下能力の向上を図ることで、河川の水位低減による内水被害の軽減に寄与す

ることを目的に事業を行うと説明をされております。この事業により、境地区の下流域の流下能

力が向上することや、河道掘削が行われることにより、境地区の内水被害にもよい影響があると

思います。

河川整備は下流域からが原則でございます。しかし、下流の四ケ村堰が事業化されましたので、

次は三ケ堰の改修となればよいのですけれども、米子市街地が被害想定地域かどうかなどの条件

の差異や、日野川河川事務所管理区域内には同様に流下能力を阻害している固定堰や護岸ブロッ

クの未整備区間が多くあることから、国土交通省の直轄事業で三ケ堰を改修することについて難

しいというのが日野川河川事務所の見解でございます。

これに対しましては、７月５日に開催されます中国治水期成同盟会連合会総会の意見交換会で、

国土交通省中国地方整備局に対しまして、地域で唯一の幹線である県道福成戸上米子線でござい
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ますけれども、通行不能になったこと、浸水家屋が１０戸に及んだこと、平成２３年は年に複数

回、浸水被害が出たことなどの実情を話しまして、重ねて三ケ堰の可動堰への改修について要望

したいと考えております。

しかし、直轄事業での改修に余りにも時間がかかるようであれば、農業用河川工作物応急対策

事業での事業採択を県に協議しなければならないと考えております。この事業は、市町村が所定

の負担金を県に支払って、規模の大きな農業用の堰、水門、樋門、樋管の整備、補強を県営事業

で行っていただく事業でございます。三ケ堰のような国土交通省の管理区間内の工作物は、県か

ら国に委託して事業を行うこととなっております。

以上、質問の回答といたします。

次に、節電対策でございます。福島第一原発事故の発生から、原子力発電所は国内すべてが稼

働を停止しております。昨年は、関東地方を中心に計画停電を実施し、夏場の電力需要を抑制し

てきたところですが、この夏は北海道、関西、四国、九州電力を中心に電力不足が懸念されてお

ります。

中国電力管内では、５％以上の節電を努力目標として掲げ、電力需要が高まる夏季において、

家庭や職場で節電に取り組むように啓発を行っているところです。節電５％以上とはどの程度な

のかということを申しますと、家庭の照明を小まめに消すことで約５％の削減、冷蔵庫では設定

を中にし、開閉時間を減らし、食品を詰め込み過ぎないようにすることで約２％の節減ができ、

合計７％の削減ができるとしております。

また、鳥取県は、２０１０年度対比として節電５％以上を目標として、節電のためのアクショ

ンプランを近日中に策定する予定だと伺っています。プランの内容についての詳細は現在のとこ

ろわかりませんが、家庭でできる節電対策と企業向けの節電対策といった２系統のものになると

考えます。

本町でも、６月より、クールビズによりノーネクタイやポロシャツでの執務を行っていますし、

七夕や夏至の日を、消灯して家庭で過ごしていただくライトダウンキャンペーンの広報を行って

います。また、平成２２年度に設置しました太陽光パネルとセットで、両庁舎において既存蛍光

灯からＬＥＤ照明への変更を行い、節電対策に努めているところです。

私たちが率先してできることは、やはり家庭でできることから節電を心がけることだと思いま

すし、そのためには防災無線やＣＡＴＶなどの情報ツールを活用して広報に努めてまいります。

また、町内誘致企業などへも節電対策の御協力をお願いしてまいることにしております。

次に、県は、県内全世帯や小規模工場の消費電力量のすべてを再生可能エネルギーで賄う将来
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構想を打ち出したんだけれども、どう考えているかということでございます。

議員も御存じのとおり、南部町総合計画には、環境自治体の推進として、人々が自然と共生す

る循環型社会のまちをうたっております。また、平成１７年度には南部町地域新エネルギービジ

ョンを策定し、ビジョンにのっとり、新エネルギーに関する数々の施策を実施しております。鳥

取県内全世帯や小規模工場の消費電力量のすべてを再生可能エネルギーで賄うという構想と南部

町のビジョンは、双方ともエネルギーの地産地消という同一な方向を向いておりまして、大いに

賛同できるものでございます。

本町では、一般世帯向けに住宅用太陽光発電システムの設置について、平成２１年度より補助

金を創設し、広く御活用いただいているところであります。現在までの補助件数は、平成２１年

度１８件、平成２２年度１９件、平成２３年度３１件、合計６８件であります。現在、太陽光パ

ネル自体の価格も、ここに来て随分下がっておりますし、初期投資に係る資金回収も、電力会社

の買い取り単価が１キロワット当たり４２円で１０年間買い取る方針が固まりましたので、格段

に短縮されます。このため、今後も太陽光発電設備を設置される方が増加することが考えられま

す。次に、小規模工場に関しましては、従来から鳥取県が非住宅用太陽光発電システム導入推進

補助金として補助を行っておりますが、脱原発依存を目的として、県内の電力を再生可能エネル

ギーで賄うという県の構想を支持してまいりたいと考えております。こういった取り組みで、県

の構想をバックアップしております。

太陽光や小水力発電などの再生可能エネルギー事業に取り組む計画はあるのかということでご

ざいますが、まず太陽光発電についてですが、メガソーラー発電所、大規模の太陽光発電所の建

設について、数社からお問い合わせがありました。

当方のヒアリングによりますと、事業形態から２つに分類できます。一つは、米子に建設予定

のソフトバンク社のメガソーラー発電所と同様に、遊休地を借り上げ、そこに大規模な太陽光発

電所を建設、そこで発電した電気を電力会社に売電し、そこで得た利益は中央の本社が潤うとい

うことで、本町が目指すエネルギーの地産地消とは少しニュアンスが異なるものでございます。

もう一つの提案は、南部町が施主となり、町有地を活用して太陽光発電所を建設するという提

案でございます。その提案では、施設建設、機器メンテナンス、施設維持管理を含めた１５年の

リース契約により、初期導入費用を最小限に抑えるというものでございます。この方法ですと、

売電までは前述のものと同様ですけれども、ここで生み出された利益については町に入ることに

なります。南部町でできた電気を電力会社に全量を売り、そこで得た収益を南部町で活用すると

いった、まさにエネルギーの地産地消と言えるものでございます。具体につきましては、今後、
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実用化の検証を踏まえ検討することとしております。

次に、小水力につきましては、鳥取県企業局が、賀祥ダムを利用した発電設備を整備、運用を

開始します。鳥取県企業局において、日野川水系法勝寺川の賀祥ダムに最大発電出力２２０キロ

ワット、年間可能発電量、約１，３２４メガワットアワー、一般家庭、約３６０戸分の小水力発

電施設を整備する計画でございます。導入スケジュールにつきましては、平成２２年度において

導入検討委託（基本設計）が行われ、本年度と来年度で実施設計、工事及び発電を開始する運び

になっております。既に該当の地域振興協議会や関係集落には事前に説明が行われております。

また、個人や地元でつくったエネルギーを自分たちで利用して、家庭や農業などに使うエネル

ギーの地産地消への期待から、小水力発電などへの期待が高まっております。その一端を担うと

考えられているのがマイクロ水力発電でございます。小水力発電は出力が１，０００キロワット

以上のものでございますけれども、それ以下のものをマイクロ水力発電と呼んでいます。これは、

農業用水路などで小規模な発電を行い、地元の電力として利用しようとするものでございます。

例を挙げれば、集落内の街灯やイノシシ対策の電気さくにも利用することが可能だと考えます。

しかし、現在のところ、実証実験段階のものが多くて、手軽な新エネルギーとは言いにくいのが

現状でございます。

本町では、このマイクロ水力発電の有効的な活用や、実証実験のための適地調査などを実施す

ることを検討しております。水力エネルギーの潜在ポテンシャルは非常に高くて、半永久的に期

待できるものだと思いますので、具現化を目指したいと思います。

次に、太陽光発電システム、庁舎、学校など導入されておりますけれども、実績についての質

問でございます。

まず、庁舎でございます。天萬庁舎では平成２３年１月から、法勝寺庁舎では同年２月から稼

働しております。双方とも発電規模は２０キロワットアワーのパネルを設置しておりまして、年

間発電量の計画値は、天萬庁舎が１万９，７６０キロワットアワー、法勝寺庁舎が１万９，９４

０キロワットアワーとなっております。両庁舎で計画値が変わっていますのは、パネルの向きに

よるものでございます。

実績については、平成２３年度において、天萬庁舎２万６７４キロワットアワーで、計画値と

の差がプラスの９１４キロワットアワー、法勝寺庁舎は１万９，２１１キロワットアワーで、△

の７２９キロワットアワーとなっております。おおむね計画値となっております。

売電状況については、天萬庁舎が４５０キロワットアワーであり、法勝寺庁舎については売電

は行っていません。売電は主に休日であろうと思いますが、法勝寺庁舎においては電子計算機、
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ＳＡＮチャンネルなど、休日でも稼働している機器が多いため、需要をすべて賄うに至っていな

い状況であると推察をされます。

庁舎の電気代として支払う年間使用量は、平成２３年度において、天萬庁舎で１３万９，０５

７キロワットアワー、法勝寺庁舎で２３万９９キロワットアワーとなっておりますので、天萬庁

舎、約１３％、法勝寺庁舎で７．７％の電力を太陽光発電で賄っていると考えております。

次に、学校関係でございます。学校施設における太陽光発電装置は、平成２１年度に西伯小学

校と会見小学校にそれぞれ最大出力２０キロワットの発電装置を設置、平成２２年３月から稼働

いたしております。

両校の発電電力量の実績ですが、西伯小学校では計画値１万７，５４２キロワットアワーを見

込んでおり、平成２２年度１万８，１３３キロワットアワー、２３年度１万７，４０２キロワッ

トアワー、それぞれ５９１キロワット、△の１４０キロワットの差となっております。

会見小学校では、計画値が２万３４５キロワットアワーに対し、平成２２年度は２万６７０キ

ロワットアワー、２３年度は１万９，０１１キロワットアワーと、それぞれ３２５キロワットア

ワー、それから△の１，３３４キロワットアワーの差となっております。おおむね計画どおりと

考えております。

また、売電量については、西伯小学校で平成２２年度１，１０４キロワットアワー、２３年度

９８４キロワットアワー、会見小学校で平成２２年度２，２６１キロワットアワー、２３年度が

１，９９２キロワットアワーとなっております。また、両校とも、月の総発電量は８月が最大で、

西伯小学校では２，２７５、会見小学校では２，５８４キロワットアワーの最高値を計測してお

ります。

電気代として支払う年間使用量は、平成２３年度で比較しますと、西伯小学校は２２万７，４

４２キロワットアワー、会見小学校では１９万１，７４８キロワットアワーでありますので、西

伯小学校は約７．１％、会見小学校は約９．１％の電力を太陽光発電で賄っていると考えており

ます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） いずれの項目につきましても、御丁寧な説明ありがとうございま

した。

最初に、法勝寺川、日野川の堤防の点検でありますが、６月１３日に国土交通省日野川河川事

務所と南部町消防団による点検がなされておりますが、その結果につきまして、現状の改善、あ

るいは対策に必要な資材の調達を求めたとありますが、具体的にどのようなことだったのですか。
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御答弁よろしくお願いします。

○議長（足立 喜義君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。これにつきましては、先ほど答弁書にあり

ました箇所について、書類上で追加の説明を受けまして、その後、現地の方に出向きまして、町

の消防団長、それから担当者、それから河川事務所の方で確認してもらったところでございます。

以上です。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） どうもありがとうございます。

続きまして、境地内の災害対策でありますが、これは仲田議員が１２月議会で質問されました。

繰り返しになりますという前置きをして町長の方に丁寧に答えていただいたんですが、７月の５

日に総会で整備局の方に陳情するということでありますので、よろしくお願いしたいというふう

に思います。

特に境地内におきましては、ここ３０年間ぐらい、この水害に対する被害が深刻だということ

は住民の方々の切実なる要望でありますので、ぜひその辺につきまして、何らかの改善策をして

いかなければならないなというふうに思っています。

町長の答弁、あるいは１２月議会の仲田議員の一般質問に対しての、質問は何回も、特に仲田

議員の質問に対して何回も読ませていただきました。地域の方々の切実なる声がその中から感じ

られましたので、ぜひよろしくお願いいたします。

次に行きます。節電の件につきましてでありますが、県は５％の節減というふうに予定を立て

て実行しようとしておりますが、どうしてもなかなか、昨年度の震災以降、節電機運が高まり、

５％は難しいというような新聞の記事もありました。そこら辺につきまして、徹底してやらなけ

ればならないのではないかなと思っていますので、その点についてはどうでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございますが、先ほど答弁いたしましたように、５％の節電目標

は掲げられておりますけれども、それ以上の節電を行っていかなければいけないというように思

います。それと、あわせて、やっぱり再生可能エネルギーの開発と、これは両者相まってやらな

いと、あんまりいい成果にならないのではないか、続く話にならんのではないかと、節電、節電

ばかりではなかなかうまくいかないのではないかなと思っておりまして、いろいろな方法を考え

なければいけない。例えば、電気こんろを、電気ポットで沸かすのをこんろで沸かすんだとか、

そういうちまちましたことを、毎日のことですから、これを積み重ねていくことによって、私は
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決して無理な目標ではないのではないかと思っております。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） 節電計画にのっとって協力していくということは大切なことだろ

うというふうに思っていますので、ぜひ町を挙げて取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。

それから、再生可能エネルギーでありますが、７月に買い取り価格制度が発足いたします。太

陽光発電の場合には４２円、それから小水力は３４円４５銭から３５円７０銭と、非常に高い価

格が設定されております。これは、町長の方が答弁でも言われましたように、再生可能エネルギ

ーの事業が大きく前に進む一つの要因になるだろうというふうに思っています。

つい最近の新聞記事でありますが、大山町におきましては、日南町の方に事業を実施しており

ますソーラーウェイが、土地を借りて事業を展開しようとしております。町長の答弁の中で、町

の事業につきましては、町独自でやるのか、あるいは業者に委託してやられるか、まだ決めかね

ていないということでありましたが、価格的には町でやっても非常にメリットのある事業になる

のではないかなというふうに考えておりますが、それにつきまして、再度よろしくお願いいたし

ます。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。このたび４２円という、思った以上の高い値段に設

定をされた背景は、やっぱりエネルギーの地産地消をという政策を進めて、地域の再生もあわせ

て期待するというような願いが込められているのではないかと受けとめております。したがいま

して、私はやるなら、大山や日南町のようなソーラーウェイですか、米子市の方や、そういう方

法ではなくて、町が関与した形で町内に売電収益というものが還元できるような、そういうシス

テムで行った方がいいのではないかというように考えているところであります。

ただ、町は収益事業を行う団体ではございませんので、これは資本を出資するんだとか、ある

いは用地の提供というようなさまざまな手段で、そういう事業の推進を図っていきたいというよ

うに思っておりますが、何といいましょうか、モデル的に、最終的にだれもやる人がなければ町

がやるというようなこともあるのではないかとは思っておりますが、基本的には、そういうエネ

ルギー売電収益が地元で消費されるような仕組みを考えた方がいいのではないか、このように思

っております。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） これまで発電のシステム、あるいは発電の形態というのは、水力
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にしても原子力にしても、地方で発電をして、そして消費するのが都会、つまり地方は、原子力

発電につきましては、少しの、電力会社から補助金をいただいて、そしてすべてのものを都会に

持っていってしまうと、地方には何も残らない。原子力あるいは水力発電の地元立地県につきま

して、あるいは立地町につきましては、何らかのものがあるかもしれませんが、送電線で送られ

るその下には何もないと。つまり、全く地方の持つ有力な資源を都会に吸い取られてしまうよう

な形態でありました。

町長が言われますように、これから地産地消の時代となれば、地域でつくったものは地域で消

費していく、少しそれが割高であっても、将来の安定的な供給、安定的な資源確保のために地域

でやっていくというのは、私は非常にいい考えだなというふうに思っています。

それと同時に、県は小水力発電にも非常に力を入れております。つい最近の新聞記事に、下蚊

屋のダムを利用した水力発電の事業計画が出ていました。賀祥ダムでも２０１３年度に、たしか

小水力発電の事業実施が行われるわけでありますが、この下蚊屋ダムを利用する小水力発電には、

関係４市町と、そして土地改良区が含まれて事業推進をするというふうになっています。事業費

が約２億８，０００万円、その内訳は、国の地域自主戦略交付金、これが１億４，０００万円、

県が７，０００万円の支援、そして、ダムから農地に水を引いています米子市、江府町、伯耆町、

大山町の４市町が、計７，０００万円の財源を持ち合って事業を実施していきます。

これは同じ県の事業、賀祥ダムの小水力発電が行われるわけでありますが、賀祥ダムの方には

こういう話を聞いたことがありませんが、それは一体どうしてでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。下蚊屋のことはちょっと私もよく

存じませんですが、賀祥ダムの水力発電の計画につきましては県の企業局の方が進めておりまし

て、２４年度に、本年度、工事にかかりたいというようなことで、地元の調整なども含めて説明

を終わっているというところでございます。以上です。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） 地元の説明がなされているということでありますが、この事業主

体というのは、県が事業をやられるわけですか。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。県の企業局が事業主体でございま

す。以上です。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。
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○議員（12番 秦 伊知郎君） 町長は、太陽光発電の事業主体というのを、町がそれを行うわけ

にはいかないので、投資的なものというぐあいに言われましたが、じゃあ町がやっても別に構わ

ないというような発想も起きるわけじゃないですか、その辺はどうでしょう。町がやるというこ

とを……（発言する者あり）いやいや、太陽光発電の場合ね。

太陽光発電の場合に、例えばそれを事業主体が町ではなくてというような御答弁をされたんで

すけど、県は小水力で独自に県の企業局が事業主体となってやられるわけですから、町としても、

今、県に示している候補地を町が事業主体となってやっても十分いけるじゃないかなという思い

ですけど、どうでしょうか、それは。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。県は企業局で、いわゆる電気や、あるいは工業用水

ですね、そういう収益事業をやる会計を特別に持っておりますので、それはそれで納得のいくと

ころでございます。

町の場合は、一般に町民の福祉の向上を直接的に施策として行って、そういう町を実現してい

くということが主たる目的だろうと思っておりまして、町がどんどん投資をして収益事業をやる

というような団体ではないのではないかと思っております。例えば地熱だとか温泉でもあって、

特別に有利な熱源か何かがある場合には、これは町がそういうところの開発を手がけて、地熱発

電だとか、そういう地熱の利用をして、直接的にそれを利用するということもないことはない、

現にやっているところもあるわけですから、ありますけれども、一般的には、直接的な太陽光発

電所の運営というようなことはちょっと考えにくいなと思って答弁しました。

ただ、最後にちょっと言いましたように、あんまりないような場合には、モデル的に町がそれ

を手がけて普及啓発を図るというような意味合いはあるのではないかなと思いますけれども、そ

れもメガソーラーといいますと発電所でございますから、今言ってきていただいているのが、１

万５，０００ぐらいですね、という大きなものでございますから……（「１．５メガ」と呼ぶ者

あり）あっ、１．５メガですね、１．５メガ程度の大きなものでございますので、これは資本参

加をするんだとか、あるいは用地の提供を通じて経営にかかわるというようなことをもってやっ

ていくのがいいのではないかなとも思って、検討しておるところでございます。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） そうですね、ソーラーウェイが大山町に今計画している太陽光発

電が約１．３メガワット規模であります。事業費が３億９，０００万円というふうに言われてい

ます。県が下蚊屋につくります小水力発電のダムなんですけど、これは２０年間の売電計画で、
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年間約４，０００万円の利益が出るというふうに言われています。以前に、梼原町でしたか、四

国に研修に行ったときにも、そこの町で再生可能エネルギーのいろんな事業がなされていました。

その上がった利益をどうするかというと、太陽光パネル等の設置に積極的に取り組んで、町民の

方に、あるいは住民の方に還元していくという方式をとっておられます。

二、三日前にテレビにも、群馬県の太田市の例が出ていました。これは１３億円の事業費で太

陽光発電を計画されて、市が持ち出すお金は５億円、残りの８億円はどうするかというと、太陽

光発電の売電で１５年間で賄っていくというぐあいに言っておられます。事業として難しい点も

あるわけでありますが、非常に夢もあるような気がいたしております。できれば積極的にかかわ

って、地産地消の一つの町というキャッチフレーズで、町政のためにいろんなアイデアを出して

いただきたいなと思っております。

最後になりますが、実績の質問をいたしました。いろんな事業が、省エネあるいは代替エネル

ギー等でなされていますが、なかなかその実績の説明というのはなかったような気がしておりま

す。

つい先日の新聞に、この境市の例が出ておったんですけど、境市というのは、市の持ち出し資

金というのは約１，５００万円ぐらいでしたか、それを約６年間ぐらいで回収しています。これ

は国、あるいは資材の有利な条件等があったからこそですが、小学校あるいは庁舎につくられま

した太陽光発電システムですけど、モデル的、あるいは１個のディスプレー的な範囲を超えなく

て、それで事業費を賄っていくような発想ではないような気がしています。余りにも規模的に小

さかったんではないかなと思っていますが、その点についてはどうでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。秦議員の御質問にお答えしてまいりますけ

れども、秦議員も御質問の中で若干触れておられました。特に会見、西伯の両校の太陽光発電の

設置につきましては、これは太陽光の恵みを子供たちが学び、地球、環境保護への向上心の高揚

を推進し、環境教育の一環として取り組み、あわせて学校が環境対策の実践の場になることによ

って、地域における環境対策の推進に貢献するために設置をしたというのが当初の目的でござい

ます、ということでございます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） なぜこんなことを質問しましたかというと、余りにも境市の全小

学校に設置された太陽光パネルと、我が町の小学校に設置されました太陽光パネルの規模が違い

過ぎると。それで、じゃあ事業費は一体どれぐらい差があるのかというと、多分境市の方が事業
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費としては、市が持ち出した事業費としては少ないのではないかなという思いからです。例えば

８８％が国の補助、そして残り１２％の市債のうち、実質的に持ち出した資金というのは約２，

５１５万円です。ということは、それだけ大きな規模のものを建てても、うまく補助金、あるい

は市債等を活用すれば、大きな事業ができたのではないかなと。確かに環境学習を推進するため

に必要だったかもしれませんが、少し、それにしては規模的にちっちゃかったのではないかなと

いう思いから質問させていただきました。

もう少し努力をされて、有利な補助金を探すべきではなかったかなという思いがしてるからで

あります。例えば、境市の小学校は年間約４００万円ぐらいの売電をしています。そういうこと

から比べてみると、非常に規模的には小さいのでは、同じような労力をした割には、その成果、

結果というのが余り見えてこないような気がしていますが、その辺はどうでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。議員の御指摘でございますけれども、これ

は２１年度に設置をしました。これは、文部科学省の安全⋞安心な学校づくり交付金を活用いた

しまして設置をしてきたものでございます。その文科省の、当時は最大発電量２０キロワットア

ワーの発電施設が、いわゆる環境教育の一環として取り組むならば、そういうのが適当であろう

というようなことからも、先ほど申し上げましたように、環境教育の一環として取り組んでござ

いましたので、当初はそういう格好で南部町の両校につきましては、２０キロワットの発電設備

を設置をしてきたという経過がございます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） これ以上は言いませんですけど、境港市の場合をたびたび言って

おりましたが、これも２０１０年度に経済対策交付金の活用をして、耐震と太陽光パネルの事業

をしております。それが、２０１１年度に、全校７校の合計は３９万４，０００キロワットアワ

ーの発電量を持っています。つまり、同じような事業でやっておりながら、片一方はそういう非

常に補助金等をうまく活用していると、そして売電収入もそこそこ上げていると、そういう面が

ありますので、もう少し精査して事業をやっていただきたかったかな、いただいたらよかったな

というふうに思っているからであります。

何か御答弁があれば。

○議長（足立 喜義君） 教育次長、中前三紀夫君。

○教育次長（中前三紀夫君） 教育次長でございます。秦議員御指摘の境港市の状況でございます

けれども、当町におきましても、境港市と同様、先ほど申し上げました安全⋞安心な学校づくり
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交付金、あわせて地域活性化⋞経済危機対策臨時交付金を、この発電装置の財源に充当をしてご

ざいます。参考までに申し上げておきます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 中前次長、境港市だないだないかや。

○教育次長（中前三紀夫君） 境港市です。

○議長（足立 喜義君） 境港、「さかいし、さかいし」というのは大阪だあかと思った。

○教育次長（中前三紀夫君） いや、境港市……。

○議長（足立 喜義君） わかりました、失礼しました。

町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございますが、今申し上げましたように、我が町もほとんど一般

財源を使わずに、地域活性化⋞経済危機対策臨時交付金や安全⋞安心な学校づくり交付金という

もので整備をいたしております。私がつい飛ばして読んでしまったようでございまして、答弁書

をですね、そういう財源をもって整備をしておりまして、何ら境港市と遜色はないというように

思っております。

それと、太陽光の話になっておりますけれども、太陽光は大体設備の利用率というのが１２％

程度でございます。フル稼働したときと実際のものが１２％ぐらい設備の稼働率いっておるそう

でございますけれども、１２％ぐらいでございまして、これはほとんど、さっき御報告いたしま

したように、間違いがないといいましょうか、計算どおりに大体発電をいたします。リスクは少

ないということがあって、私は取り組みやすいものではないかなというように思っております。

メガソーラーのその発電所のをやったらどうかということですけれども、本当に大体計算どお

りいきますし、１０年から１５年たちますと、大体発電量が２割ぐらい落ちてきます。そういう

発電量が低下するというようなことを含めても、なお収益が上がってくるという計算がなされて

おります。したがって、これは大いに期待もするわけであります。そこで発電をして得た収益を、

一般家庭の太陽光発電の普及に補助金として充当するというようなことも当然可能でございます

し、さまざまな可能性を秘めているわけでございます。したがって、前向きにこの件については

取り組んでいきたいというように思っております。

それと、秦議員は油屋さんをなさっておられますので申し上げにくいわけですけれども、本当

はまきストーブですね、まきストーブについては、非常にこれは効果のあるものでございます。

東北地方の方で一冬にたくまきの量は大体６立米ぐらいだそうでございます、６立米。これが、

私が勉強しましたところによりますと、灯油の１，２００リットル分、ドラム缶６本分ぐらいに

該当するそうでございます。１，２００リットルの灯油を燃やしますと、約３トンの二酸化炭素
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が発生するということでございます。太陽光なら大体６４平米ないといけんぐらいの量を出すわ

けです。大体太陽光がパネル１平米当たり、年間１００キロワットアワーということでございま

すので、大体二酸化炭素を０．４７トン排出削減なると。太陽光パネル１平米当たり、年間０．

４７トンの二酸化炭素の排出削減になるという前提に立てば、まきストーブと同じ環境効果を出

すためには６４平米、約２軒分の太陽光発電が必要だということであります。それだけ、まきス

トーブは二酸化炭素の面で有利であります。

それと、これハイブリッド車などと計算した比較もございます。ハイブリッド車としますと、

自動車工業界がこれは試算しております。従来車の燃費をリッター１５キロ、年間１万キロ走り

ますと、節約ガソリンが２７０リットルと、二酸化炭素の削減量にして０．７トンだと、ハイブ

リッドを使えばですね、有利になるということになっております。この計算には、製造や排気に

発生する二酸化炭素は考慮してございません。まきストーブは２０年から４０年、寿命があるわ

けでございまして、車はせいぜい１０年から１５年で考えますと、大体まきストーブを１台用意

していただきますと、車４台から５台分のハイブリッド車の効果があるというデータが出ており

ます。

したがって、私は、ぜひこの太陽光に加えてまきストーブも、本当に大いに普及したいもんだ

というように考えているところでございます。いろんなやり方があります。小水力もマイクロ発

電もありますし、そういうバランスのいいものを組み合わせて、ベストミックスで発電をして、

地産地消の電気を賄うということです。

それと、メガソーラー発電のところで、ちょっと言い落としておりましたけれども、私がちょ

っと心配しますのは、発電したものを全部本当に買ってごすのかどうかということで、さっきも

石上議員に答弁しましたように、同時同量ということが基本にあるわけで、必要のない発電をど

んどんして送り込んでも、機械がめげたりするということでございます。したがって、１００必

要なら、まあ１０５とか１１０以内ぐらいの発電だないと、２００も３００も発電しますと、こ

れは機械が壊れると、周波数も壊れるというようなことがあるようでございまして、本当に買っ

てくれるかいなと、全量ですね、いう思いがするわけです。

電力会社は、ベースになるのは原子力発電でやっております。ベースは原子力発電が大体２６

％ぐらいの発電量なんですが、これは調整がきかないわけですよ、そんなに。要らんやんなった

けんってすぐ落とすわけにもいきません。原子力発電でベースをつくっておいて、あと火力や水

力で調整しながら、同時同量というものを大体クリアしておるというぐあいに聞いております。

そういうことになって、太陽光でどんどん発電をして買っていただければ、これ一番いいわけで
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すけれども、電力会社から言わせると迷惑な話なわけですね、お昼しか太陽光の場合は発電しま

せんからね、迷惑な話だというふうに思うわけです。そこの辺で、本当に買ってくれるかいなと

いう心配が本当はございます。

それと、送電線がないと、なかなか、適地はあって発電はできても、うまく変電所まで電気を

送ることができんというようなこともあろうと思います。

いろんな課題がありますので、そういうことを一つずつクリアしながら、小さなまきだきボイ

ラーや太陽光やマイクロ発電や、いろんなものをやりながら、またメガソーラー発電所も検討し

ていきたいと、総合的に考えていきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 秦伊知郎君。

○議員（12番 秦 伊知郎君） どうもありがとうございました。

確かに町長が言われますように、エネルギーの一元化というのは非常に危険を伴います。非常

に今、電気で、すべて家庭は電化というような風潮で、ここ数年、住宅産業等はやってきました

が、この震災を機に、すべてのエネルギーを一つにまとめるというのは非常に危険だなというの

が再確認されました。ガスであれ、灯油であれ、電気であれ、それをバランスよく配置しなけれ

ば、一つがとまれば全部とまってしまうというような状況になります。

それから、太陽光発電、非常に今、脚光を浴びていますが、確かに危険性というのはあります。

耐久性の問題、それから大きな用地を確保すること、と同時に、この売電したお金というのは一

体だれが払うのかというと、電気を使う人、つまり消費者が払うわけであります。どんどんどん

どん売電がふえれば、その分だけ価格というのは消費者の方に転嫁されていきます。

外国の例で、ドイツなんかは月に１，２００円の負担がかかってくるようになって、約二、三

割のカットをしていますし、スペインは売電の買い取りを中止しています。日本の場合、今始ま

ったばっかりですから、そういう心配はここ数年はないとは思いますが、将来的にはそうなる可

能性もあるわけでありますし、エネルギーの一元化というのは非常に問題がある。今回、６月議

会に補正で出ていますエネファームですか、ガスを使う蓄電に対しての補助金なんですが、これ

こそ太陽光発電、太陽光パネルと一体化すれば、非常に効果を生むというぐあいにして、今、い

ろんな企業がその販売に躍起になっています。

これも一つの自然エネルギー、あるいは再生可能エネルギーの一つの一環でありますので、町

長が言われますように、この地でぜひソーラー発電のチャンスがあれば、それから上がった利益

をいろんなところで還元して、この南部町は、再生可能エネルギーで町の電気の８割も賄ってい

るんだという一つの魅力ある町に、もしできたらなというふうに思っております。
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ぜひそれに向かって御努力をしていただきたいのと、それから冒頭で、きょうの一般質問の最

初に、細田議員が町長の出馬表明を促す一般質問をなされました。町長は出馬に非常に意欲的に

答えられたわけでありますが、質問は前に返りますが、この境地内の災害対策であります。町長

は、次の４年間の町政運営のためにマニフェスト、４年間の公約というものを掲げられて選挙を

されると思いますが、この境地内の災害対策に少しでも進展するように、その４年間のマニフェ

ストの中に、ぜひ前に進むんだということを加えていただきたいという思いがしておりますので、

答弁を求めませんが、ぜひそういう気概を持ってマニフェストをつくっていただき、そして町政

を運営していっていただきたいなという思いを込めまして質問を終わらさせていただきます。ど

うもありがとうございました。

○議長（足立 喜義君） 以上で１２番、秦伊知郎君の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） ここで休憩をします。再開は２時４０分であります。

午後２時１３分休憩

午後２時４０分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

続いて、３番、雑賀敏之君の質問を許します。

３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ３番、雑賀敏之でございます。通告に従いまして、一般質問をさ

せていただきます。

一般質問に入る前に、字句の御訂正をお願いいたします。質問事項の２番目の、町政に対する

「要求」としておりますが、そこを「要望」とお願いいたします。

そうしますと、質問に入ります。我が国、農業の再生にとって今、最も必要なのは、農業経営

を安定して持続できる条件を保障するための制度を整備、充実することです。生産者米価が低落

を続け、他の農畜産物も生産者価格が下落する一方で、燃料費や資材費、えさ代などの高騰が続

き、経営は悪化の一途をたどるばかりです。この状況を抜本的に改善してこそ、担い手の確保や

耕作放棄地の解消、地域農業の振興に展望が開けます。

その打開策の中心は、生産コストをカバーする農産物の価格保障制度です。農業生産は自然の

制約を大きく受け、零細経営がほとんどのため、農産物価格を公的、政策的に支えなければ再生

産が確保できません。農産物の販売価格を一定の水準で維持する価格保障は、販売量がふえるに
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つれて収入増に結びつく政策であり、農家の生産意欲を高める上で決定的です。かつてイギリス

が、手厚い価格保障をてこにして食糧自給率を回復、向上させたように、自給率が低い今日の日

本でこそ、充実した価格保障制度を確立すべきです。また、こうした価格保障制度とあわせて、

それを補う適切な所得補償も必要です。

南部町の基幹産業である農業の経営も、米価が下落する中で、厳しい状況に置かれています。

ＴＰＰ問題もあります。平成２４年度南部町農業再編協議会の総会の資料によりますと、平成２

３年度の農作物の現状は、水稲の面積が９８９．４ヘクタール、そのうち水稲の作付面積が５９

４．７ヘクタール、大豆が１８．６ヘクタール、ソバ４０ヘクタール、野菜が５２．８ヘクター

ル、飼料用米３５．８ヘクタールが主なものです。

担い手の現状は、認定農業者が２２名、うち法人が２、個人が２０、指導農業士が２名、機械

の共同利用や集落単位の農業生産組合等は１６、農事実行組合が７４、農協の生産組合が６、果

実、イチジク、ネギ、花、牛、シイタケです。受託作業には個人やグループがあります。農地⋞

水⋞環境保全対策における活動組織は１６団体、中山間地直接支払いにおける取り組み協定数は

３９協定、農村振興公社の作業受託もありますが、担い手の推移は、法人型集落営農型が２２年

度が２、平成２３年度も同じく２です。個人の担い手につきましては、平成２２年度が２４、２

３年度の実績が２０。組織、農作業受託機械組合でございますが、平成２２年度が１４、平成２

３年度が１３。組織、協業経営型集落営農でございますが、２２年度が２、２３年度が３。

それから、認定農業者を目指す意欲ある生産団体及び個人の農業者の数が、平成２２年度が２

５、平成２３年度が２２となっており、２２年度に対して２３年は、組織、協業経営型集落営農

以外は同じか減少しています。これはどうしてでしょうか。やはり農業の持続可能で自立できる

施策を求め、次の５点について伺います。１点目、過去５年間の６０キログラム当たりの米価、

１０アール当たりの生産費、農業所得。２点目、米が再生産できる米価を国に対して要求するこ

とを求めます。３点目、今の米価と米政策について、町長の見解を求めます。４点目、自立でき、

持続可能な農業施策を求めます。５点目、新規就農、就農、後継者に、町独自の助成制度を求め

ます。

次に、町政に対する要望の決定方法について伺います。

町民から、町政に対する要望について、どのように決定されるのかわからないとの疑問の声が

ありますので、決定方法について、次の４点について伺います。１点目、過去５年間の町政に対

する要望の主なもの、また、要望に対して回答は、どのようにして町民に行っているのか伺いま

す。２点目、要望事項に対する優先順位はどのようになっているのか伺います。３点目、町に対
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する要望はどのようにして取りまとめているのか伺います。４点目、要望に対して、軽微なもの

に対して素早く対応する、例えば「すぐやる課」の設置を求めます。

以上、壇上での質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 雑賀議員の御質問にお答えをしてまいります。

最初に、農業施策を問うということでございます。過去５年間の米価及び米の１０アール当た

りの生産費、農業所得でございます。

まず、米価でございますが、ＪＡ取り扱いのコシヒカリ１等米３０キログラム当たりの精算金

単価でございます。平成１８年産で６，６６１円、平成１９年産で６，４５８円、平成２０年産

で６，７２９円、２１年産６，５０１円、２２年産５，７７７円となっております。２２年産は、

猛暑により１等米が少なかった影響により、米価が下落いたしております。

次に、米の１０アール当たりの生産費についてでございます。これは鳥取県農林水産統計にお

ける鳥取県の状況でございます。まず、１８年から順に申し上げます。１８年１３万１，２５２

円、１９年１４万５，１２１円、２０年１４万８０円、２１年１３万３，２０７円、２２年１２

万９，６３５円となっており、物価が高騰した平成１９年を境に、年々減少していく傾向にござ

います。

次に、農業所得についてですが、これは平成２０年に統計のとり方が県単位から中国地方単位

の統計に変化したために、直近３年間分の中国地方単位での農業所得の推移となりますので、よ

ろしくお願いします。販売農家１戸当たりの農業所得は、平成２０年が７９万３，０００円、２

１年が８２万円、２２年が７８万４，０００円となっております。

次に、米が再生産できる米価を国に要求するように求めるという意見でございます。これには、

まず鳥取県内における米の収入と生産費の差額はどの程度あるのかを比較してみる必要があるわ

けでございますが、鳥取県内における、先ほどの過去５年間の米価と生産費の平均値を１０アー

ル当たりで比較してみますと、米販売収入で１１万４，１４４円、生産費が１３万５，８５９円

となっておりまして、その差は２万１，７１５円でございます。しかしながら、平成２２年度か

らは、米戸別所得補償制度が始まっておりまして、これらの格差を補てんすべく、１０アール当

たり１万５，０００円を補てんしております。これを先ほどの差額に入れ込んで計算してみます

と、その差は６，７１５円となり、差額のおよそ７割が補てんされておりますので、現行の制度

でも一定の効果があると考えておるところでございます。

今の米価と米政策についての見解ということでございます。現在の米価につきましては、採算
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性という面で、他の産業と比較して低い水準にあるわけでございますが、何とか農地の維持がで

きる程度の米価ではあると考えます。この維持した農地により農業生産が営まれ、多面的で公益

的な機能発揮によって豊かな自然景観が維持され、社会秩序が保たれ、平和に暮らす基盤が構成

されていると考えております。

しかしながら、政策という面で今一番危惧されるのはＴＰＰへの参加についてでございます。

御存じのとおり、米には７７８％の関税がかけられておりまして、これらが撤廃されれば、南部

町内においても９割以上の米農家が消滅するとの試算が出ております。農業を基幹産業とする南

部町においては、壊滅的な打撃を受けるわけでございます。また、農業の持つ多面的機能の喪失、

食糧自給率の低下、就業機会の減少など、被害ははかり知れません。このまま無策でＴＰＰに臨

めば悲惨な結果になることは目に見えておりまして、拙速なＴＰＰ交渉参加には反対せざるを得

ないと思います。

自立ができて持続可能な農業施策をとの御質問についてでございますけれども、南部町の現状

については、国策と連動した取り組みとして、農業者戸別所得補償制度がようやく定着してきつ

つあります。このことにより、農家所得の一定の向上が図られ、作付することにおいての農地の

重要性が見直されてきていると実感をしているところであります。農業を行うためには、農地が

必要なわけですが、農地を維持するための取り組みとしまして、南部町では中山間地域直接支払

制度や、農地⋞水保全管理支払い制度など、国、県の事業に乗りながら、農地の維持に向けた取

り組みに対して支援を行っております。

また、遊休農地対策については農業委員会で、平成２１年１２月の法改正によりまして、遊休

農地に関する措置として、農地の利用状況調査と指導が法律的に義務づけられ、パトロールや農

地調査に力を入れておるところでございます。これにより、平成２３年度は１５．４ヘクタール

の遊休農地のうち、５．６ヘクタールを解消しております。さらに、耕作放棄地を再生する耕作

放棄地再生事業では、毎年の事業実施により、平成２１年度から約１．７ヘクタールが再生され

ております。

次に、農家の経営安定に向けての取り組みですが、県と連携しながら、個別経営体への機械⋞

施設の導入支援を行うがんばる農家プラン事業、集落営農組織への支援の次世代につなぐ地域農

業バックアップ事業、また果樹に対する施設、新品種などの導入を補助する次世代鳥取梨ブラン

ド創出事業などを活用し、経営安定に向けた支援を行っております。また、町独自の取り組みと

して、平成２２年度から、汗かく農業者支援事業やじげの職人支援事業、地域振興協議会を事業

主体とした地域奨励作物支援事業など、さまざまな支援事業を創設し、自立可能な農業施策につ
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なげている状況でございます。

いずれにしましても、国の掲げる方針に大きく左右される南部町の農業実態ではありますが、

法人、団体、認定農業者、兼業農家とあらゆる形態の経営に対応できるように、県や普及所と連

携をとりながら、施策の充実を図っていけるよう取り組みたいと考えております。南部町の限ら

れた農地を大切な財産、貴重な資源として重要性を再認識し、自立でき、持続可能な農業施策に

つなげるように取り組んでまいりますので、御理解をお願いいたします。

次に、新規就農⋞就農⋞後継者に町独自の助成制度を求めるという質問でございますが、南部

町では国と県の新規就農、後継者支援の制度を活用し、実施者の状況と今後の営農形態を把握し

て、事業を選択し、実施しております。平成２３年度の状況を説明いたしますと、就農１年目と

４年目の新規就農者を対象に、国の補助制度であります経営体育成支援事業と、県の補助制度で

あります就農条件整備事業を活用し、就農に必要な機械の購入費を助成いたしました。このうち、

就農１年目の就農者については、県の補助事業であります就農応援交付金を活用し、交付金の助

成を行い、就農初期の経営安定への支援を行いました。また、平成２４年度は、国の新たな制度

として、青年の就農促進と就農後の定着を図るために、就農前の研修期間において、最大２年間、

また就農後の最大５年間、年間１５０万円の給付金を給付する青年就農給付金が設立されており

ます。新規就農者については、それぞれ就農されたときの条件が違うために、給付要件を満たす

かどうか、今後個別に確認を行い、給付を行う予定となっております。

いずれにしましても、営農される個人の生活を左右する重要な支援でございます。経営の応援

として補助金が必要なのは理解できますが、最終的には個人努力によって営農されるわけでござ

います。個人の掲げた計画⋞目標を達成する一つの手段として、事業や制度を活用していただき、

十分支援したいと考えておりますけれども、現在の状況におきましても、国や県の制度、体制に

ついて、かなり拡充されておりまして、町独自の助成制度を用意せずとも、新規就農された方に

おいて、確実に目標を達成できる支援はできていると考えております。

次に、町政に対する要望の決定方法についてでございます。過去５年間の町政に対する要望の

主なもの、また要望に対して回答はどのようにしているのかという質問でございます。平成１９

年から平成２３年までの過去５年間に、町にいただいた要望は、毎年４００件前後で推移してお

りまして、その総数は、新規、継続合わせて１，９５３件でございます。その中で主なものは、

建設課所管のものでは、道路の拡幅や舗装、修繕、側溝の整備、除草や樹木の伐採、橋の修繕、

除雪などがございます。また、企画政策課所管では、カーブミラーの設置や修繕、道路標識の設

置、信号や横断歩道の設置、バス路線の拡大、バス停の設置や修繕などがございます。町民生活
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課所管のものとしましては、防犯灯の設置や、ごみの収集と分別に係るもの、不法投棄の防止策

を求めるものなどがございます。

これらの回答については、町政に対する要望の取りまとめにつきましては、地域振興協議会が

発足しました平成１９年度から、地域振興協議会を通じて取りまとめを行っていただいておりま

す。地域振興協議会並びに未加入集落に、町政に対する要望の取りまとめを御案内する時期は例

年８月でございます。これを受けて、各地域振興協議会では、各集落から要望を出していただき、

現地の確認などの作業を経て、町へ提出いただくのが１０月の末です。町ではいただいた要望を

それぞれの担当課に振り分け、国や県が所管するものは国や県に送り、その回答を求めます。町

が所管するものについては、要望をいただいた年に実施できるものは、その旨、振興協議会と集

落に御報告して、年度内に実施いたします。要望いただいた年度に予算がないものは、１２月ま

でに各担当課が次の年の予算を要求します。緊急を要するものについては、例外的に補正予算で

対応する場合がございます。各地域振興協議会に対して次の年度に実施するかどうかの回答は、

国や県所管のものとあわせて、新年度の予算案が確定します２月から３月に行います。ただし、

３月議会で承認をいただき、４月の新年度にならないと、いただいた要望事業として実施するこ

とはできませんので、その旨は回答の際に御説明をしております。振興協議会に未加入の集落に

つきましても、以上御説明しましたとおりの手順を経て回答をしております。

また、継続して要望いただくものにつきましては、継続要望として管理し、毎年の回答の際に

実施の可否について、新規要望とあわせて回答をしております。

町政に対する要望につきましては、町民の皆様から回答や実施が遅いのではという声もお聞き

することがありますが、町が要望いただいてから、現地の確認、予算づくり、国や県との調整な

どに加え、役所の予算と仕事が年度で区切られているために、調整に対する要望についての流れ

がこのようにならざるを得ないことを御理解いただきますようにお願いいたします。

次に、優先順位ということでございます。町政に対する要望については、限られた予算の範囲

内で効果的に実施することが求められます。その中でも、人命にかかわることや、緊急性を要す

るものについては優先的に対応しております。また、町に対する要望はどのようにして取りまと

めているかという質問でございますが、これは先ほどお答えしたとおりでございます。

軽微な要望について素早く対応する課を設置されたいということでございますが、このような

動きは１９６４年に千葉県松戸市で始まりまして、全国３００程度の自治体で取り組まれてきま

した。近年、要望内容が変化し、行政で取り組むようなものでないものがふえたり、行政改革の

流れの中で、それぞれの担当課ですぐに対応すれば十分に可能であることなどの理由から、ほと
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んどが廃止となっているようです。

本町では、現在の皆様方からの要望については、振興区で取りまとめていただき、振興区の範

疇で取り組めるものは振興区で迅速に対応していただくこととしています。また、振興区に参加

しておられない集落や振興区での対応が難しいものについては、要望をお聞きした時点で、現年

度での予算で対応可能なものであれば、速やかに各課で対応することとしており、また予算措置

が必要な場合についても、緊急性が高いものについては補正予算での対応としているところでご

ざいます。したがいまして、特別にそのような課を設けて実施するということは考えておりませ

んので、よろしくお願いします。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） ３番、雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） それじゃあ、順次質問してまいります。

今、町長の方から、米価、それから生産費、所得について答弁がありました。この中で、総体

的に町長は戸別補償制度も実施されているので、大体賄えているというような答弁でございまし

た。じゃあ、逆に聞きますけども、町長として農業所得、農業の専業で、例えばやろうとすれば、

今所得が２０年度から変更になったんで、中国管内でということですが、農業所得が７９万３，

０００円、２０年度が。２１年度が８２万円、２２年度が７８万４，０００円、この所得につい

て町長はどのような見解を持っておられるのかお聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。先ほども申し上げたとおりでございますけれども、

生産費と米価の差は、戸別所得補償制度で埋め合わせをしてもなおまだ穴があいておるという状

況でございますから、決して所得がいいとか高いとか思っているわけではございません。農地の

維持管理をしていくぎりぎりの線だなという思いでございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 町長は、農業、農地を維持していくのにぎりぎりの線と言われま

すけども、私どもからしてみれば、ぎりぎりの線というよりは、かなり低いという認識を持って

おります。

６月の３日にＴＰＰを考える集いを町主催で開催をしていただきありがとうございました。そ

の中で、鳥大の副学長の小林先生が農業、一般的ＴＰＰはもう非常に論議をしておりますので、

この中で先ほども町長が言われました農業の多面的機能が、これは数字が大きいんでちょっと理

解しにくいんですが、合計で約８兆２，２２６億円、そういう試算が出ているそうでございます。

やはり、今一番農業で問題になってるのが、平地の方はある程度見回しても、稲が植わっており
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ますけども、やはり中山間部に行きますと、非常に耕作放棄地が目立ちます。そこで、耕作放棄

地に、これも資料なんですが、遊休農地等で１．７ヘクタールを再生をしたということでござい

ます。この再生をするためにも、非常に私も約１件、国の施策を利用いたしまして約１１アール

を再生していただきました。この金額を見ますと、約１反を造成するのに約８０万円、とてもだ

ないが個人でできるような、８０万円といったら、今の農業所得と匹敵するような、１０アール

を再生するのに８０万円かかるということですので、やはりいかに一たん荒れてしまえば、お金

がそれくらいかかるということでございます。

それでちょっとお聞きいたしますけども、戻りまして、先ほど私が申し上げました担い手の育

成、強いて言えば、ふえているのが、同等かふえている、法人はずっと多分福成と寺内法人で、

これは同じだと思います。ただ、心配しますのは、個人の担い手が平成２２年から２３年度は２

４から２０に減っている。それからあと、同等か減っている現状がございます。これの原因はど

のようなとこにあるとお考えか町長の見解を伺います。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。まず、減っている原因ということでござい

ますが、認定農業者の方でございますけれども、水稲のほかに果樹とか、葉たばこ、こういった

作付をされていらっしゃった方が２２年度にはいらっしゃいます。しかしながら、２３年度に廃

作をされたりとかおやめになった、そういった方々がいらっしゃいます。したがいまして、２４

から２０に減ったという数字の推移でございます。

それから、認定農業者、個人の意欲ある農業者の方ということで、２２名ということで２３年

度実績があるわけですが、１６０アール以上、こういった方々をある部分、そういった意欲ある

農業者ということに位置づけさせていただいておりますので、そういったあたりで作付面積が下

回ったので、原因の数値に至ったというふうに認識をいたしております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 今、産業課長の方から作業形態というか、経営形態が変わったん

で、２２年度から２３年度に減ったという答弁がございましたが、平成２４年度の計画を見ます

と、個人の担い手は２５、それからふえております。あとは同等か同じで。それと、まだ認定農

業者、意欲ある生産者、これも計画、逆にこれは減っている。片一方の方はふえている。この辺

の差というか、片一方はふえて片一方は減っていると。この辺はどのようになっているでしょう

か。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

－６１－



○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。認定農業者の数がふえて、個人の意欲ある

農業者の方の数が減っているということでございますが、これはあくまでも認定農業者の方、年

間１，９００時間、それから年間の農業所得が３５０万円以上、こういた方々が認定農業者に位

置づけられるわけですが、そういった認定農業者というそういった位置づけに、こういった個人

の意欲のある方々にぜひなっていただきたいと、そういう思いからこういう数字になっておりま

す。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 認定農業者になっていただきたい思いということですが、じゃあ、

具体的に町としてどのような方法、施策をもってその担い手になっていただこうとしているのか

伺います。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。まず、こういった方々への農地の面的集積、

こういったことをぜひ行っていきたいというふうに思っております。こういった意欲のある方々

に農地を集積をいたしまして、効率ある農業経営をしていただくことによって農業所得を上げて

いただく。そういった先ほど申しました１，９００時間、３５０万、こういった目標に向けて頑

張っていただきたいと、そういう農地の集積、こういったところを応援をしていきたいというふ

うに考えております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 以前、認定農業者を含めて、町の方に白紙委任をして集積をする

という話があったと思いますけども、それの進行状況についてお聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 農地の集積ということで、円滑化団体が、今、町になっているわけ

でございますが、１０年間の白紙委任をして、利用権設定を行っていくということでございます

が、残念ながら２３年度につきましては白紙委任はございませんでした。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） やはり、何が、白紙委任のなかったネック、原因か把握か何かし

ておられればお聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。ネックということになるのかどうかわかり

ませんが、とりあえず白紙委任をされてはどうでしょうかというようなお話はさせていただいて
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おります。ところが、まだ元気があるから、やれるなかいは自分でやるけんということで、とり

あえず白紙委任については保留といいますか、考えはあるんだけれども、今のなかいは自分でや

りたいからということで白紙委任までは至っておりません。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ということは、先ほど２４年度の計画で、認定農業者を面的クリ

ア、それから今の収入クリア、いろいろありますけども、２０名から２５名に増員というか、ふ

やしていくというのはなかなか、可能な数字でしょうか。目標なんで、あくまで目標だ言われり

ゃそれまでなんですが、どのようにしてその辺をされようとしてるのかをお聞きしたいと思いま

す。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） あくまでも目標という数字ではございますが、ただ２４年度、本年

度から人⋞農地プランというプランの作成が地域で行われます。これは新たな地域、集落での農

業の新しい経営体、そういったところを皆さんで話し合っていただくというプランづくりであり

ます。そういった中で、そういった認定農業者になっていただけるようなそういった方々が必ず

や浮上してまいるというふうに思っております。そういった意味合いを込めまして２５名という

数字を上げさせていただいております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ここに、これは意欲ある農業者の名簿が上がっているんですが、

たしか認定農業者の面的要件は２ヘクだったですかいね、南部町の場合、ちょっと数字は忘れま

したが、２ヘクか４ヘク。当初は４ヘク以上だったけども、今２ヘクぐらいに減ってると思いま

すが、この中で２０数名おられますけれども、ほとんどの方が２ヘクか、２ヘク以上が９件ござ

います。先ほど課長が言われました地域で話し合いをして認定農業者にすれば、この方たちがな

っていただければ、十分可能な数字かなとは思うんですが、その辺になかなか認定農業者になら

れないとこになぜかなという。

というのは、やっぱり認定農業者になっても余りメリットが、直接的なメリットがないという

のがあるんじゃないかと思います。じゃあ、認定農業者を進めていくからには何かのメリット、

資金とかいろんなメリットはありますけども、直接的なメリット、どのような認定農業者になれ

ばメリットがあるか、ちょっとあれば教えていただきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。町の実施しております担い手規模拡大促進

－６３－



事業、こういった事業がございます。これは３年以上賃貸借の利用権設定をしていただきますと、

１０アール当たり４，０００円、認定農業者の方に交付をするというそういった事業もございま

す。それから、先ほど申しました人⋞農地プランですけれども、これ認定されますと、スーパー

Ｌ資金の利子が５年間だったと思います、無利子になるというようないろいろな認定農業者のメ

リットというものがございます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 今、産業課長の方から認定農業者に対してのメリットなんですが、

利用権設定をして、１０アール当たり４，０００円、それからお金を借りた場合に、利息ですね、

元金じゃないですね、利息の補助があると。それぐらいしか今のところメリットがないと。では、

なかなかやはり認定農業者までなって、これは認定農業者になるにも非常に、農業経営を所得で

３５０万でしたっけ、３５０万になろうと思えば、計算上出ないんですよね、なかなか。１０ア

ール当たり、さっき農業所得が七、八十万。これでやろうと思えば５ヘク。３５０万を超えよう

と思えば、５ヘク以上、最低限やらなければその３５０万になりません。ということになれば、

認定農業者にはなかなか、所得の面でなれない、計画もつくれないということですので、だから

難しいんで、４番目の方にいろんな新規就農とか、就農、それから後継者に対して町独自の助成

をということも上げております。

やはりそうしないと、認定農業者になってくれ、なってくれといっても、今特に果実、水稲も

なんですが、水稲はある程度生産組合等ができておりまして、寺内しかり、それから福成いろん

なところ、これほとんどは水稲なんですが、大体できておりますけども、やっぱり果実の方が非

常に何か、最近後継者がいないということで、私も１回選果場に出たんですが、大分前にも質問

したと思いますけど、何ぼでもあいとるよと、カキ畑、ナシ畑が。逆に言えば、できないからも

う伐採しようかというような方もございます。その辺について、何か町として。

今回、葉たばこの廃作者については、これも多分県の事業の絡みだと思いますけど、県が３分

の１とか６分の１ですね。やはり県がすれば、先ほど町長おっしゃいました、国、県がすれば町

もそれに倣って、倣ってって言ったらおかしいですね、追随してやるということですけども、そ

れ以外に私が求めているのは、何か後継者対策として、後継者、新規就農者、就農者に対し、ま

たは、それから先ほども同僚議員の質問にあったんですが、高齢者率が３０％を超えたというこ

とから、年金もだんだんだんだん支給がおくれて、ほとんど私たちの年代だともう６５歳ぐらい

からでないともらえないということになっております。そうすれば、やはりそれまで高齢者、退

職をして、今新聞にも出ておりましたけども、高齢者社会白書ということで、高い就業継続意欲、
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高齢者社会はです。非常にやはり６５歳、高齢者というのが６５歳かいうかどうかちょっと私も

疑問なんですが、統計上はどうも６５歳以上を高齢者扱いしておりますので、６５歳としておき

ます。平成１７年２３．３％ですが、ひとり暮らしの高齢者が１０年に４７９万人となり、５年

前に比べ９３万人ふえたと。高齢男性の１０人に１人、同女性の５人に１人がひとり暮らしとな

り、高齢化の進展と課題が明らかになっていますという。

この中で、高齢者の就労関連では、いつまでも働きたいのか、高齢者に聞いた意識調査を紹介。

７０歳以降まで、または働けるうちはいつまでとの回答が７割に上がったということです。やは

りたとえ、年金のこともあるかもしれませんけども、全体を回してみれば、高齢者でも元気な方

がおられます。やはり高齢者が収入を得て、年金プラス農業収入等ができるような施策の考えは

ないか伺いたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。二部地区において、その実態調査を行っておられま

すが、その実態調査の結果によりますと、高齢者の方が年金をもらいながら、もう少し所得が欲

しいと、収入が欲しいという結果が出ております。大体これは、島根県の中山間センターがやっ

たものと大体同じ傾向でございまして、年金をもらいながら、年金だけではちょっと足りんと。

３万とか５万とか、それだけの収入があとあればいいのではないかというようなアンケートの結

果が出ておりまして、町の方では、結局３カ所あります直売所、それからアスパルの方に出れば、

これは車を運転せんと出んわけですけれども、そういう直売所などの支援を通じてそういうこと

を進めているわけです。販売を目的とするというその１文字であります。販売を目的とする、例

えば従来は対象にならなかった小さなハウスでも、これは対象にしましょうというような支援措

置を持っております。販売を目的とするさまざまな取り組み、そのことについてしっかり支援を

していこうということで臨んでおります。

それからまた、言っても、中山間地の素手ですべてやるのはこれは大変でございまして、やっ

ぱり機械の導入というようなことも必要ではないかということで、機械を導入すれば資格も必要

だと、免許も必要だというようなことでございまして、そういう資格の取得や免許の取得にも支

援をするようにいたしております。そういう施策で、年金をもらいながら農業をやっていただく

皆さん方への対応は果たしていきたいというように思います。

それから、先ほど認定農業者には余りメリットがないのではないかということですけれども、

すべての大体施策が国や県の大きな施策は、基本的には認定農業者を目標にして、想定しながら

取り組まれております。したがいまして、農地の集積も、あるいは補助採択の要件も基本的には
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認定農業者最優先でございまして、そういう、ある程度選んで、特定して施策を集中的に、効果

的にやっていくということがなされておりますので、決してメリットがないのではなくて、私は

認定農業者になれば、それなりの優遇施策はいろんな場面で受けることができると、このように

思っております。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ちょっと１点、平成２４年度のいきいき農業塾が閉め切りが５月

の２５日締め切りでされております。これについての状況をちょっとお聞かせ願いたいと思いま

す。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） いきいき農業塾でございますが、今現在２２名の参加をいただくこ

とになっております。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） わかれば、例えば男女別比率とか、年齢比率まではわかればいい

んですが、わからなければそれはそれで２２名。私が思うに、結構あったなという感じ。とらえ

方が違うかもしれませんけども、役場では少ないと見とられるのか、２２名いて。私は結構あっ

たなというぐあいに思っております。

それで、先ほど町長はいろんな町として助成をしている、例えば販売を目的とするということ

ですが、あの中にビニールとか本体はするけども、ビニールのかけかえにはしないよと、補助は

しないよという項目がございます。それはなぜされないのか。やはりこういう台風が来たり、こ

のごろはよく台風が来まして、非常にハウス等のビニールが破損するケースがふえております。

それについて再考のお考えはないでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。とりあえず、県の災害の補助というものが

網かけ施設の網の破れとかビニールの破損とか、こういったものには県の災害補助もございませ

ん。したがいまして、町としても、現在のところ補助していないというのが現状でございます。

以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ですから、やはり県がないからやらない、県があればやるんじゃ

なくして、そんなに私、ビニールのかけかえ工事が何百万もかかるような、全額出していただけ

れば、それは非常にいいんですが、多分町の補助基準とすれば、最大で大体２分の１じゃなかっ
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たかなと思います。少なければ３分の１。ですから、そのような補助をぜひとも町長これを、今、

産業課長から、県のあれにないんで、町としてもやってないということでしたけども、ぜひとも

町長、これ、やはり農業生産を再生していくためにいろんな、もう破れたけんじゃあやめるわと、

今までしてきたことが何もなりませんので、破れたけん、もう補助がなかったら、かかるんで。

ちょっとその辺、どうでしょう町長、そこの辺ちょっと見解あれば。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。ハウスでございますけれども、ハウスは施設園芸と

いうことで、農業共済事業をやっております。したがいまして、共済に加入なさって、適切な管

理をしてなお破れれば、共済金で補てんをするとこういう仕組みになっております。したがって、

まずそこに入っていただくということでございます。管理が悪いのもいいのも、すべて押しなべ

て、破れたら補償せえというようなことでは、いろいろまた御批判もいただくようになると思い

ます。したがって、適切な管理をしてなお、破損したものについては共済で補てんをし、という

のが原則であります。再生をすると、共済金をもらってかけ直すというのが一つのルールではな

いでしょうか。

ただ、そうはいってもそういう手続を踏んでいたけれどもなお、大きな被害を受けたというよ

うなことについては、これは再検討をしてもいかなければいけないのではないかと思います。一

般的な話を今させていただきました。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） このビニールハウス等については、その辺はまた農業共済との絡

みもあると思いますので、ぜひとも、町長からは５割程度ぐらいのいい返事をいただいたかなと、

最終的には１００％は、最後に何か逃げられましたんで、思っております。

それでちょっと紹介をしておきたいと思います。この今の就農関係についてですね、和歌山県、

これは県なんですが、端的に、最終的には県で就農するのが要件でございますけども、露地野菜

なら１０アール以上、施設野菜なら５アール以上を耕作することが支援の条件で、最大１００万

円までやるということで、非常に県がこれは後押しをしているということです。

これは農業新聞なんですが、先ほど私が言いました国の支援型と町村の支援型で、ここもこれ

は村支援型というぐあいにしておりますけども、研修期間が１年間で施設園芸を技術を学ぶ者に、

研修修了後は村で独立就農するのが要件、給与は研修手当は月１０万４，０００円で、村が独自

にやっているという例もございます。

それとこの間の、ちょっと私これ、なかなかおもしろい、先ほども果樹のところで申し上げた
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んですが、南部町も非常に果樹の後継者がいないということで、鳥取中央のナシのモデル団地で、

リース方式で担い手育成をやっているということで、これ、結構何か、中身はいろいろ書いてあ

るんですが、やはりこういうこともやり方によっては、せっかく南部町はナシ、カキの非常にい

い町ですので、ぜひともなくしてはいけないというぐあいに思いますので、やっぱりいろんな面

から検討をされて、していただきたいなというぐあいに思います。

次に、ちょっと時間がなくなりましたんで、町政に対する要望事項で、振興協議会を通じて出

しているということで、私が一番心配したのは、回答の中に、一番問題に思ったのは、調査をし

検討をしますという回答なんですよ。調査をし、検討します。というのは、先ほど町長は言われ

ました、これ、１０月末に出して、これの出たのが多分６月だと思います、今もらっているんで、

私ちょっとそれを。６月に回答書をもらって、調査をし検討しますという、これは回答にならな

いんじゃないかと思います。回答というのは、やはり要望書をもらって、調査をして、先ほど町

長は言われました調査をして、どうするか、本年度はできないとかできるとか、予算。６月です

から、もう３月末で予算が通ってるんで、予算がないんでできないならできない、２４年度にな

らないんで、２５年度ぐらいになりますよとかそういうのならいいんですが、何か、調査し、実

施については、道路維持修繕の予算の範囲内で検討します。下も全部、道路関係は全部予算の範

囲内で検討します、検討します、検討します。検討しますという回答をもらってみたって、町民

は、今から検討するんですかという話になるんじゃないかと思います。だから２４年度の今から

検討といえばもう、今要望出してから、かれこれ１年に近づこうとしております。そこでまだ検

討の段階なんでしょうか、ちょっと端的にどのようなことなのかお聞きしたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。その回答をしたのは６月ではございません

でして、もう少し前かというふうに思っておりますけども。それの書き回し、書き方が、予算の

範囲内で検討するというふうに、何かまどろっこしいようなことを書いておりますけども、結局

のところは、その段階ではまだ実地の数量といいますか、舗装の面積とか、側溝の長さとか、要

はどんだけのお金がかかるかというのを個別に全部調査した段階ではございませんので、あくま

でも気持ちとしては予算がある範囲でなるべく行いたいということなんですけども、それを掲げ

てしまいますと、できなかった場合にはうそをついたということになりますので、そういうよう

な表現になってるということで御理解いただきたいというふうに思います。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） 私の聞くところによりますと、地域振興協議会からもこういう回
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答をもらっても回答にならないということで、何か再度回答を求めるというようなことを聞いて

おりますが、その事実はどうでしょうか。

○議長（足立 喜義君） 建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。そのような再回答ということはございませ

んで、実際にはその一つ一つの現場を振興協議会の役員の皆さんと一緒に職員が見て回ります。

その段階で、極端に言ったら、できるできないというのもある程度お話ししながら、それこそ言

われましたように、ちょっと規模の大きいのなんかは、事務局の方では改良系だという言い方を

しておりますけども、測量まで伴う、まして用地まで伴うというようなものにつきましては、翌

年度でお願いすることになるかもしれませんというようなお話はしながら、調査を実施するとい

う格好にしておりますので。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） じゃあ、この回答書はいつ出たなんでしょうか。ちょっと日付が

ないんで私、一番最近、これは説明があったのは６月に、５月か６月に説明があったんで、それ

でこの間の説明では、再度もう一回、私天萬区なんですが、天萬区の区長は再度出すんで、もう

一回出るかということを言っておりましたけども、それについては間違いということですか。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。雑賀議員のお尋ねにお

答えします。２４年度に実施する事業についての要望は、２３年度に御案内と集約、そして回答

を行っておりますが、その回答を行いましたのが、平成２４年の２月１４日に各協議会に回答を

いたしております。ちなみに、協議会からちょうだいいたしておりますのは１０月末でございま

す。以上であります。

○議長（足立 喜義君） 雑賀議員、時間が少なくなってきましたのでまとめてください。

雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） じゃあその回答を振興協議会が、じゃあ天萬区長が８月に再回答

すると言ってるのは、どの辺、ちょっと余りにも時間たってますが、ちょっといいですか。２月

に回答したの、これも。

○議長（足立 喜義君） 企画政策課長、谷口秀人君。

○企画政策課長（谷口 秀人君） 企画政策課長でございます。先ほど専門員が申し上げました回

答については、２月に振興協議会の連絡会でさせていただいております。その際に、今、議員の

御指摘ありましたような表現が非常にあいまいといいましょうか、わからんということがござい
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ました。その際に、私どもが申し上げましたのは、８月ごろに再度２４年度の要望につきまして、

中間報告をまとめさせていただきながらお示しをしたいということを申し上げましたので、２４

年度の要望については、８月ごろに改めてこの進捗状況、もちろん検討して、これはできるのか

あるいはできないのか、いつごろになるのか、こういったものを中間報告としてまとめさせてい

ただくものを提出をさせていただくというようなことを申し上げましたので、多分そのことでは

ないかと思います。以上です。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） ということは、逆に言えば、振興協議会が、まあ、聞いてみんと

わからんですが、２月２４日に出して、この間まで約４カ月も報告がなかったというぐあいに理

解せざるを得んですね。

○議長（足立 喜義君） 地域振興専門員、長尾健治君。

○地域振興専門員（長尾 健治君） 地域振興専門員、長尾でございます。各協議会では、２月１

４日に町の方から回答しまして、速やかに評議委員会、それから各部の役員さんにも回答を報告

なさっておるというふうに伺っております。ですから、長期にわたって協議会が放置されてきた

ということではございません。以上であります。

○議長（足立 喜義君） 雑賀敏之君。

○議員（３番 雑賀 敏之君） それについてはちょっとまた調べてみたいと思います。ただ、こ

の中でちょっと私気になったのが、２３年度中に実施しますとかあるんですよね。これ、２３年

度中に実施します、しましたとか。その辺、内容が非常に、伝え方ですね。先ほど言われました、

ちょっと字句についてまずかったということでしたよね。だからもうちょっと、やはり同じ回答

を出すなら、２月に出されても、もうちょっと、どっちみち３月決算が済まないと予算がつかな

いんで、できるならばもうちょっとみんなが納得できるような回答の方法をしていただければと

いうぐあいに思います。以上で私の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 以上で３番、雑賀敏之君の質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） ここで休憩をします。再開は４時５分であります。

午後３時４５分休憩

午後４時０５分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。
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続いて７番、赤井廣昇君の質問を許します。

７番、赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） ただいま議長から一般質問の許可をいただきましたので、質問さ

せていただきます。

まず、民主町政と住民投票条例についてお伺いいたします。これは、坂本町政への合併８年を

迎えておりますので、そういうことを踏まえまして、いろんな総括のような形での質問をさせて

いただきたいと思います。

質問の趣旨及び背景でございます。さきの３月議会で、皆様も既に御承知のとおり、否決され

た議案の問題、ゆうらくの土地売却について、議会の判断にクレームや疑問があると多くの方々

からいろいろ町の考え方について指摘されております。周知のとおり、ゆうらくは町が土地を購

入し、施設を南部町落合４７８番地の１に建設した特別養護老人ホームでございます。ゆうらく

が建設された１万４，４３１平米の町有地を伯耆の国が経営拡大を図り、法人運営の安定化と自

立を支援することで、介護サービスのより一層の向上を図るとの理由により、一金１億７，１５

５万円約の金額で売却を決定したものでございます。これは民法１０８条に定める双方代理契約

に抵触しないよう巧みに処理されたように思います。しかも、法的に問題がないとしても、非常

に町民の理解を得ることが問題がある懐疑的な事案であり、道義的にもいかがなものかと思いま

す。今後の町の発展に同様な問題が提起されないよう、以下３点について質問いたします。

まず１番目には、くしくも他市町村でも施設建物等の売却事例はございますが、土地を売却の

事例は聞いておりません。今までの指定管理で何も問題ないものをなぜ急に、このたび一社会福

祉法人伯耆の国に公益を損なう町財産の土地を売却したか、住民が納得できる正当な理由がある

のか、明確な説明を求めたいと思います。

２つ目でございますが、このたびの町有地売却は、民法第１０８条にうたう双方代理に該当す

るので、抵触しないよう土地取得に当たり画策されたように見えます。指摘を免れるため、意図

的に町長が理事長から降職される人事があったように思います。社会福祉法人伯耆の国理事長か

ら町側に、売買について申し出に基づく提案があり、合法的な契約であり、法律的に違反もない

とするもの、考えは理解ができません。この町民の不満や憤りに対し、町民が理解したと考える

理由について御所見をお尋ねいたします。

３番目でございますが、言うまでもなく町議会議員は二元代表制の中で権利行使ができており

ます。このたびのような問題は、議員個人の主観で判断することは非常に困難をきわめます。町

有財産の処分等について、慎重で厳正な処分措置が求められます。また、売却して問題がないと
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する町行政の見解に無謬性はないのか非常に微妙で困難な事案でございます。積極的な住民自治

の推進が推奨される時代であり、古き時代の押しつけ、民はこれをゆらしむべしこれを知らしむ

べからずでは町民は納得しません。申し上げるまでもなく、議会議員もすべて白紙委任されたも

のでもありません。謙虚な反省の上に立ち、町の将来にかかわる重大な問題や町の公益にかかわ

る問題は、故事来歴にあるように万機公論に決すべしが妥当であろうと思います。住民投票の結

果を参酌し、議会判断することが賢明な措置と考えます。これこそ町民自治の原則であり、それ

が時代の要請でございます。それを確認し、積極的に取り組むことが不可避であります。たびた

び前向きに取り組まれることを建言しておりますが、ぜひ開かれた民主町政施行されることを望

み、改めて町長の御所見を問うものでございます。

以上、壇上での質問を終わります。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 赤井議員の御質問にお答えをしてまいります。

３月議会で十分説明をいたしまして、納得の上、議決をいただいたものと思っておりますけれ

ども、どうもそうではないようでございますので、再度詳しく説明をさせていただきますので、

議決をいただいたものでございますけれども、納得していただきたいと思いますので答弁をさせ

ていただきます。

まずゆうらくでございます。これは昭和４５年８月に鳥取県下最初の特別養護老人ホーム有楽

苑として設置された西伯特別養護老人ホームがその前身となっております。開設当初から県立、

町営で運営しておりました。平成２年にその名称を西伯有楽苑に改め、より地域に開かれた施設

として地域福祉向上の中心的な役割を担ってきております。

施設の老朽化が進むとともに、より高度な介護内容の要求に対応するために、平成１１年に鳥

取県から施設の建てかえ、移管について協議を重ねてまいりました。施設の改築問題と並行した

ように、施設の運営状況も人件費が増大し、経営改善を検討しなければならなくなりました。平

成１１年度から介護職員の正規採用を見送り、人件費の抑制を実施して改善努力をしました。平

成１２年度には、介護福祉施設としての認可を受けるとともに、運営状況も改善されました。介

護保険制度化の運営見直しの不明確な部分もありましたが、１３年度には経営自体を県から町に

移管し、翌１４年度には建物の譲渡を受けて、完全に町営施設として運営を開始しております。

この当時、１００名定員のうちの、利用者でございます、約半数の方が町外のお方で占めてお

られましたので、全額町費を投入できるのかということも乗り越えなければならない大きな課題

でございました。施設の改築は１３年度に国と県から改築事業認可を受け、１４年度に施設建設
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を行いました。１５年の３月に完成したということでございます。特に厚生労働省から認可を受

けた公共事業としては、全国初の単位型特養、個室ユニットを取り入れて、全室個室化するなど、

施設の充実を図りました。施設は１５年４月に完成し、名称をゆうらくとしました。そしてゆう

らくの運営は独立採算で行うために、社会福祉法人に移しかえることとして、在宅サービスを提

供してこられた西伯町と会見町の社会福祉協議会のヘルパーさんや、地方公務員として老人ホー

ムにお勤めの寮母さんにも退職をして、新しい法人に身分移管をしてもらいまして、設立した社

会福祉法人伯耆の国に管理運営を委託して現在に至っております。

法人設立の趣旨は介護保険制度の中で、良質で効率のよいサービスを地域住民に確実に届ける

システム構築が目的でありましたが、その目的は達成できたと思っております。伯耆の国は、現

在健全運営がなされておりまして、施設と在宅、地域との連携、予防機能の発揮、法人利益の地

域への還元、保育園の指定管理など、行政、地域住民との連携、協働による地域づくりに努めて

いただいております。

さて、ゆうらくの土地を譲渡するきっかけでございます。これはこれまで説明しましたように、

南部町内にグループホームの建設が必要となったことでございます。南部箕蚊屋広域連合管内の

認知症グループホームは、日吉津村に１８ベッド、伯耆町に１８ベッドで、南部町内にはこの施

設がございません。グループホームの必要性が高まっていたことから、これを伯耆の国の事業と

して取り組んでいただくこととしました。そして、建設のための用地を確保するに当たり、ゆう

らくの用地を購入したいと伯耆の国から申し出がございました。町は、伯耆の国に対して、見返

りがある出資という方法ではなくて、見返りがない出捐という方法で資金を出しております。出

捐という方法での資金の出し方は、裏を返せば法人設立後は、財政的支援をしないという立場を

とったという意味合いでもございますので、伯耆の国はそのことをよく理解され、設立から現在

まで、自主自立で安定した健全な経営をされております。

しかし、今後伯耆の国が人格を保有する法人として一層の責任あるサービス提供を目指すため

にも、さらには町が地域住民の生活の安定した継続支援を行っていくためにも、伯耆の国のさら

なる健全経営は不可欠でありますが、現在の伯耆の国は資産を持っておられない不安定な指定管

理者という立場での経営を余儀なくされております。現在の指定管理は、平成２６年３月末まで

が期限となっております。伯耆の国としてゆうらく施設を資産として持って、サービスの充実、

拡大を図ることは、安定経営をしていくために必要であり、設立の経緯からいっても、町はその

ための支援を惜しんではならないと考えております。伯耆の国が資産を取得し経営的に安定する

ことで、町民へのサービスの充実、拡大が図られると考えております。また２００名もの働く人
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々の汗にこたえる道でもございます。町として、町内の企業、団体、個人などを支援し、それら

の活動によって町の活性化を図っていくことは当然の責務でありまして、町のメリットでもござ

います。

町は、他の市町村の利用者のために町の税金を使うのかという批判もございまして、基本的に

町の税金は使わずに、ゆうらくの施設建設を行いました。また運営についても支援をしておらず、

逆に伯耆の国より、努力目標として毎年３，０００万円余りの寄附もいただいてまいりました。

今の指定管理の協定では、将来的には施設の大規模修繕は町が責任を持って行わなければなりま

せん。伯耆の国からは、建物を償却するまでに１０億円ぐらいは必要だろうと説明を受けており

ます。町も幾らかの税金の投入は必要でしょうが、最小限に抑えるために、譲渡できるときに譲

渡した方がよいと判断しています。伯耆の国として土地と建物の譲渡には合意をしていただいて

おります。ただ、土地と建物を一体で譲渡するのがよいのですが、グループホームの建設が急務

でございまして、まずは土地を売却する、建物は修繕について協議がまとまれば、議会に御説明

して承認をいただいてからということでございます。本年３月議会で、ゆうらくの土地売却の議

案を上程して御承認をいただいたのがこれまでの経緯でございます。伯耆の国が指定管理ではな

く、資産を持って真の自立をされ、安定経営の上でサービスの充実と拡充をされ、保育園の経営

から幅広い福祉の担い手法人に成長されることを町として支援していくことは、間違った施策と

思っておりません。

２つ目の質問にお答えします。私は、平成１５年２月に設立をいたしました伯耆の国の理事長

を務めてまいりましたが、昨年６月に任期満了による改選が行われ、退任をいたしました。赤井

議員は、民法第１０８条の双方代理に違反する行為はやめるべきであると。平成２０年１２月議

会の一般質問でも述べておられます。現在町の契約で、民法第１０８条の双方代理の禁止に該当

する契約は行っておりません。

さて、私は伯耆の国の理事長を務めてきた経緯は、今まで何回も御説明してまいりました。伯

耆の国は、西伯町と会見町が出捐していただいた１，０００万円の資金しか手持ちがなく、介護

報酬も３カ月おくれぐらいに収入されるというような状況でございまして、当初は資金繰りが大

変で苦労しました。銀行と交渉し、長期資金を借り入れることとしましたけれども、法人として

担保に入れられる財産は何もございません。銀行の御理解をいただきまして、坂本昭文が個人で

保証する変則的な形で、最終的には２億８，０００万円の資金を借り入れて運営をしてまいりま

した。いつも大きな責任を背負う形でプレッシャーになっておりました。理事長との兼職を批判

されるお方があり、その都度説明をしてまいりましたが、莫大な借金を抱え、その保証をしてい
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ることから、簡単に役員をやめられないという事情があったということでございます。借金が終

わるまでは、理事長職にとどまって責任を果たさなければと考えてきましたが、この間の健全経

営を見て、銀行さんは町長でなくても資金は融通しますよと言っていただきました。また、本年

３月に設立当初から頑張ってきてくれました参事が６０歳の定年で退職される年齢となっており

まして、引き続き法人運営をお世話をしていただく内諾を得ましたので、理事会にお諮りし、定

年のない理事長職を引き受けていただくこととなったのであります。私はまだ保証人になってお

る借金が一部残っているために、理事としてとどまらせていただいております。赤井議員の言わ

れますような土地売却のための理事長職の交代ではございませんので、誤解のないようによろし

くお願いいたします。

次に、住民投票条例を制定して、住民投票の結果を参酌して議会判断をすることが町民の自治

の原則であり、時代の要請であるとの件についてでございます。赤井議員が言われますのは、町

民の意見が反映される住民主体の町政に取り組むために、住民投票を行うべきであるという御意

見でございます。南部町では、町政の柱として住民参画で持続する町と地域のまちづくりを掲げ、

さまざまな施策を進めております。具体的には、御承知のとおり、身近なところで町づくりに住

民が参画できる場として７つの地域振興協議会が設立されました。振興協議会の活動を住民参画、

地域主権などの中核に位置づけて事業を展開しており、７つの地域振興協議会は、それぞれに特

徴的な活動に取り組んで大きな成果をおさめていただいております。

また以前は、区長会ということで、年に総会など二、三回の意見交換の場しかありませんでし

たが、今では毎月連絡会を開催し、会長、副会長さんに御出席をいただき、町政の報告や地域課

題を討議するなど、町民の御意見を集約して町政に反映できるように取り組んでいるところでご

ざいます。そのほか、町長と語る会を開催し、直接集落に出かけるなど、町民の方からの御意見

を伺い、町政に反映できる点は反映する前向きな姿勢で取り組んでおりまして、町民が主人公の

民主的で開かれた町の創造に向けて尽力をしているところでございます。

赤井議員が言われます常設型の住民投票条例制定の見解についてでございますが、まず常設型

の住民投票条例とは、案件ごとに議会が条例を制定する個別型とは異なりまして、あらかじめ住

民投票の対象となる事項や発議の方法などを条例化しておくもので、一定以上の署名を集めれば、

議会を経ずに住民投票を実施できるというものでございます。平成１３年４月に愛知県高浜市が

全国で初めて常設型の住民投票条例を施行され、鳥取県内では北栄町が平成２０年１０月から施

行、日吉津村ではこの３月議会で議決され、６月から施行されております。このようなことから、

それぞれの町の事情で、その町の重要課題について町民の意見を確認することは意義のあるもの
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であると考えているところでございます。

しかし一方で、慎重に検討していかなければならない課題も数多くあると考えています。具体

的には、１つ、住民投票の対象事項を何とするのか。２つ、住民投票の成立要件と投票率の関係

をどのように考えるのか。３つ、投票の資格者をどの範囲とするのか。４つ、投票運動の制限を

どう考えるのかなどが上げられます。また最も重要な問題として、住民投票条例に基づく住民投

票は、公職選挙法の規定を準用する地方自治法上の住民投票、または憲法上の住民投票が法的な

拘束力を有することとなるのとは異なりまして、その結果について、首長及び議会は、最大限尊

重することになると考えられ、拘束力を持たないことになると考えられることでございます。こ

れは、首長及び議会という間接民主制により町政を執行しようとすることが、現行法律上の原則

であり、住民投票による有効投票の賛否のいずれか過半数の意志は、町政を執行する上での意見

として尊重することにとどめられるべきと考えられるためであります。

したがいまして、これまで述べてまいりましたとおり、住民投票条例を制定するに当たっては

数多くの課題があり、これらをさまざまな角度から十分に検証を重ねる必要があると考えており

ます。

議員は、このたびのような問題は議員個人の主観で判断することは困難であり、住民投票の結

果を参酌し、議会判断とすることが賢明な措置であると言われています。このことは、二元代表

制との関係で整理しておく必要があろうと思います。私たちの地方自治制度の根幹は、代表民主

制でありまして、住民の意思の反映手段として住民の直接選挙で選ばれた町や議会が中心的な役

割を果たすことが前提となっておりますので、あくまでもそれぞれの立場でベストを尽くすこと

が前提であります。その上で、意見の隔たりが埋まらず、執行部も議会も困り果てて、町政が前

に進まなくなったような事態が発生した場合には、住民投票という手段も有効な決着方法と思い

ます。現在、町政において、困り果てて、住民投票により意見を確認するというような事案はご

ざいませんで、早急に導入する必要はないと思っておりますし、このたびの件につきましても、

町民の信託を受け、町民の代表として活動されている議員の皆様方の真摯な御審議をいただき、

結果、反対の御意見もありましたものの、民主主義のルールにのっとって、多数決で決定いただ

いたものであり、御指摘は当たらないと思います。

なお、鳥取県におきましては、県民参画基本条例の中で、常設型の住民投票制度について検討

中でございまして、新聞報道によれば、投票権は２０歳以上で、特定の住民、地域に関する事柄

や県の組織、人事、財務にかかわる事柄など６項目は除外するように進められております。県下

市町村の協力がなければできないことから、担当部局も西部町村会に来られて、説明をされまし
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たけれども、具体的な検討課題についてはこれからということと聞いておりますので、その議論

の過程や結果を十分に注視してまいりたいと考えているところでございます。県と市町村は連携

して福祉の向上を図っていく立場にあり、この件について足並みをそろえなければならないよう

な場面が出てくれば、その折には議会に御相談を申し上げようと考えておりますのでよろしくお

願い申し上げます。以上でございます。

○議長（足立 喜義君） 赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） るる御説明いただきましてありがとうございました。私の十分理

解不足の点もあって、このたびの質問となったということは十分認めますし、その辺については、

おわび申し上げたいと思います。ただ、私が言いたいことは、決して町長をおとしめようとか、

あるいは、そういうような何ていいますか、町長に対する信用を失墜させるようなことを私があ

えてあげつらって何かをしようということじゃございません。謙虚に本当に町民のための町政と

はどういうもんだろうかということを私なりに考えて質問したものでございますので、誤解のな

いようにまずお願いしたいと思います。

それでは、早速逐次質問させていただきたいと思います。これは、直接このたび私がこの質問

条項の中には上げておりませんでしたが、きょう、議会の冒頭で同僚議員さんの方から、町長の

３選出馬について質問されて、それについて町長の意思を確認されたという部分でございました。

それにつきまして、私もいろいろ関心を持っておりましたところ、先般６月の１２日の日本海新

聞の記事の方に、町長が後援会との方で話の中で、最終的に決断をされて立候補なさるんだとい

う記事は出ておりましたんですが、それがその中で、新聞記者さんの記事によると、ただ、その

出馬することについての町長のお考え等については何もないということだというように出ており

まして、私は正直言って驚いたとこでございます。これから本当に、最終的にはきょうの段階、

冒頭、議員さんの質問についてお答えになっておりますけど、その当時、１２日の段階では、少

なくても町を預かろうという人間が自分の思いを話すことがないなんていうことは、一般的に考

えられないことでございます。そういう点で、私は驚いたことと同時に、いかがなものかなと思

ったところでございます。まあ、それは今の最終的にきょうの本会議の１番の質問の中で、ちゃ

んとお答えになりましたが、でもそのあり方というものが私としては大変に、何か口惜しい思い

がいたしました。

といいますのは、大変に失礼な言葉だかわかりませんが、過去にずっと町長の町政の中、町長

が今るる述べられましたけど、町民の意見を十分に反映したり、町政にそういうお考えの中でや

ってきたっておっしゃいましたですけど、事実として、必ずしもそうだっただろうかという事実、
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疑問があります。その町長さんが大変ならつ腕であり、剛腕の町長だということは私もよく承知

しております、それは。でもやはり、本来、基本的には、町長が、言葉悪いですけど、独断と偏

見による町政でなく、やはり本当に町民の意見、あるいは、職員さん方の意見を踏まえた上で、

議会の方に提案でもしてこられれば、いろんな問題点も解決できるし、問題も出なかったんじゃ

ないかというぐあいに思うところたくさんあるわけでございます。私のこれは感じた主観でござ

いますが。

ちなみに、これは御本人さんからも言われたことで、許可をいただいておりますから、あえて

私申し上げますが、町長が町政執行に当たって、今までに職員さんの待遇等に、待遇といいます

か取り扱いについて、決して公平な形でなかったり、いろいろ問題点があったということで、町

長さんのもとで働いたことを、むしろ大変自分としては苦痛に思ったというような話も出ており

ます。これは個人の名誉の問題ありますから、名前等は申し上げません。ですが、町長が今御説

明なさったような形の、本当に公正で公平な町政が行われたとは私は思えないわけです。

そして、先ほどのゆうらくの件の方に返りますが、今、町長が御答弁なさったことを３月議会

の方にも話があって、私もこの記録しているわけでございますが、その中で、法人の自立と安定

経営の検討がされ、その結果、資産もない法人では自立も安定経営もおぼつかないとして、固定

資産の購入取得を決断し、あわせて運営の努力目標として町に納入していた利用目的の寄附金も

一定額を納付することで終了とするということでございます。町では、伯耆の国の方針を理解し、

自立と安定経営を支援していくこととしたということでございます。しかし、いろいろ調べてみ

ますと、若干疑問な問題が私としてはあります。これは町長がどういうような御答弁をなさるの

か、ちょっと私もわからないわけでございますが、ちょっと手元に資料がございますから紹介し

てみたいと思います。ちょっと待ってやってください。

先ほどの経営の安定等について責任を持たないけんというような形で町長は説明なさったわけ

でございますが、手元にもございます社会福祉法人伯耆の国の決算報告書第１０期、２３年４月

の１日から２４年の３月３１日という形の決算報告書がございます。この中を見ますと、人件費

の支出の欄でございますが、役員報酬として、２３年度８０４万９，０００円という形の役員報

酬が上がっております。こういう役員報酬、これは役員全員じゃなくて個人だろうと思います。

ここを見る限りは、理事長の退任慰労金だとか、理事長の６５０万円の増だというようなことが

書いてございます。これは昨年の６月からことしの３月までの１０カ月分の報酬のように聞いて

おります。そういうこと等々を見た場合、これが町の方が積極的に土地を売却したり、あるいは、

建物を修繕して、１０億ほどかけてと、町長さっきおっしゃいましたけど、そういう修繕までし
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てその伯耆の国さんの方に無償譲渡するというように今説明を受けたわけですが、そういうこと

から考えると、大変な矛盾を感じるんですよ。これだけの高額報酬が取れるということは、経営

の安定をしてると見て私は差し支えなかろうと思います。ですから、今、町長の御説明では、私

は納得できないわけでございます。

とりあえずその辺について御説明いただきたいと思いますが。安定経営を町長は支援していか

ないけんと言われたんですけど、現在がもう既に、先ほどもおっしゃいましたように、１年間３，

０００万からの寄附金をいただいたりしてきたわけですよね。それから、しかも現在２億８，０

００万からの剰余金といいますか、留意金というものを持っておられるはずでございます。そう

いう中で、今本当に経営が逼迫したり、あるいは、心配なさる向きがあるだろうかと私は単純に

思うわけですけど、その辺について町長、見解をお願いいたします。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。最初に報酬のことをおっしゃいましたけれども、こ

れは理事長の報酬だけではございません。伯耆の国には理事長もおられますし、それから理事も

おられます。それから、評議員さんもおられます。そういう方々のまとめたものが報酬としての

っているというように思います。理事長は、中途で理事長になっていただきました。本当は、役

場の職員だったわけですけども、役場に勤めておれば、３月まではそのまま勤められるわけであ

ります、６０歳になってもですね、わかりますかそこは。

○議員（７番 赤井 廣昇君） ええ、わかります。

○町長（坂本 昭文君） したがって、それも６月という中途のときでございましたので、３月ま

では今までお支払いしていた給与、その額を報酬としてお支払いした。ことしからは、大体基本

的に７掛けで頑張っていただいております、０．７掛けたものですね。在職中の給与に０．７を

掛けたものを報酬としてお支払いをしているというぐあいに聞いております。決して高いわけで

はないし、それから他の法人、このような社会福祉法人の報酬などと比較してみますと、もう格

段に安い。たくさんの借金を負って、２００人近い職員を責任持って雇用しているような法人と

しては格段に安い報酬で頑張っていただいていると私は思っております。

それから、資金が積立金があるというようなことをおっしゃいましたけれども、これは当然の

ことでありまして、積立金を持って、将来的なさまざまな備えをするということは当たり前の話

でありますと。積立金がない方がむしろ危ないわけであります。積立金のない方がむしろ危ない。

その積立金も、土地を購入すればそれだけなくなります。今、また新たにグループホームの建設

も始まります。これも２億ぐらいかかりますね。それから、最終的には自立して、いずれ建物が
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古くなって、建てかえをしなければならなくなります。そういうときに自分の力で建てかえをせ

ないけません。したがって、社会福祉法人の財務としてはまあ健全経営だとは言ってはおります

けれども、決して将来的に安心できるものではございません。したがって、土地、建物といった

不動産を持って、担保価値のあるものを持って運営を行っていくことがはるかにまた安定をした

経営につながっていくと、このように思うわけです。よろしいですか。

○議長（足立 喜義君） 赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） るるありがとうございました。御説明いただいたものの中身はわ

かりましたんですが、差し支えなければ、公職についているわけでございますから、公職といい

ますかそういう社会福祉法人さんの役員でございますから、７掛けというものの大体の金額とい

うものはどのぐらい報酬をいただいていらっしゃるもんですか。（発言する者あり）

○議長（足立 喜義君） ちょっと休憩します。

午後４時４７分休憩

午後４時４８分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。町長が理事長をしておったときにも報酬は出ており

ます。これは日額旅費みたいなもんです。出たときに幾らかということでございますから、まあ、

ささやかなものでございますが、今の理事長は常勤でございます。常勤でございますので、きち

んとした報酬をお支払いしておるということでございます。それは、町の職員の給与を大体考え

ていただければ想像がつくと思います。それの７掛けぐらいでお世話になっておるということで

ございます。（「議長、時間延長せんといけん」と呼ぶ者あり）

○議長（足立 喜義君） 本日の会議はあらかじめ時間を延長して行います。

赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 言われることはよくわかったんですけど、今も私申し上げました

ように、もし社会福祉法人さんで、確かに町の直接関与できないとこがあるのはわかっとるんで

すけど、参考までに、経営安定がどうだこうだの中で、一応理事長さんというものはどの程度の

報酬をいただいていらっしゃるのかがお聞きしたとこです。ですから、差し支えなかったら、大

体どのぐらいのもんだということを、７割ってものがどのぐらいのものかということを教えてい

ただきたい、私わかりませんから。
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○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） そういうことは、差し支えがございます。私の口からここでそういうこ

とを申し上げるわけにはいきませんので、直接聞いていただきたいと思います。

○議長（足立 喜義君） 赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 町の職員さんというものは公僕なんですよね。個人名を公表して

給料何ぼだということを私は尋ねてるわけじゃございませんので、あくまで管理職だったらこの

程度とかそういうことを言われれば、おおよそ７０パーだったらどうだっていうことがわかるん

ですけど、何も答えられないということはないと私は思います。（発言する者あり）想像できな

いから聞いているわけじゃないですか。（発言する者あり）だから、いい時期だから、管理職さ

んはどのぐらい取っていらっしゃるかということも参考になるんだと思いますから教えてやって

ください。

○議長（足立 喜義君） 大体、赤井議員、休憩はないですけど、給与表というもんはみんながも

らって、何号が何ぼということは議会の資料として今まで常に出ておりますけど。

○議員（７番 赤井 廣昇君） だけん、おおよそでいいから私は……（発言する者あり）

何をおっしゃってるのか私はちょっと理解できないんですけどね。

○町長（坂本 昭文君） 町の課長の平均給与ならわかると思いますよ。済みません、休憩。

○議長（足立 喜義君） 休憩します。

午後４時５０分休憩

午後４時５１分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

再度お願いします。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 済みません、ということですので、もうそれから先はあえて私も

質問はいたしませんが、だけど、非常に私は法人の理事長として町長は決して高くないとおっし

ゃいましたけど、私はそれ相当な報酬をもらっていらっしゃるんじゃないかということをこの表

を見たときに感じたわけですけどね。この、町長、決算報告書はいいかげんなもんですか。それ

なりにしっかりしたものだったら、それなりにやっぱり高い報酬を取っていらっしゃるというこ

とは否めないじゃないでしょうかね。安いと言われた根拠を私はちょっと理解できないんですが。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。私が聞いております社会福祉法人としての理事長職
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の報酬というのは、これは聞いた話ですよ、高い人は３，０００万円ぐらい取っておられるとい

うことを聞いております。３，０００万円取っておられる人や、１，０００万円でも取っておら

れる人から見れば、これは随分安い報酬であります。それから、１００万や２００万しか取って

おられん人から見れば、これは随分高い報酬だというように思います。結局、それは相対的な問

題であります、相対的な。安い人から見れば高い。高い人から見れば安い。一体全体、ではどこ

の辺に妥当な線があるのかということはやっぱり全国の社会福祉施設の報酬などを比較してみれ

ば、大体見当がつきます。そういうものと比較してみても安いということでございます。

○議長（足立 喜義君） 赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 今の安い、高いについてはそれぞれの比較によって違うというこ

とをおっしゃいました。それはわかります。まあ、これ以上突っ込みませんけど、私も。ただ、

今も言うように、健全経営のことを考えたときに、町の方に３，０００万からの寄附をし、それ

から当然だっておっしゃいましたけど、２億８，０００万からの剰余金といいますか、留意金が

あるというやにおっしゃいまして、当たり前だと言われたんですけど、そういうものを出してい

けるということは決して経営状況が悪いということを断定する材料にはならないと私は思います。

だから、今、町長の御答弁では理解できないわけなんです。

経営状況を、今、町長説明なさったのでね、そういう中でこれだけのものを町の方に寄附金を

出し、あるいは、留意金がそれだけはあるということは経営状況から見て、決してこれが不健全

な経営だどうだこうだということじゃない、もうそれなりのちゃんとした経営状況にあるという

ことをこれが物語っておるじゃないでしょうかね。私はそうとらえております。

ちょっと、あんたら、人が話ししとるだけん、あんたは質問しとらんで。（「わけわからん」

と呼ぶ者あり）わけわからんことないが、私が聞いちょう、何でわからんだ。（発言する者あ

り）時間がなくなってしまいます。次行きます。

そういう中で、最終的にグループホームの必要性もあり、これが一般社会的なニーズで、当然

町の方にもそれを建てていかなければならないんだと、それの経費も１０億円もかかるんだとい

うように言われました。それと、もう１点は、ゆうらくの無償譲渡の話を町長言われまして、そ

れもそれ相当のものを修繕してから無償で譲渡するんだっておっしゃいましたですけど、本当に

果たしてそういう形で町民は理解いただけるもんでしょうかね。ちょっと御答弁お願いします。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） ３月議会でいろいろ議論をいたしまして、賛成、反対もございましたけ

れども、最終的にそういう方向で議決をいただいたと、このように思っております。
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先ほども申し上げましたように、建物は建ったときが一番いいわけです。ずっと時間の経過と

ともに、修繕費がかかってきます、修繕費が。ですから、伯耆の国としては、土地はいただいて

担保に入れることもできたりして運用ができますけれども、本音から言えば、建物はもらわん方

がええわけです、伯耆の国は。町がみんな直いてくれますからね、指定管理でやっておれば。と

ころが、土地と上の建物はセットだという考え方がございまして、県の方もそれを強く指導して

おります。伯耆の国に建物も譲渡して、あとは自分の責任で直して使いなさいよということなん

ですよ。今は、ちょうどいいころなんです。１０年たって、経営もぼちぼちやっておりますし、

本人たちに建物も所有させて、自分たちの建物だという思いで維持管理をしていただいた方が、

きっと長もちもすると、大事に使っていただけると、このように思います。

今、指定管理をしておりますから、よく考えてくださいよ、指定管理をしておりますから、わ

ずかな修理代はもちろん伯耆の国が修理して運営しますけれども、大規模な改築というようなこ

とになれば、もう全部町がせなければいけませんよ。ちょうどほどほどの、１０年たって、ちょ

こちょこ壊れかけたり、設備が傷んだりして、交換の必要が出てきました。今、空調の設備が耐

用年数を迎えて、交換をしなければいけなくなっております。もうそれだけでも１億円以上かか

るといって言われております。そういうことが目の前にもう迫ってきておりますから、伯耆の国

としては受けたくないわけですよ。だけど、それは一定の町も負担をしながら、伯耆の国に土地

と建物をセットで渡して、自分たちの責任で管理運営をしていただきたいということなんですよ。

そこをよく間違いがないように御理解をください。土地と建物はセットだと、これを県も指導し

ておるということでございまして、私ども町としては、伯耆の国に土地だけはだめですよと、建

物もセットですよと。金がかかるんだけれども、そういうものも一緒に引き受けて運営をしてく

ださいということを話しているわけであります。そういうことに町民の皆さんは、きっと御理解

をいただけるものと思っております。

○議長（足立 喜義君） 赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 今、町長は、町民は理解していただけるだろうと思うと言われま

したですけど、こういうことは議会であったことはただ議会報が出るだとか、あるいは、町のＣ

ＡＴＶを通じて放送してるとかそういうことでなくて、やっぱり町民さんの理解を得るためには、

改めて町長のお言葉でそういう町民さんに向けられた説得する話というのはなさっていますか。

（発言する者あり）だけん、議会でどうこう言ってない。

○議長（足立 喜義君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。すべての案件は、この本議場を通じて議員さん方と
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の議論の中で決定になります。すべての案件がそのように決定になります。そしてこの議場の状

況は逐一ＳＡＮチャンネルを通じて各家庭に配信されております。したがいまして、町民の皆さ

ん方はこういう議論を通じて町長の言わんとするところを御理解いただいていると、このように

思っております。

○議長（足立 喜義君） 赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 議会を通じて町民の方にお知らせしてるんだと、今、町長は考え

方言われましたけど、議会で確かにやってることは町民さんは理解せないけないということは原

則なんですよ、わかりますけどね、やはり全部が全部なかなか町民さんも議会の方に目を向ける

ということは難しいわけです。そして町の広報「なんぶ」、こういうものもありますよね。毎月

々町民さんにこれを配布するわけでございます。ですから、こういうものを活用しながら、町長

の思いなりをしっかり伝えてほしいということを私はお願いしたいんですよ。ですから、いろん

な部分で町民さんも、私も悪いんですけど、十分な議会、理解ができていなかったいうことで、

若干逸脱した質問になったとこもあるかと思います。ですけど、やはりこういうような広報とい

うものをどんどん活用してほしいと思います。他市町村の首長さんはしっかりそういう思いなん

かはこういうものに載せておられます。南部町長は１年に何回こういう形の中でお言葉なんかを

述べられるか、ちょっと私見たことないんですけど。本当に正月のあいさつぐらいしか私記憶な

いんですけどね。それ言ってもしようがないですから、次進みます。

それから、この広報の問題、今私言ったんですけど、広報「なんぶ」の中に、御承知のように

町の発展に寄与、貢献された人の表彰について１ページ全部を割いて記事が紹介されております、

紹介というか広報されております。ことしの４月の２９日の……（「赤井議員、マイク、マイ

ク」と呼ぶ者あり）表彰を受けられた方が載っているわけでございますが、これはここに出てる

ものは２名の方が表彰等について広報されておりますが、聞きますと……（「通告があるかい」

と呼ぶ者あり）町政一般にわたって質問をしている。そう細かいことは言ってないけど、町政一

般について、私質問しとるだろうが。（発言する者あり）だからそれに関係したことを言ってる

わけだ。あんたがとかく言うことないでしょう、議長が制止してるわけでもないのに。あんた議

長か。（発言する者あり）（「どうぞ」と呼ぶ者あり）

というようなことから、表彰されても、片や表彰された事柄も全く記載されないということで、

私はこの詳細については知る由はないんですけど、そういう分では大変なへんぱした広報になっ

てるんじゃないかって、私心配するんです。それに加えて、この広報の中身が、見られればわか

るんですけど、順番としてもレイアウトから見ると、一番上段に手づくりペン立てを贈り続けて
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２０年……。

○議長（足立 喜義君） 赤井議員、通告にないことばっかりで。

○議員（７番 赤井 廣昇君） いや、通告になくても、これは、このぐらいのことは別に問題な

い話です。

○議長（足立 喜義君） そがなことにならんでしょう。

○議員（７番 赤井 廣昇君） だから、町政一般にわたって質問をしているわけですから。

○議長（足立 喜義君） 町政一般ではない。あなたがここに言われておるものとは大きくかけ離

れて。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 議長。

○議長（足立 喜義君） はい。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 議長の議会というものに対する認識がおかしいじゃないですか。

議会というものは十分な……。

○議長（足立 喜義君） あなたの認識がおかしいだ。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 何で。

○議長（足立 喜義君） 町政一般がどこに書いてありますか、これに。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 町政一般って、ここ書いてますが、民主的町政ということで。

○議長（足立 喜義君） それな……。休憩します。

午後５時０５分休憩

午後５時０７分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 本題にもちろん入りますけど、この問題は原則的なことですから、

あえて私はそれを言っておいてから質問に入ります。この広報「なんぶ」の編集について、どう

いう形でこういうものをつくられておるのかをちょっととりあえず概略的なことでいいですから、

担当課長として答弁してください。

○議長（足立 喜義君） 通告にありませんので、答えれることがあれば答えてください。（発言

する者あり）ありません。

先へ進んでください。

○議員（７番 赤井 廣昇君） まともな編集会議もしたかどうかも答弁ができないわけですか。
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（発言する者あり）通告外であろうが、これがそういう問題、答えられんほどの問題じゃないで

しょうが。

もう担当課長の方が答弁をされませんので、これはしようがないから、次に移ります。

いずれにしましても、町民はこういう議会のあり方を見て、何だ南部町議会はと、本当に。

（発言する者あり）自分が発言する場で言え。だから人のやじ飛ばすより、堂々と一般質問せえ、

それだったら。一般質問せずにおって。

○議長（足立 喜義君） 静かにしてください。

休憩します。

午後５時０８分休憩

午後５時０９分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

赤井廣昇君。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 時間の方が切迫しましたので、まだ私の質問も、し足りないとこ

ろありますから、引き続いて質問をさせていただきます。

２０１０年の、これも議長が通告外だと言われるんでしょうかね、２０１０年６月の１４日、

１９時３０分から開催されました下阿賀区の区民さんと町長との懇談会が開催されております。

（「通告外だ」「住民投票条例」と呼ぶ者あり）

○議長（足立 喜義君） 赤井議員、何回も言うけど、何でも答えさすけん。通告してください、

通告を。

○議員（７番 赤井 廣昇君） そんなこと言ってないでしょう。細かくには通告してないですけ

ど、住民投票条例のことに関して質問しておるわけですから。

○議長（足立 喜義君） 次は通告してない。いや、住民投票条例のことを言ってくださいよ、そ

うだったら。

○議員（７番 赤井 廣昇君） だからそれらに関係しているから質問しているわけですから、関

係した事柄は若干紆余曲折あった説明になるかもわからん。

○議長（足立 喜義君） いや、そこで何でも、その範囲を広げてもらうと困るだがんね。まあ、

やってください。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 自分の与えられた３０分の範囲でやってるわけですから、ある程

度のことはね。
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○議長（足立 喜義君） そげなことは……。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 議会というものはどういう趣旨ですか、議長。お考えが十分でな

いと思います。議長をなさる資格がないですよ、そんなこと言われると。（発言する者あり）

続けます。これは関係あるかないかは、議長、あんたが判断してください、それだったら。今

言いましたように、下阿賀区さんとの懇談会が開催されておりますが、そのときに町長は、町民

さんにこの任意団体で振興協議会に加入しなかった場合には、区民に不利はあるかと質問を受け

られておりますが、そのとき町長ははっきりと、皆さんが非加入を選ばれたわけであり、差別あ

るとの大変問題ある答弁をなさって、会場が騒然としたように聞いております。それで、その方

は議会に召喚されれば、自分はいつでも出向いて、こういういきさつがあったということをしゃ

べると言っておられます。

それから、国民というものは、憲法第１１条、基本的人権。国民は、すべての基本的人権の享

有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利と

して、現在及び将来の国民に与えられる。第１３条は、個人の尊重と……。

○議長（足立 喜義君） 休憩します。

午後５時１１分休憩

午後５時１２分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

○議員（７番 赤井 廣昇君） だから、聞いてそれがだめだったときには却下してくださいよ。

（「赤井議員、続けて。続けてせんと時間がないよ」と呼ぶ者あり）ちょっと申しわけないです

けどね、これから先は、私が読み上げればその分だけ時間が全部カウントされちゃいますので、

私言いますので、当局の方で読み上げていただけませんでしょうか、お願いいたします。（発言

する者あり）

○議長（足立 喜義君） 質問してください、質問。

○議員（７番 赤井 廣昇君） 質問の中身のことを、私が全部この条文について読み上げたら時

間が足らなくなっちゃうから。

○議長（足立 喜義君） それは仕方がない。あなたは持ち時間の範囲内でせないけんで。

○議員（７番 赤井 廣昇君） とにかく、憲法の中でこういう国民の権利というものがはっきり

うたってあるんですよ。すべての国民は個人として尊重されると。生命、自由及び幸福追求に対

する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重
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を必要とする。

第１４条、平等原則。すべて国民は、法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身

分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

そして１７条は、公務員の不法行為による損害の賠償。何人も、公務員の不法行為により、損

害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることが

できる。町民に差別損害の事象について求償ができるということを触れております。

さらに、地方自治法第１０条、住民の意義、権利、義務の２号で、住民は、法律の定めるとこ

ろにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を

分任する義務を負う。なお、地方公務員法第３０条に服務の根本基準。すべて職員は、全体の奉

仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれを専

念しなければならない。憲法１５条の２。すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕

者ではないなどから見て、町長が言われた不利益あるとの件は、明らかに憲法等に抵触するゆゆ

しき発言であります。看過できない大きな問題だと私は思います。

そして、県知事さんと懇談をしとられますが、そのときにも県知事の方にいろいろ救済してく

れというようなことを町長はおっしゃっております。しかしながら、知事の方から何の回答もな

いようでございます。ちょっと、まだ残り１分、２分ありますから、読み上げます。

これは平成２１年２月の５日、１０時から１２時まで緑水湖研修センター会議室であった、知

事さん等との意見交換会でございます。その一部を紹介いたします。これは、若干今私の通告外

だと言われればまた却下されるかもわかりませんが、基本的に町長は地域振興協議会のことにつ

いて、知事の方に質問していらっしゃいます。浮いた税金なので、町に回収することになるとい

うことで、これは途中からなんですが、時間がないから割愛します。収益事業で税金がかかると

いう問題がある。簡単な告示行為、承認行為で一定の資格のある団体として認めて、自治法、税

法、公務員法、この問題としてクリアしていただけたらと思うという形で、知事にお願いをして

いらっしゃいます。そのときの知事の答弁から見ますと、県と一緒に研究してみたらと思うと。

既存制度で使えるとしたら、支援団体の制度があるＮＰＯ法人の法人格がとれるとか、収益事業

については減免の制度がある、公益団体も新しい制度をつくろうとしている。支援団体であれば、

市町村で認可できる等々の町長とのやりとりがございます。これについて、それから県の方から

何の答弁も回答もなかったように聞いております。

○議長（足立 喜義君） 赤井議員、時間がなくなりました。再度言いますけど、休憩します。

午後５時１７分休憩
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午後５時１８分再開

○議長（足立 喜義君） 再開します。

以上で７番、赤井廣昇君の質問を終わります。

⋞ ⋞

○議長（足立 喜義君） これをもちまして本日予定しておりました一般質問は終わります。

以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（足立 喜義君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といたし

ます。

明日１９日も定刻より本会議を持ちまして、引き続き一般質問を行う予定でありますので、御

参集をお願いいたします。

午後５時１８分散会

－８９－


